


 



ひと　まち　育
はぐく

む　筆の都　熊野
「ひと」「まち」に新たな成長を生み出す熊野を目指します

　熊野町は、江戸時代から伝わる筆の製造技術をもとに「筆の都」

としてその伝統と歴史を培い栄えてまいりました。

　大正７年に町制を施行して、間もなく町制施行 100 年を迎え

る我が町においては、これまで、町民や関係機関の深い理解と積極的な協力により、県営熊

野団地の造成を契機として都市化を進展させながら、広島都市圏の中で身近な自然がほどよ

く調和したコンパクトなまちとして発展してまいりました。

　しかしながら、今日、人口減少社会の到来や、あらゆる分野でのグローバル化など、社会

情勢は大きく変化し、まちづくりにおいても様々な変化を求められています。

　こうした状況の中で、これまで進めてきた「三世代が住みよい　緑の生活創造都市・熊野

町」の理念に基づいたまちづくりを基として、今後の熊野町の発展の方向と将来の目標を住

民全体で共有するため、第５次総合計画を策定しました。

　この新たな総合計画では、単独町政を堅持することを前提に、目指す将来像を「ひと ま

ち 育む 筆の都 熊野」としました。これは、熊野に暮らす「ひと」がこの「まち」を大切に

思い、多くの世代が快適に暮らしていくことができる「まち」を育み、そして、その「まち」

が、暮らしている「ひと」を大切に思い、心も体も健やかな「ひと」を育むまちを目指すも

のです。

　この将来像の実現に向かって、基本目標を大きく二点挙げています。

　一点目は、「ひと」を育むまちづくりです。次の世代を担う子どもたちを地域全体で育む

とともに、あらゆる世代に対して高い教育力を持つまちづくりを推進して、子どもから高齢

者まで、それぞれの能力を発揮して活躍できるまちを目指します。

　二点目は、「まち」を育む熊野づくりです。安全に安心して暮らせるように道路や交通な

どの基盤づくりを進めるとともに、「筆の都」にふさわしい魅力あるまちづくりを推進し、

暮らしやすく元気な定住交流のまち熊野を目指します。

　これらの目標を実現することによって、熊野に暮らす住民が、この熊野の「まち」に愛着

を持ち、そして誇りに思うことができるようなまちとしていきたいと考えます。

　終わりに、この計画の策定に当たりまして貴重なご意見やご提言をいただきました多くの

町民の皆様、長期間にわたり慎重なご審議を賜りました熊野町総合基本計画審議会、町議会

の皆様に対しまして心から感謝申し上げます。

平成２３年３月

　　　　　　　　　　　　　　　熊野町長



第１編　序論

　第１章　計画策定の基本方針　………………………………………………………… 2

　　第１節　計画策定の趣旨　…………………………………………………………… 2

　　第２節　計画策定の基本的視点　…………………………………………………… 2

　　第３節　計画の対象区域　…………………………………………………………… 2

　　第４節　計画の目標年次と構成　…………………………………………………… 3

　　第５節　計画の性格　………………………………………………………………… 3

　第２章　計画策定にあたっての基本的認識　………………………………………… 4

　　第１節　熊野町の特性　……………………………………………………………… 4

　　第２節　社会や経済の動向　………………………………………………………… 9

　　第３節　熊野町の特質と課題　…………………………………………………… 12

第２編　基本構想

　第１章　まちづくりの基本理念　…………………………………………………… 19

　　第１節　将来像　…………………………………………………………………… 19

　　第２節　将来像を実現するための基本目標　…………………………………… 21

　第２章　目指すまちの姿　…………………………………………………………… 22

　　第１節　計画の主要指標　………………………………………………………… 22

　　第２節　地域形成の方針　………………………………………………………… 24

　第３章　まちづくりの政策　………………………………………………………… 27

　　第１節　政策展開の視点　………………………………………………………… 27

　　第２節　政策体系　………………………………………………………………… 29

　第４章　行政運営の方向　…………………………………………………………… 35

第３編　前期基本計画

　基本目標１　こころもからだも健やかな「ひと」を育む熊野　………………… 38

　　政策目標１　子どもが健やかに、たくましく育つまちとする　……………… 38

　　政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする　………………… 47

　　政策目標３　住民の誰もが尊重され、活躍できるまちとする　……………… 58

　　政策目標４　住民が創造力を発揮できるまちとする　………………………… 64

～　目　　次　～



　基本目標２　暮らしやすく、元気な「まち」を育む熊野　……………………… 71

　　政策目標１　暮らしの基盤が整ったまちとする　……………………………… 71

　　政策目標２　日常生活を快適に暮らせるまちとする　………………………… 83

　　政策目標３　安全に安心して暮らせるまちとする　…………………………… 90

　　政策目標４　地球環境に調和したまちとする　………………………………… 97

　　政策目標５　元気のある産業が育つまちとする　……………………………… 105

　　政策目標６　筆産地の歴史と文化を生かした出会いと交流のあるまちとする　…… 110

第４編　行政運営計画

　基本目標　住民の満足度の高い魅力的なまちづくりを行う　…………………… 118

　　運営目標１　住民との協働による信頼と連携の地域経営を確立する　……… 118

　　運営目標２　持続的なまちづくりを支える行政運営を確立する　…………… 123

用語解説　………………………………………………………………………………… 130

資料編　…………………………………………………………………………………… 144





第１編 序　　論

第
５
次 

熊
野
町
総
合
計
画

第１章　計画策定の基本方針

第２章　計画策定にあたっての基本的認識



22

第 節1 計画策定の趣旨

　本町は、平成 13（2001）年度を計画期間の初年度とした第４次熊野町総合基本計画にお

いて、「三世代が住みよい緑の生活創造都市」を将来像に掲げ、まちづくりを進めてきました。

　この間、町民及び関係機関の深い理解と積極的な協力により、住民福祉や生活環境、産業

振興等において、一定の向上を図ることができました。

　しかし、現在、急速な少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、地球規模での温暖化の進

行など、社会情勢は困難な課題に直面しています。

　まちづくりにおいては、国・地方を通じた厳しい財政環境のもと、限られた行政資源の中

で、住民の公共的サービスに対する多様なニーズを満たすには、これまで以上に住民と行政

との協働が必要となっています。

　こうした状況の中で、現行計画が平成 22（2010）年度をもって最終年度を迎えることか

ら、単独町政を堅持することを前提に、今後の熊野町の発展の方向と将来の目標を住民全体

で共有するため、新たな総合計画を策定します。

第 節2 計画策定の基本的視点

１　目標と成果をわかりやすく公表できる計画づくり

　 　住民全体で共有できる将来像をわかりやすく設定するとともに、現況値や目標値を明ら

かにするなど、誰にでもわかりやすい計画の策定に努めます。

２　協働による計画づくり

　 　それぞれの立場で住民と行政がまちづくりを連携・協働して推進するための計画の策定

に努めます。

３　優先順位を明確にした計画づくり

　 　優先順位を明確にした戦略を構築し、施策・事業の重点化を行うなど、効果的・効率的

な計画推進を図ります。

第 節3 計画の対象区域

　本計画の対象区域は、原則、熊野町としますが、生活圏や経済活動の広がりに対応した広

域的視点からの計画策定に留意します。

第１章 計画策定の基本方針
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第 節4 計画の目標年次と構成

１　計画の目標年次

　　本計画の目標年次は平成 32（2020）年です。

２　計画の構成

　　本計画は、「基本構想」及び「基本計画」から構成します。

（１）基本構想

　　 　本町の将来像とそれを実現するための基本的な理念や施策の大綱を示すもので、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 2 条第 4 項の規定に基づき策定します。

　　 　計画期間は、平成 23（2011）年度から平成 32（2020）年度までの 10 年間とします。

（２）基本計画

　　 　基本構想に掲げる将来像を達成するため、施策の体系に従い、施策の目的や方針など

を示すものです。

　　 　計画期間は、平成 23（2011）年度から平成 32（2020）年度までの 10 年間とし、

社会情勢等の変化に柔軟に対応するため、前期と後期（各 5 年間）に分けて策定します。

第 節5 計画の性格

　本計画は、熊野町の今後の発展方向と実施する施策を明らかにしたものであり、本町行政

の基本的な指針です。

　また、住民や民間団体、企業などに対しては、まちづくり活動への参加を促進し、その活

動の指針となるものです。

　国、県に対しては、各種の計画策定や事業の実施にあたって、本町が期待する施策を明ら

かにし、その実施を要望するものです。

第１章　計画策定の基本方針
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第 節1 熊野町の特性

１　自然的特性

　 　本町は、広島県西部に位置し、広島市から東南へ約 12km の位置にあります。町の東

は東広島市、北は広島市（安芸区）及び海田町、南は呉市に接し、これら広島市、呉市、

東広島市の中央部に位置しています。

　 　面積は 33.62 ｋ㎡、広島県面積 8,479.03 ｋ㎡の約 0.4％を占めています。

　 　地勢は、周囲を山に囲まれた標高約 220 ｍの高原状の盆地で、やや起伏があります。

　 　町の北東から南西にかけては原山、洞所山、城山、金ヶ燈篭山などの 500 ～ 700 ｍの

山々、南部は石岳山などの 400 ～ 500 ｍの山々が連なっています。

　 　盆地の中央を熊野川、二河川、平谷川の３本の二級河川が流れており、熊野川は北流し

瀬野川へ、平谷川は二河川に合流後、南流して呉港へ注いでいます。

　 　気候は、温暖で比較的小雨の過ごしやすい瀬戸内式気候に属しています。もっとも内陸

部に位置し、標高が高いことから、周辺の沿岸部と比べると年平均気温は１～２℃低く、

冬やや寒いものの、夏は過ごしやすい高原性の気候です。

第２章 計画策定にあたっての基本的認識

図　位置図
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２　歴史的特性

　 　本町は、７世紀の律令体制下では、安芸国安芸郡に含まれており、中世には大内氏の支

配下に置かれ、江戸時代は浅野藩の領地でした。

　 　江戸時代に毛筆製造技術がもたらされ、熊野で製造された筆は芸州筆として全国に販売

されていました。

　 　現在の熊野町は、明治 22（1889）年町村制施行当時の熊野村が大正７（1918）年、

町制施行の結果「熊野町」となりました。その後、昭和６（1931）年、本庄村大字平谷・

川角の区域を編入し、現在に至っています。

　 　昭和 40 年代には、県営の熊野住宅団地の造成を契機に、広島市をはじめとする周辺市

町のベッドタウンとして急激な都市化が進展しました。以後、人口規模約 25,000 人の田

園住宅都市として発展してきました。

　 　平成の大合併では、単独町制を選択しており、「町」としての制度的な大きな変遷は経

験していません。

３　社会経済的特性

（１）人口・世帯数

　　 　平成 17（2005）年の国勢調査によると、本町の人口は 25,103 人で、平成 12（2000）

年以降、少しずつ減少しています。

　　 　年齢３区分別人口割合は、平成 17（2005）年（国勢調査）、０～ 14 歳が 14.7％、

15 ～ 64 歳が 65.2％、65 歳以上が 20.1％で、概ね、広島県平均に準じた構成割合を示

しています。

　　 　しかしながら、平成 12（2000）年と比べると高齢化が一段と進行し、平成 22（2010）

年４月の住民基本台帳では、高齢化率は 25.9％となっています。

　　 　世帯数は、平成 17（2005）年（国勢調査）、9,211 世帯で、増加傾向で推移しています。

　　 　１世帯当たり人員は、平成 17（2005）年（国勢調査）、2.73 人、平成 22（2010）

年４月の住民基本台帳では、2.48 人となっています。核家族世帯や単独世帯の増加を

反映して一世帯当たりの人員は減少傾向にあります。

区　分
平成７（1995）年 平成 12（2000）年 平成 17（2005）年

構成比 構成比 構成比

総人口 24,953 100.0 25,392 100.0 25,103 100.0

０～ 14 歳 3,796 15.2 3,676 14.5 3,682 14.7

15 ～ 64 歳 17,935 71.9 17,780 70.0 16,380 65.2

65 歳以上 3,222 12.9 3,924 15.5 5,041 20.1

世帯数 8,269 － 8,985 － 9,211 －

1 世帯当たり人員 3.02 － 2.83 － 2.73 －

第２章　計画策定にあたっての基本的認識

表　人口・世帯数の推移

資料：国勢調査 （平成 12 年の総人口は不詳 12 人を含む）

（単位：人、世帯、％）
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（２）土地利用

　　 　平成 20（2008）年１月１日現在、町域面積に対する地目別面積の割合は、農地 8.7％、

宅地 8.5％、山林・原野・雑種地 33.2％、その他 49.6％で、山林などの自然的土地利用

が町域の約９割を占めています。

　　 　昭和 40（1965）年以降の宅地開発に伴い、急激な宅地化が進行し、住宅地と自然的

土地利用から構成される田園住宅地的な様相の土地利用となりました。

　　 　市街地は昔ながらのまち並みが残る旧市街地と県道沿いに近年形成された新興市街地

から構成されています。

　　 　市街地周辺から丘陵地にかけてはスプロール的 ※ １な一般住宅地、さらに田園が広が

り、丘陵地には中低層の住宅団地が造成されています。

　　 　都市計画は、全域が広島圏都市計画区域で、用途地域７種（第一種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業

地域、準工業地域）のほか、熊野筆特別工業地区が指定されています。

※１　 スプロール的：都市が無秩序に拡大していく現象のこ

と。スプロールとはむやみに広がるといった意味。

図　地目別土地利用面積の割合

資料：固定資産概要調書（平成 20 年１月１日現在）

図　土地利用状況
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（３）産業

　　ア　生産・所得

　　　 　総生産は、平成 19（2007）年度において 491 億 3,800 万円で、広島県全体に占め

るシェアは 0.4％です。産業別割合は、第１次産業が 0.3％、第２次産業が 34.5％、

第３次産業が 71.6％を占めています。

　　　 　広島県平均に比べると、第２次産業の割合が 4.6 ポイント高く、第３次産業の割合

が 3.6 ポイント低くなっています。業種別では、製造業、不動産業、サービス業が上

位３位を占めています。

　　　 　人口１人当たりの総生産は約 197 万円（県平均約 417 万円）で県内市町の中では

低い水準です。しかし、地域住民の所得水準を示す人口１人当たりの家計所得は約

317 万円（県平均約 335 万円）で、県内市町の中で平均的な水準となっています。（広

島県市町民経済計算から）

　　イ　事業所

　　　 　平成 18（2006）年において、本町における全ての事業所数は 749 か所、従業者

数は 6,220 人、１事業所当たり従業者数は 8.3 人です。

　　　 　広島県平均 9.6 人に比べると、事業所規模はやや小規模で、平成 13（2001）年か

らの推移では、事業所は減少していますが、従業者数は増加しています。（事業所・

企業統計調査から）

　　ウ　農林産業

　　　 　農家数は、平成 22（2010）年において 560 戸で、減少傾向が継続しています。

農家の構成割合は自給的農家※１が 66.6％、販売農家 ※ ２は 33.4％です。

　　　 　販売農家の専兼別割合は、専業農家※３が 26.7％、第１種兼業農家 ※ ４が 5.9％、第

２種兼業農家※５が 67.4％です。

　　　 　販売農家の就業人口は、65 歳以上の占める割合が 76.2％を占め、高齢者の担い手

がほとんどです。

　　　 　農業産出額は、平成 18（2006）年には 2.7 億円で、減少傾向が続いています。

　　　 　また、主要農作物は米で、産出額の約６割を占めています。

　　　 　林野面積は、平成 17（2005）年において 2,175ha、国有林が 9.0％、民有林が

91.0％を占め、民有林の林種別面積では天然林が９割を占めています。（農林業セン

サスから）

※１　 自給的農家：経営耕地面積が 30 ａ未満、かつ農産物

販売金額（過去１年間）が 50 万円未満の農家。

※２　 販売農家：経営耕地面積が 30 ａ以上、または農産物

販売金額（過去１年間）が 50 万円以上の農家。

※３　 専業農家：世帯員に農業以外の仕事に従事する者がな

く、農業収入だけで生計を立てている農家。

※４　 第１種兼業農家：世帯員に兼業従事者が１人以上お

り、かつ農業所得の方が兼業所得よりも多い農家。

※５　 第２種兼業農家：世帯員に兼業従事者が１人以上お

り、かつ兼業所得の方が農業所得よりも多い農家。

第２章　計画策定にあたっての基本的認識
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　　エ　商業

　　　 　卸売業は、平成 19（2007）年において商店数が 25 店、従業者数は 118 人、年間

商品販売額は約 23 億円です。

　　　 　小売業は、同年において商店数が 175 店、従業者数は 1,184 人、年間商品販売額

は約 161 億円、売場面積は 27,107 ㎡です。

　　　 　その推移をみると、平成 16（2004）年に比べ、商店数は減少しましたが、従業者

数、年間商品販売額、売場面積は増加しています。

　　　 　人口千人当たりの小売業商店数は 7.0 店、人口千人当たりの年間商品販売額は 645

百万円で、人口千人当たり商店数及び人口千人当たり年間商品販売額は、県内市町の

中では低い水準（県平均：商店数 9.4 店 / 千人、年間商品販売額 1,084 百万円 / 千人）

となっています。（商業統計調査から）

　　　 　店舗面積 1,000 ㎡以上の大規模小売店舗は５店立地しています。

　　　 　買い物流出率は、平成 15（2003）年度において家具や家電などの買回品が

69.5％、食料品・生活雑貨などの最寄品が 10.6％、贈答品が 73.0％で、その推移を

みると、３品目とも流出率が増加しています。（広島県商圏調査から）

　　オ　工業

　　　 　製造業は、平成 21（2009）年において事業所数が 100 か所、従業者数は 1,813 人、

製造品出荷額等※１は約 219 億円です。

　　　 　近年の推移をみると、平成 20（2008）年にかけて回復基調を示したものの、平成

21（2009）年には、製造品出荷額等を中心に、３つの指標とも減少しています。

　　　 　業種別では、その他の製造業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業を主として

います。

　　　 　その他の製造業は筆事業所で、事業所数、従業者数では全町の４割強、製造品出荷

額等の４割弱を占めています。筆の生産についてみると、化粧筆の生産は伸びていま

すが、毛筆・画筆は厳しい経営環境となっています。 （工業統計調査（従業員 4 人以

上）から）

　　カ　観光

　　　 　観光資源は、筆の里工房を中心とし、総観光客数は平成 21（2009）年において

19 万 6,000 人、入込観光客数は 12 万 6,000 人です。

　　　 　発地別の観光客は、県内客が 87.2％、また観光客のうち 95.4％が日帰りとなって

いるなど、近隣の手軽な観光の場として位置づけられます。（広島県観光客数の動向

から）

※１ 　製造品出荷額等：製造事業所の１年間における製造品

出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出

たくず・廃物の出荷額及びその他の収入額の合計。
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第 節2 社会や経済の動向

　人口減少、少子高齢化、グローバル化など、社会や経済の環境が大きく変化し、地域社会

の各分野に影響を及ぼしています。

　これからのまちづくりは、こうした社会や経済の動向を的確に把握し、まちの特性を踏ま

えながら、柔軟かつ先進的に対処していくことが大切です。

１　価値観や生活様式の多様化

　 　成長社会から成熟社会※１へ変化する中、人々の価値観や生活様式は多様化し、自由な

選択を求める傾向が強まっています。

　 　本町においても、こうした変化に対応し、多様な選択肢のもと、住民それぞれの生活設

計を支援し、心地よい暮らしを実現していくことが必要です。

２　安全・安心意識の高まり

　 　景気の低迷や、先行き不安の社会情勢、大規模化・多発する自然災害を反映し、暮らし

の観点から住民の安全・安心意識が高まっています。

　 　本町においても、防犯力を強化するとともに、災害発生の未然防止や災害に強いまちづ

くりをより推進し、住民が安全に安心して暮らせる地域社会の形成を図ることが必要で

す。

３　変革に向けた不安定な社会や経済の情勢

　 　社会や経済の環境が大きく変化する中で、これまでの社会構造・制度の見直しが始まり、

一方で、景気の行方も不透明となっています。構造的な改革 ※２が定着するまでの間、当面、

社会や経済は不安定な環境を伴うことが予想されます。

　 　本町においても、こうした不透明な社会や経済の情勢の中で、変化のすう勢を的確に見

極め、柔軟かつ的確に対応していくことが必要です。

４　人口減少・少子高齢社会の進行

　 　我が国は、人口減少を基調とした世界でも有数の少子高齢社会の到来が予想されていま

す。

　 　本町においても、少子高齢社会に対応した地域社会の枠組みづくりを進めていく一方

で、まちの活力の維持・発展に向けた取り組みを強化していくことが必要です。

※１　 成熟社会：諸種の制度や施設が整備され、精神的豊か

さや生活の質を重視する安定的な状態にある社会。

※２　 構造的な改革：経済・財政・行政・政治などの分野に

おいて、放置すれば必然的に発生する問題を解決し、

これらの社会システムが本来もっている機能を十分に

発揮できるようにする改革のこと。

第２章　計画策定にあたっての基本的認識
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５　地球環境保全の加速化

　 　地球環境保全は、地球規模で取り組むべき深刻かつ差し迫った重要な課題となっていま

す。

　 　低炭素社会※１や循環型社会※２の構築を実現していくためには、産業活動や社会の仕組

み、暮らしなどを見直し、改善していくことが求められています。

　 　本町においても、あらゆる分野において、住民の協力と参画を求めつつ、環境への負荷

の少ないまちづくりを推進していくことが必要です。

６　グローバリゼーション※３の進行

　 　人、モノ、情報などが国境を越えて交流し、世界規模での相互依存が高まり、その結果、

リーマンショックに代表されるように景気や日常生活が世界規模で影響されるようになり

ました。

　 　本町においても、こうしたグローバリゼーションによる影響を的確に把握し、まちづく

りの背景として意識するとともに、本町の特性に応じた対応を図っていくことが必要で

す。

７　ＩＴ※４社会の進行

　 　情報通信技術の進展と普及は目覚ましく、産業はもとより、インターネット ※ ５や携帯

電話などネットワーク社会の進展は住民生活や行政運営などあらゆる分野に影響を及ぼし

ています。

　 　本町においても、情報化の進展を踏まえ、情報媒体を活用した住民生活の利便性の向上

を図るとともに、情報発信力を強化していくことが必要です。

８　産業構造の変化

　 　経済のグローバル化やソフト・サービス化が ※ ６進展する一方で、製造業の競争が激化

し、また、食料問題や環境保全の高まりの中、第１次産業を取り巻く環境も変化していま

す。

　 　本町においても、こうした情勢を踏まえ、産業の高度化、筆産業や第１次産業の活性化

など、地域特性を踏まえた産業の振興に取り組んでいくことが必要です。

※１　 低炭素社会：地球温暖化の主要因である二酸化炭素の

排出を大幅に削減した社会。

※２　 循環型社会：有限である資源を効率的に利用するとと

もに再生産を行って、持続可能な形で循環させながら

環境への負荷をできる限り低減させた社会。

※３　 グローバリゼーション：経済、文化、政治、環境問題

など人類の活動とその影響が、国家や地域の境界を超

え、地球規模に拡大している現象のこと。

※４　 ＩＴ社会：ＩＴは Information Technology（情報通信技

術）の略。社会の構造が、IT を軸とした産業・経済・

文化に移行した社会のこと。

※５　 インターネット：世界中のコンピューターと文字、映

像、音声等を使った多様な情報を自由に通信すること

を可能とする世界規模の情報通信ネットワークのこと。

※６　 ソフト・サービス化：経済の中で知識 、情報、技術、

企画、デザイン等のソフトな業務が重要な役割を占め、

国内総生産において、第三次産業を中心に、サービス

の占める割合が高まること。
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９　広域交流の進展と地域間競争の激化

　 　交通体系の整備や自由時間の増加等に伴い、「人」「モノ」の交流が広域化、活発化する

中、限られた市場を対象とした地域間競争※１が激化しています。

　 　本町においても、地域の資源を有効かつ多様に活用し、広域交流を推進していくととも

に、魅力あるまちづくりを推進し、特色ある、選択されるまちとしていくことが必要です。

10　地方分権型社会の進展

　 　今後、地方分権改革がより一層進展することが予想され、分権型社会では、地方が行政

運営に責任と実行力を持つことが求められます。

　 　本町においても、基礎自治体としての力量の向上を図るとともに、住民と行政の協働の

まちづくりによる住民参加型の行政運営を確立していくことが必要です。

※１　 地域間競争：少子高齢化・人口減少社会のなかで、地

域が持続的に発展していくよう、それぞれが創意と工

夫をこらし、選ばれるまちとなるよう行う競争のこと。

第２章　計画策定にあたっての基本的認識
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第 節3 熊野町の特質と課題

１　熊野町の特質

　 　本町は、立地条件や歴史的風土、自然環境などに特色や個性を持っています。こうした

特質をこれからのまちづくりに生かしていくことが大切です。

（１）熊野筆のブランド※１、歴史と文化

　　 　熊野筆は本町のブランドとして、産業はもとより、筆産地としての歴史・文化におい

て全国的に確固たる知名度を有し、その地位を築いています。

　　 　筆の都としての伝統を踏まえ、多角的な視点から熊野筆ブランドに磨きをかけ、まち

の個性と魅力をより一層発揮していくとともに、多くの人を惹きつけ、多彩に交流して

いくことが期待されます。

（２）広島市・呉市・東広島市の３市に隣接した立地条件

　　 　本町は、広島市・呉市・東広島市の３市に隣接し、その中央部に位置しています。

　　 　広島市を中心とするこれらの都市の存在は、本町の定住・交流環境や産業振興などに

おいて、大きな影響力を有しています。このため、道路交通環境の充実を強力に推進し、

まちづくりのあらゆる分野において、この恵まれた立地条件を有効に活用していくこと

が期待されます。

（３）都市環境と自然環境が調和した高原盆地

　　 　本町は、都市環境と自然環境が調和した高原盆地で、日常生活に身近な自然がほどよ

く折り合っています。

　　 　こうした環境や風土は、落ち着いた潤いのある暮らしの基盤として、定住を推進して

いく素材となるとともに、まちの価値や地域力を高めていくことが期待されます。

（４）活発な文化・スポーツ活動

　　 　本町では、筆まつり、全国書画展覧会、町民文化祭、筆の日などの特色ある文化活動

や文化イベント、また、伝統ある町民体育大会、駅伝大会などのスポーツ活動が活発に

展開されています。

　　 　こうした文化・スポーツ活動は、心豊かで健康的な住民生活を支え、個性あるまちづ

くりの原動力となるとともに、多彩な交流を推進していくことが期待されます。

※１　 ブランド：品質やデザイン、イメージ等の独自性を強

調し、他と差別化を図ることによって知名度を高めた

もの。
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（５）多様な人材の集積

　　 　本町は、昭和 40 年代半ばからの宅地開発に伴い、戸建住宅を主体とする定住を基調

とした核家族世帯の流入などにより、人口が増加しました。

　　 　このため、本町には、多様な技術、経験を有する住民が暮らしています。

　　 　今後、団塊世代が退職時期を迎えるにあたり、このような人材と地域との関わりを強

化することによって、協働のまちづくりを推進していくことが期待されます。

２　熊野町の課題

　 　これからのまちづくりにおいて、本町が抱えている課題は、次のように整理されます。

　 　これらの課題の解決を目指しながら、新しいまちの構築に向けて、まちづくりを進めて

いくことが大切です。

（１）熊野町らしさや活力の創出

　　 　本町は「筆の都」としての地域ブランドを有し、一方で「住宅のまち」としての性格

も併せ持っています。人口減少・少子高齢社会の中で、熊野町らしさをどう演出しまち

の魅力としていくか、また、新たに発展する活力をどのように創出していくかなど、将

来に向けたまちの骨格となる理念、在り方について検討することが必要です。

（２）広域的に担う役割の発揮と周辺地域との連携

　　 　本町は、広島市を中心とする周辺市町の住宅地として発展してきました。

　　 　今後は、地域間競争が激化する中、広島都市圏 ※ １において周辺地域からも人を惹き

つけ、賑やかなまちとしていくため、地域特性を生かしながら、広域的に担う本町の役

割を発揮していくことが必要です。

（３）３都市に接続する道路交通体系の整備

　　 　本町は広島市・呉市・東広島市の３都市に隣接する立地条件を有していますが、これ

ら都市へ接続する道路交通の整備は十分といえず、高速交通へのアクセス ※ ２も良好と

はいえません。

　　 　道路交通体系は広域的な交流や地域間競争を支える基盤であり、本町においては、差

し迫った重要な課題として、幹線道路網の整備を促進していくことが必要です。

※１　 広島都市圏：広島市を中心とした廿日市市、大竹市及

び府中町、海田町、熊野町及び坂町の区域をいう。こ

のほか、広島市への通勤依存率が５％以上の連坦した

範囲を広島都市圏という場合もある。

※２　アクセス：接近、近づく方法。また、交通の便。

第２章　計画策定にあたっての基本的認識
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（４）筆産業・文化の活性化と産業構造の変化に伴う就業の場の確保

　　 　本町の基幹産業であり、歴史・文化の源泉となっている筆産業については、産業・歴

史・文化の総合的視点から、活性化に取り組み、地域ブランド力をさらに強化していく

ことが必要です。

　　 　また、定住の推進、地域経済の活性化を図るため、地域資源の総合的活用や新たな産

業の育成・誘致を通じて、就業の場を確保していくことが必要です。

（５）安全・安心で心豊かな暮らしの確保

　　 　安全・安心の確保は生活の基本であり、本町の特性を踏まえた生活基盤の整備を計画

的に進めるとともに、住民が互いに支えあう安全・安心の地域社会の構築を図ることが

必要です。

　　 　また、住民の多様な価値観や生活様式に対応した活動を支援するとともに、快適で潤

いのある空間づくりや賑わいづくりなどを推進し、本町ならではの暮らしの心地良さを

創造していくことが必要です。

（６）生活・自然環境に配慮した施策の展開

　　 　地球環境保全に向けては、地域社会が一体となって進めていくことが重要であり、施

策のあらゆる分野にわたって、多様な取り組みを推進していくことが必要です。

　　 　地域社会の全般にわたって、低炭素社会・循環型のまちづくりを推進していくととも

に、身近な自然環境や高原盆地などを生かした自然との共生を進めていくことが必要で

す。

（７）人口減少・少子高齢社会に対応した地域社会の形成

　　 　本町においても、今後、人口は減少し、少子化・高齢化が進行することが予想されます。

　　 　定住人口の維持・増加に向けて、子どもを安心して産み、育てる環境の充実に向けた

取り組みを総合的に進めていくことが必要です。

　　 　また、高齢者が安心して暮らし、元気に活躍する環境づくりなど、多世代が元気に暮

らせる地域社会を構築していくことが必要です。

（８）住民参加と協働のまちづくりの推進

　　 　地方分権のもと、地域の個性や独創性を生かした地域づくりを進めていくためには、

互いの立場を尊重しながら、住民と行政が相互に連携・協力し、まちづくりを進めるこ

とが重要となっています。

　　 　住民参画の定着に向けて、現実的かつ地道な取り組みを積み重ね、本町の特性に応じ

た住民と行政の協働によるまちづくりシステムを構築していくことが必要です。
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（９）経営的視点を持った行政運営の確立

　　 　まちづくりにおける地域の力量や主体性が問われており、地域経営における行政の責

任は極めて大きくなっています。

　　 　基礎自治体として、「公共の福祉」を基本としつつ、まちづくりを経営的な視点から

とらえ、自立性、先進性をもった取り組みを行い、政策効果の発揮による持続的なまち

づくりを推進するなど、時代に対応した行政運営を実現していくことが必要です。

第２章　計画策定にあたっての基本的認識
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第 節1 将来像

１　新たなまちづくりに向けて

　 　熊野町は、「筆のまち」としての歴史と伝統をもとに、身近な自然がほどよく調和した

コンパクト※ 1 な住宅都市としての性格を強めながら、成長・発展してきました。

　 　しかし、21 世紀に入り、まちづくりを取り巻く環境は、都市化・都市成長の時代から

人口減少・成熟社会へと大きく変化しつつあります。

　 　また、一方で、金融危機による世界同時不況など、国境を越えたあらゆる分野でのグロー

バル化は、身近な地域社会においても大きな影響を及ぼしています。

　 　こうした社会や経済の環境の大きな変化を背景として、本町においても、これまで、ま

ちの成長をけん引してきた住宅開発・人口増加を期待するのは困難となっています。

　 　また、近世本町の発展を先導し、歴史的・文化的な住民共有の財産である「筆のまち」

は、時代の変化に対応し、その在り方を検討していくことが必要になっています。

　 　こうした状況を踏まえ、熊野町が将来ともにその独自性を維持しながら、住民が生き生

きと暮らすまちとして、成長・発展していくためには、戦略的にまちづくりに取り組み、

まちの個性と魅力に磨きをかけていくことが求められています。

　 　これまで進めてきた「三世代が住みよい　緑の生活創造都市・熊野町」の理念に基づい

たまちづくりの経緯と蓄積を基に、「筆のまち」としての歴史と伝統を踏まえ、本町の多

様な地域特性や地域資源を活用しながら、次代を切り拓く活力と魅力を創出していきま

す。

　 　また、地域のみんなの知恵をあわせ、新たな発想で挑戦するまちづくりを進め、次世代

に引き継ぐことができる豊かな「熊野町」の創造に取り組んでいきます。

第１章 まちづくりの基本理念

※１　コンパクト：小型で中味が充実していること。
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２　将来像

　　新たなまちづくりに向け、本町の将来像を次のように掲げます。

　　　「　ひと　まち　育
はぐく

む　筆の都…熊野　」

　 　「　ひと　まち　育
はぐく

む　筆の都 熊野　」が目指すまちは、熊野のまちに暮らす「ひと」が「ま

ち」を大切に思い、多くの世代が快適に暮らすことができるよう創造し、発展させるまち

です。

　 　また、その「まち」が暮らしている「ひと」を大切に思い、「ひと」のこころやからだ

を健
すこ

やかに育
はぐく

むまちです。

　 　こうして、「まち」が多彩で魅力ある定住、交流の場となるとともに、「ひと」と「まち」

に新たな成長を生み出す「熊野」を目指します。

　 　このため、「筆の都」としての伝統を継承し、筆文化やその他の地域資源に磨きをかけ

るとともに、時代の変化にも迅速に対応し、広島都市圏の中で広域的な役割を発揮してい

きます。

　 　また、住民との協働による信頼と連携の地域経営を基本に、持続的なまちづくりを支え

る行政運営を確立します。

　 　この将来像の実現を目指すことで、住民がこの「まち」に愛着を持ち、誇りに思う満足

度の高い魅力的なまちづくりを推進します。
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第 節2 将来像を実現するための基本目標

　「 ひと まち 育
はぐく

む 筆の都 熊野 」の実現を図るため、次の２つを基本目標として掲げます。

１　こころもからだも健
すこ

やかな「ひと」を育
はぐく

む熊野

　 　「ひと」は「まち」の最も大切な財産です。

　 　こころもからだも健
すこ

やかな「ひと」を育
はぐく

み、住民一人ひとりがそれぞれの生活設計に基

づいて人生を豊かに暮らし、それぞれの能力に応じて活躍し、創造力を発揮できる地域社

会としていくことが必要です。

　 　地域ブランド「ふで」をまちのシンボルとする住民の共有感と誇りを生かし、大切な財

産をより磨きます。

　 　そして、「縁」あって熊野町に暮らすすべての住民が尊重され、共に支え合うことにより、

安心して健康に暮らし、豊かに老いることのできる地域社会を構築します。

　 　この地域社会の中で、人材が豊かに育ち、あらゆる世代が活躍できるようなまちを創り

ます。

２　暮らしやすく、元気な「まち」を育
はぐく

む熊野

　　「まち」は暮らしの舞台です。

　 　暮らしやすく、元気な「まち」を育
はぐく

み、安全に安心して暮らせる基盤を築くとともに、

将来を切り拓く活力を創出し、魅力あるまちとしていくことが必要です。

　 　受け継がれてきた「ふで」の匠の技と進取の風土を生かし、暮らしの舞台をより潤いと

個性ある地域空間として磨きます。

　 　そして、人・モノ・情報が円滑に流れる、都市基盤の整った便利で環境にやさしい暮ら

しが確保された舞台づくりを進めます。

　 　歴史ある筆産業を中心として、産業活力を増進するとともに、出会いと交流のある「筆

の都」にふさわしい魅力にあふれたまちを創ります。

第１章　まちづくりの基本理念

21

基
　
本
　
構
　
想

21



第 節1 計画の主要指標

１　人口フレーム

（１）総人口

　　 　本町は、昭和 40（1965）年から 60（1985）年にかけて、広島市を中心とした人口

増勢による住宅団地開発に伴い、人口は増加しましたが、昭和 60（1985）年以降は人

口増加が一段落し、近年は次第に減小する傾向で推移しています。

　　 　我が国が少子・高齢・人口減少時代を迎える中、広島都市圏においても、今後、人口

は減少基調で推移することが予想されます。

　　 　本町においても、これまでの住宅団地開発を主要因とする人口増加を想定することは

困難と考えられます。

　　 　こうした状況のもと、近年のすう勢で人口が推移するとすれば、目標年次である平成

32（2020）年の人口は、少子・高齢化が一層進行することが推計されます。

　　 　しかし、人口はまちの活力を示すひとつの目安としての役割を有し、未来に向けたま

ちづくりを先導し、その期待を数字として示す意味も有しています。

　　 　このため、本計画における将来人口の設定においては、活力と魅力のある「選ばれ

るにふさわしい熊野町」を目指したまちづくりを積極的かつ総合的に進め、平成 17

（2005）年を基準とする概ね現状維持型の人口設定を目標人口として掲げます。

　　 　若者・壮年をはじめとした人口の流出を抑制するとともに、子育て世代をはじめとす

る流入人口の増加を推進することにより、平成 32（2020）年の目標人口を 25,000 人

とします。

第２章 目指すまちの姿

区　分
平成 17（2005）年 平成 27（2015）年 平成 32（2020）年

構成比 構成比 構成比

総人口 25,103 100.0 25,000 100.0 25,000 100.0

０～ 14 歳 3,682 14.7 3,400 13.6 3,300 13.2

15 ～ 64 歳 16,380 65.2 13,800 55.2 13,600 54.4

65 歳以上 5,041 20.1 7,800 31.2 8,100 32.4

世帯数 9,211 10,200 10,700

1 世帯当たり人員 2.73 2.45 2.34

（２）年齢階層別人口

　　　少子・高齢化が一段と進行することが見込まれます。

　　 　平成 32（2020）年における総人口に占める年齢階層別人口の割合は、年少人口（０

～ 14 歳）は 13.2％、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）は 54.4％、老年人口（65 歳以上）

は 32.4％と見込まれます。

表　人口フレーム

注：平成 17（2005）年　国勢調査の数値を基に推計

（単位：人、世帯、％）
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（３）世帯数

　　 　世帯数は、今後とも増加傾向で推移し、平成 32（2020）年の世帯数は 10,700 世帯、

1 世帯当たり人員は 2.34 人と見込まれます。

２　就業フレーム

　 　不透明な経済環境、及び高齢化の進行に伴い、就業率は今後とも減少することが見込ま

れ、平成 32（2020）年の就業者数を 11,400 人程度と見込みます。

　 　産業別では、第１次産業については、近年の推移は不安定であるものの、退職者の増加

などに伴い、平成 17（2005）年の水準を概ね維持するものと見込み、300 人程度とします。

　 　第２次産業は、製造業・建設業とも減少傾向が継続して推移するものとし、第３次産業

は、第２次産業減少の受け皿として増加し、第２次産業を 3,400 人、第３次産業を 7,700

人程度と見込みます。

区　分
平成 17（2005）年 平成 27（2015）年 平成 32（2020）年

構成比 構成比 構成比

総人口 12,545 100.0 11,500 100.0 11,400 100.0

第１次産業 282 2.2 300 2.6 300 2.6

第２次産業 4,938 39.4 3,800 33.0 3,400 29.8

第３次産業 7,322 58.4 7,400 64.4 7,700 67.6

第２章　目指すまちの姿

表　就業人口フレーム

注：平成 17（2005）年　国勢調査の数値を基に推計（分類不能分含む）

（単位：人、％）
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第 節2 地域形成の方針

１　土地利用の基本的考え方

（１）地域特性に応じた秩序ある土地利用の推進

　　 　町域全体の調和ある発展を図るため、多様な地域特性を踏まえた土地利用の適切な誘

導を図ります。

　　 　また、現状の市街地の枠組みを基本に機能が集積し、利便性の高い市街地の形成を図

るよう、土地の有効利用の推進や整然とした市街化を促進するなど、合理的な土地利用

を推進します。

（２）安全・安心の快適で利便性の高い土地利用の推進

　　 　すべての住民が安全に安心して生活していくことができるよう、自然災害対策や人に

やさしいまちづくりを推進します。

　　 　また、良好な環境を備えた快適な市街地の形成や利便性の高い都市活動に配慮した土

地利用を推進します。

（３）自然と共生した土地利用の推進

　　 　市街地や集落を取り巻く山林や農地など、豊かな自然を身近に感じられるまちの特性

を次代に引き継いでいきます。

　　 　本町の良好な環境を保全するとともに、多様に活用するなど、自然と共生した土地利

用を推進します。

２　土地利用の方向

（１）地域ゾーニング※１

　　ア　中央地域

　　　 　まとまりのある市街地が形成され、本町の中心としての機能を担う呉地、出来庭、

中溝、城之堀及び萩原地区から構成される中央地域を、都市活動・交流ゾーンとして

位置づけます。

　　　 　市街地環境の整備や都市機能の集積を進め、快適な居住の場、活力ある賑わいの場

として整備します。

　　　 　また、筆の歴史・文化を生かした多彩で魅力的な観光交流の場として形成します。

　　イ　東部地域

　　　 　田園景観が広がる初神及び新宮地区から構成される東部地域を、田園居住・生産ゾー

ンとして位置づけます。

※１　 ゾーニング：対象地域をいくつかの地域や地区に分

割、区分すること。

2424



　　　 　豊かな自然環境と調和した環境づくりや生産基盤の整備を進め、潤いのある田園居

住の場、地産地消を先導する農業振興の場として形成します。

　　　 　また、企業用地の整備や既存工業の集積を生かした企業誘致を進め、新たな産業振

興の場として形成します。

　　ウ　西部地域

　　　 　計画的に形成された住宅団地が広がる川角、平谷、貴船、石神、神田、柿迫及び東

山地区から構成される西部地域を、都市居住ゾーンとして位置づけます。

　　　 　団地の成熟化に対応し、専用住宅地としての環境保全や暮らしやすい環境づくりを

進め、安定した利便性の高い居住の場として形成します。

　　　　また、既存公共施設の有効活用を検討し、賑わいの向上を図ります。

（２）拠点地区の形成 

　　＜都市生活機能拠点＞

　　ア　都市拠点

　　　 　役場周辺地区（中溝～萩原の県道周辺）を都市拠点として設定します。

　　　 　安全で快適な市街地環境の整備、都市機能の集積整備、賑わい空間の創出など、地

域特性を生かした中心市街地としての魅力の向上を図り、本町の中心拠点にふさわし

い場として形成します。

　　イ　生活拠点

　　　　東公民館周辺を東部生活拠点、西公民館周辺を西部生活拠点として設定します。

　　　 　東部生活拠点については、既存公共施設の集積や豊かな環境、西部生活拠点につい

ては、既存の公共施設や商業・業務機能の集積を生かし、利便性をより高め、日常生

活の暮らしの場としての拠点性の向上を図ります。

　＜特定機能拠点＞

　　ア　観光交流拠点

　　　　「筆の里工房」から出来庭、中溝地区周辺一帯を観光交流拠点として設定します。

　　　 　周辺一帯を歴史・文化のミュージアム ※1 としてとらえ、「筆の里工房」を拠点とし

て、シンボルづくりや環境整備など総合的な舞台づくりを進めます。

　　　 　まち全体を回遊性のあるものとし、そこを訪れる人が様々な発見・体験を楽しみ、

国内外に魅力的な情報を発信する場として形成します。

　　イ　産業拠点

　　　 　軽工業が集積した深原地区及び深原地区町有地一帯を産業拠点として設定します。

※１　ミュージアム：博物館、美術館。

第２章　目指すまちの姿
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　　　 　深原地区については、工業地としての環境整備を推進し、新たな工業拠点として育

成します。

　　　 　深原地区町有地については、県道矢野安浦線トンネル工事に伴い、産業用地等とし

て造成し、企業誘致を図ります。

図　地域形成の方針
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第 節1 政策展開の視点

　本町が将来像の実現を図り、将来にわたって持続的に成長していくためには、政策展開に

あたって、その基本的視点を明確にし、施策の推進に戦略的に取り組んでいくことが必要で

す。

　すべての政策の展開にあたっては「地域力の強化」、「快適暮らしの創造」及び「筆の都の

活性化」の３つを基本的視点とし、重点的かつ横断的に施策を推進します。

１　地域力の強化

　 　「地域力の強化」は、将来を切り拓くために最も大切な財産となる「人材の育成と世代

を超えた活躍」を目指すものです。

　 　少子高齢社会においては、住んでいる「ひと」のパワーを源泉とする地域力を、人口増

に代わる新たなまちの推進力として、その効果的な発揮に努めていくことが大切です。

　 　次の世代を創る子どもを地域社会全体で育み、高い教育力を持つまちを創造していくこ

とを未来への基盤とします。

　 　また、シニア※ 1 が活躍できる環境づくりなど、熊野に住んでいる多くの世代が、それ

ぞれの能力を発揮することができる、明るく元気で開かれた多世代共生社会を構築し、住

民が主役となる「地域力の強化」を目指します。

２　快適暮らしの創造

　 　「快適暮らしの創造」は、差し迫った重要な課題として住民ニーズに応える「交通の安

全と利便性の確保」を目指すものです。

　 　生活を安定的に維持していくためには、安全かつ快適に移動することが不可欠です。

　 　暮らしやすい生活基盤の確保のため、熊野の特性を踏まえながら、安全・安心かつ便利

な生活道路、生活交通の整備など移動環境の充実を目指し、住民とともにこうした課題の

解決に取り組みます。

　 　また、生活に身近な自然環境を生かした、心和む美しい風景の熊野を創出し、熊野らし

い文化性の高い「快適暮らしの創造」を目指します。

３　筆の都の活性化

　 　「筆の都の活性化」は、本町を象徴する筆の多彩な活用による「多様な交流や賑わい、

活力の創出」を目指すものです。

　 　まちを活性化し、存在感を発揮していくためには、住む人が誇りに思い、訪れる人を魅

了するまちのイメージブランドづくりが大切です。

第３章 まちづくりの政策

※１　 シニア：上級者、年長者をいう。本計画では概ね 60

歳以上のものを想定。
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　 　「熊野筆」の知名度とブランドを新たな視点から見直し、筆産業の高度化・付加価値化、

地域資源との連携などを進め、 筆産地としての魅力の向上に取り組みます。

　 　そして、国内外への情報発信、多彩なイベントの開催などを通じて、次代を切り拓くブ

ランドとして磨きあげ、個性と魅力に富んだ賑わいのある「筆の都」の構築を目指します。
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第 節2 政策体系

こころもからだも健やかな「ひと」を育む熊野基本目標１

政策目標１ 子どもが健やかに、たくましく育つまちとする

政策目標２ 共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

　子育て世代の多様なニーズに応じた子育て支援や子どもが健やかに育つ環境づく

りを進めるなど、地域全体で子育てを支援し、子育てを楽しむことのできるまちと

します。また、一人ひとりの子どもが基礎学力を身につけ、それぞれの能力や個性

に応じて独創力を伸ばし、将来を担う人材として豊かに育まれるまちとします。

【施策目標】

１　地域ぐるみで子育て支援を行う

２　心豊かで能力のある人材を育成する

　住民が、安心して、地域で暮らしていくことができるよう、生涯にわたる心と体

の健康づくりを支援します。そして、地域全体で共に支えあう地域福祉社会を構築

し、高齢者や障害者など、誰もが地域で自立し、生活できるまちとします。

【施策目標】

１　生涯にわたる健康づくりを支援する

２　…高齢者や障害者など、誰もが地域で

自立して生活できるよう支援する

第３章　まちづくりの政策
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政策目標３ 住民の誰もが尊重され、活躍できるまちとする

政策目標４ 住民が創造力を発揮できるまちとする

　人権が尊重され、すべての人が自分らしく生きることのできる社会を構築し、こ

の地域社会の中で、世代を超え、それぞれの経験や技術を生かしながら、誰もが社

会参加し、活躍できる活力と連帯感あふれるまちとします。

【施策目標】

１　…すべての人が自分らしく生きること

のできる社会を確立する

２　…世代を超えて活躍できる環境を整え

る

　住民が生涯の各時期に応じて、身近な暮らしの場で、学習できる機会と場を確保

します。そして、文化・スポーツ活動に親しむことのできる環境づくりを進め、新

たな熊野の文化を創造・発信するなど、住民の誰もが創造力を発揮できるまちとし

ます。

【施策目標】

１　生涯にわたって学べる環境を整える

２　地域文化を継承し、発展させる
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暮らしやすく、元気な「まち」を育む熊野基本目標２

政策目標１ 暮らしの基盤が整ったまちとする

政策目標２ 日常生活を快適に暮らせるまちとする

　秩序ある土地利用を誘導し、地域特性に応じたコンパクトで良好な市街地の計画

的な整備や体系的な道路ネットワークの形成を進めます。そして、上・下水道など

生活基盤の計画的な整備を進め、暮らしの基盤が整った、多様な定住を促進するま

ちとします。

【施策目標】

１　秩序あるまちを創る

２　道路の利便性を高める

３　生活基盤を整える

４　定住を支援する

　住民が安全かつ快適に移動できる生活道路や歩道の整備、公共交通の確保と利便

性の向上に取り組みます。そして、身近な自然と暮らしが調和した熊野ならではの

美しい景観を創出し、住民が日常生活を快適に暮らし、熊野に住む心地よさを味わ

えるまちとします。

【施策目標】

１　快適に移動できる環境を整える

２　公共交通を便利にする

３　美しい景観を創出し、維持する

第３章　まちづくりの政策
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政策目標３ 安全に安心して暮らせるまちとする

政策目標４ 地球環境に調和したまちとする

　防犯力や交通安全対策を強化し、犯罪や交通事故が発生しにくい環境づくりを進

めます。そして、地域の実情に応じた地域防災力や防災機能の向上を図り、住民が

安全に安心して暮らせるまちとします。

【施策目標】

１　犯罪や交通事故から住民を守る

２　災害から住民や地域を守る

　持続可能な社会の実現を目指し、低炭素社会や循環型社会、自然共生社会 ※ １の

構築に向けた取り組みを強化するなど、環境にやさしい暮らしを誇れるまちとしま

す。

　また、農業については、農業生産と地域コミュニティ、他産業などとの連携を強

化し、地域が様々に係わることによって環境と調和した安定した生産のまちとしま

す。

【施策目標】

１　自然環境を守り、育成する

２　環境にやさしい暮らしを確立する

３　…地域の暮らしと密着した農の里をつ

くる

※１　 自然共生社会：社会経済活動が自然に調和し、様々な

自然とのふれあいの場や機会が確保された自然と人間

が共生できる社会。
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政策目標５ 元気のある産業が育つまちとする

政策目標６ 筆産地の歴史と文化を生かした出会いと交流のあるまちとする

　筆産業の高度化・付加価値化などへの支援による伝統産業の基盤強化、起業支援

や企業誘致など新しい産業の育成、就業機会の創出に取り組みます。そして、まち

の賑わいの場となる商店街の活性化など、まちの活力を創出し、将来に向けた成長

をけん引する元気のある産業が育つまちとします。

【施策目標】

１　伝統産業を守り、活性化する

２　産業を元気にする

　日本一の筆産地の歴史と文化を誇りとしながら、多様な地域資源を総合的に活用

し、ネットワーク化します。そして、その個性と魅力に磨きをかけることにより、

多くの人を惹きつけ、新たな出会いと交流が賑わいと感動を創出する個性と魅力に

富んだブランド力のあるまちとします。

【施策目標】

１　筆産地の魅力を高める

２　筆の都から美を発信する

第３章　まちづくりの政策
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図　政策体系
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第４章 行政運営の方向

住民の満足度の高い魅力的なまちづくりを行う基本目標

運営目標１ 住民との協働による信頼と連携の地域経営を確立する

運営目標２ 持続的なまちづくりを支える行政運営を確立する

　まちづくりは、住民自治を基本として、地域の多様な主体が力を合わせて、自分

たちの地域を暮らしやすく、豊かにしていくことです。

　情報の共有化などによって、住民と行政の信頼感を構築します。そして、住民と

行政がそれぞれの責任と役割分担のもと、共通の目標に向かって知恵と工夫を発揮

する、住民との協働によるまちづくりを推進します。

【施策目標】

１　住民との信頼関係を強化する

２　住民との協働のまちづくりを進める

　社会環境の変化に的確に対応し、本町が今後とも発展していくためには、限られ

た資源を公正、公平、効率的に活用しながら、持続的にまちづくりを進めていくこ

とが必要です。

　財政の健全化や組織の活性化を進め、施策の重点化、総合化、横断化を図るとと

もに、透明性の高い計画の進行管理を行い、ムダ・ムリ・ムラのない先進性の高い

行財政運営に努めます。

【施策目標】

１　…自主性・自立性の高い財政運営を行

う

２　…社会の変化に対応できる行政運営を

行う
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第３編 前期基本計画

第
５
次 

熊
野
町
総
合
計
画

基本目標１　こころもからだも健やかな

 「ひと」を育む熊野

基本目標２　暮らしやすく、元気な

 「まち」を育む熊野



こころもからだも健やかな「ひと」を育む熊野基本目標１

　少子化が進行する中、次代へ向けた活力を維持増進していくため、子育て支援は我が国

における重要な課題となっており、平成 22 （2010）年度からは、子育て支援のための「子

ども手当」も新設されました。

　本町においても、次第に少子化が進行している中で、引き続き活力あるまちづくりを推

進していくためには、子育て世代に魅力あるまちとしていくことが重要となっています。

　本町における地域で子育てを支える環境については、子育ての拠点として、西部地域健

康センター内に子育て支援センター及びファミリー・サポート・センター ※ １を設置し、

子育て家庭の多様なニーズに答えています。

　また、出産や子育ての不安を解消するため、母子保健に関する知識の普及、保健指導、

訪問指導、健康診査などを行い、母性と乳幼児の健康の保持・増進に努めており、今後と

も各家庭の実態を十分把握し、きめ細かい保健指導や小児についての医療環境を充実して

いくことが必要です。

　保育所は、公設民営 1、民設民営３の計４施設が整備され、定員数は 450 人、充足率

は 100％前後で、待機児童はなく良好な状況です。今後は、住民のニーズを把握し、こど

も園※２等の導入を検討していくことが必要です。

　特別保育事業のうち延長保育は、町内の全保育所で実施し、一時保育 ※ ３、病後児保育 ※ ４ 

は町内１ヶ所で実施しています。今後、保護者のニーズを勘案しながら、一時保育・病後

児保育の実施拡大について検討していくことも必要です。

　また、仕事等で昼間保護者のいない小学校３年生までの児童に遊びや集団生活の場を提

供するため、放課後児童クラブを各小学校に設置しています。

　将来にわたって活力あるまちとしていくためには、子育てを社会全体で支えていくこと

を基本として、各施策が相互に連携した、体系的な子育て支援を進め、子育て支援に特色

と自信のあるまちとしていくことが重要となっています。

政策目標１　子どもが健やかに、たくましく育つまちとする

施策目標１　地域ぐるみで子育て支援を行う

現況と課題

※１　 ファミリー・サポート・センター：地域において育児

の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児

について助け合う会員組織。

※２　 こども園：就学前の子どもに教育を行う幼稚園と保育

を行う保育所が一体となった施設。

※３　 一時保育：保護者等の就労や疾病、入院等により一時的

に家庭での保育が困難となる場合、保護者の育児不安を

解消し、負担を軽減するために児童を預かること。

※４　 病後児保育：保護者の仕事や家族の都合で子どもの看

病ができないという場合、病気回復期の児童を預かる

こと。
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政策目標１　子どもが健やかに、たくましく育つまちとする

施策の方針

１ 　母子保健や子育て相談の充実、適切な医療機会の確保など、出産や子育てに対する不

安を解消し、安心して子育てを行うための環境の充実を図ります。

２ 　保育サービスの充実や保育環境の整備を進め、子育て世代が安心して働くことのでき

る保育の充実を図ります。

３ 　子育て支援センターやファミリー・サポート・センターを拠点とした子育てサポート

体制や放課後児童クラブ等育成環境の充実を進め、地域における子育て支援体制の充実

を図ります。

１　安心して産み、健やかに育てる環境を充実する

（１）母子保健の充実

　　○ 母親学級等の一般健康教育、乳児や妊産婦の一般健康診査、家庭訪問、育児相談な

ど、妊娠・分娩・乳幼児期・育児期を通じた体系的な母子保健対策の充実を図ります。

（２）養育の支援

　　○ 子どもの知的発達、親子のコミュニケーション手段として有効なブックスタート事

業※１について、町立図書館司書や保健師、読み聞かせボランティアと連携した取

り組みを実施します。

　　○ 児童虐待の発生防止、早期発見を図るため、関係機関と連携しながら、児童虐待等

防止ネットワークを構築します。

（３）医療情報の提供　　

　　○ 子育てにおける医療の不安を解消するため、地域における診療機会や救急時におけ

る対応など、的確な医療情報の提供に努めます。 

２　保護者の負担を軽減する

（１）保育の充実

　　○ 保育ニーズの動向を踏まえ、一時保育、病後児保育の拡充など、保育内容の充実を

図ります。

　　○ こども園など多彩な保育サービスに対応できる魅力ある保育所づくりを検討しま

す。

具体的施策

※１　 ブックスタート：赤ちゃんと保護者が、絵本を介して

ゆっくり心ふれあうひとときをもつきっかけをつく

り、一人ひとりの赤ちゃんに、絵本を開く楽しい体験

といっしょに、絵本を手渡す活動。
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主な取り組み

◆ 母子保健の充実

◆ 児童虐待防止ネットワークの形成

◆ 地域子育て創生事業の推進

◆ ファミリー・サポート・センターの充実

　　○ 安全で快適な保育環境を確保するよう、保育園の施設・設備の計画的な改修を促進

します。

（２）経済的負担の軽減

　　○ 乳幼児医療費助成、児童医療費助成や子ども手当の支給を実施します。

　　○ 幼稚園就園奨励、就学援助及び育成医療など、子育て家庭を支援する制度の周知徹

底に努め、経済的負担の軽減を図ります。

３　地域における子育て支援を充実する

（１）次世代育成行動計画の推進

　　○ 「次世代育成行動計画（後期計画）」（平成 22（2010）年３月策定）を基に、子育

て支援を推進します。

（２）サポート体制の充実

　　○ 子育てサークルの立ち上げ、子育てガイドブックの活用など地域子育て創生事業を

推進します。

　　○ 子育て支援センターを拠点として、育児相談や育児サークル活動支援、ファミリー・

サポート・センター事業を行い、育児に悩み、孤立化する保護者を支援します。

（３）安全な子育て環境の整備　　

　　○ 児童を取り巻く諸問題に適切に対応していくため、関係機関が連携した相談指導体

制を強化します。

　　○ 利用者のニーズを踏まえ、放課後児童クラブの利用時間の延長や利用学年の拡大な

どを検討し、充実を図ります。

　　○ 身近な公園など児童の健全な遊びの場を整備するとともに、危険箇所の解消に努め

ます。
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政策目標１　子どもが健やかに、たくましく育つまちとする

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

乳幼児健診の受診率

１歳６ヶ月児

 …85.4%

３歳児

 …79.5%

１歳６ヶ月児

 …90.0%

３歳児

 …85.0%

１歳６ヶ月児

 …100%

３歳児

 …100%

ファミリー･サポート･センター

登録者数
117 人 150 人 165 人
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　次代を担う子どもたちを、心豊かにたくましく育てていくことは、資源に恵まれない我

が国にとって、その成果は国の将来を左右する重要な事項です。

　本町の教育施設は、幼稚園が３園（私立）、小学校は４校、中学校は２校で、高等学校

は県立高校が１校立地しています。

　児童数は、平成 22（2010）年５月１日現在、1,462 人、減少傾向で推移しており、生

徒数は 768 人、ほほ横ばいで推移しています。

　教育内容については、平成 14（2002）年度から毎年小学校２校、中学校１校に対して

教育研究推進校として指定し、学力の向上を図っています。また、教職員研修の充実によ

る授業力の向上や町内で統一して取り組む授業規律の定着などにより、「楽しく分かる授

業」を目指しています。

　平成 21（2009）年度には、町内のすべての小中学校のメディアルーム ※ １・教職員用パ

ソコンを更新し、情報教育の充実を図っています。

　今後とも、基礎学力の向上に向けて、これらの取り組みをより一層強化していくことが

必要です。

　町独自の事業としては、平成 22（2010）年度から小学１・２年生に書道科授業を導入

したほか、筆作り体験事業や職場体験事業など、特色ある教育を推進しています。

　また、青少年教育相談員の配置などによる不登校相談や教育相談を実施し、心の教育の

充実にも努めています。

　学校施設の耐震化は、平成 22（2010）年度末、44％程度であり、安全で快適な学校環

境を確保していくため、耐震化を計画的に進めていくことが必要です。

　学校運営については、近年、学校と保護者や地域が一体となって進めていく気運が高まっ

ており、本町においても、教育改革推進懇談会等の実績を踏まえ、開かれた学校づくりに

向けて、新たな仕組を検討していくことが必要です。

　青少年の健全育成に向けては、青少年育成くまの町民会議、放課後子ども教室 ※ ２運営

委員会を組織化し、啓発活動の促進や活動の場づくりを行っています。

　今後とも、町、保護者、地域が一体となって、青少年を健全に育成していくための体制

の強化や環境を整備していくことが必要です。

施策目標２　心豊かで能力のある人材を育成する

現況と課題

※１　 メディアルーム：音響や映像装置などの情報を伝達する

機器を備えた部屋。

※２　 放課後子ども教室：次世代育成支援の観点から、安全・

安心な子どもの活動拠点を設け、地域住民の参画を得

て、勉強やスポーツ・文化活動、交流活動などの取組

みを推進する事業のこと。
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政策目標１　子どもが健やかに、たくましく育つまちとする

施策の方針

１ 　幼小中高の連携、適正な学校配置の検討、地域による学校支援の推進など、地域の特

色を生かした教育体制の充実を図ります。

２ 　児童・生徒の基礎学力の向上を図り、時代の変化に対応し、豊かな心と体を育む熊野

らしい特色ある教育を推進します。

３ 　いじめ・不登校対策、教育相談体制の充実を推進するとともに、読書環境や学校給食（デ

リバリー方式※１）を充実し、健やかに楽しく学べる環境の充実を図ります。

４ 　学校施設の耐震化・改修や時代に応じた設備の更新、登下校時の安全対策の強化など、

安心・安全な教育環境の確保に努めます。

５ 　地域における青少年の健全育成環境を整備するとともに、多様な青少年活動の推進を

図り、心身ともに健全な青少年を育成します。

１　地域の特色を生かした教育体制を確立する

（１）幼児教育の充実

　　○ 幼稚園・保育所、小学校との連携を促進し、一貫した幼児教育の推進を図ります。

（２）幼小中高連携教育の推進

　　○ 幼稚園・保育所、小学校、中学校、熊野高校の連携を強化し、特色ある幼小中高連

携教育を推進します。

（３）適正な学校配置の検討 　

　　○ 児童・生徒数の動向に対応し、適正な教育環境を確保していくため、必要に応じて

小中学校の適正規模及び適正配置について検討します。

（４）学校教育体制の充実 　

　　○ 校長を中心に、組織として機能し、柔軟で機動力のある学校運営体制の確立を図り

ます。

　　○ 多様な教育課題に対応し、指導力の向上を図るよう、研修等を通じて、教職員の資

質の向上を図ります。

　　○学校事務の効率化や円滑な実施を図るよう、共同事務室の活動を充実させます。

具体的施策

※１　 デリバリー方式：業務委託した民間業者の調理場で給

食を調理し、ランチボックスに盛り付け、 配送ボック

スに入れて、各学校の配膳室に配送する方式のこと。
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（５）地域における学校支援の充実　　

　　○ 熊野町教育推進協議会（仮称）の活動の活性化などを通じて、地域と学校が連携し

た学校運営を推進します。　　　    

　　○ 小中学校における総合的な学習の支援や中学校部活動支援、また、地域の特色を生

かした体験活動など、地域住民の多様な学校支援を促進します。

２　基礎学力を向上する 　 

（１）学力向上対策の充実

　　○ 非常勤講師の配置、外部人材の活用、教育研究推進指定校など、基礎学力向上に向

けた取り組みを強化します。

　　○ 生徒指導の充実と部活動の活性化によって、学習規律や学習意欲を向上させ、学校

全体の安定を図るため、臨時教員を配置します。

　　○ 情報機器や理科教育備品など、設備・器材の整備を進め、教育内容の充実を図ります。

　　○ 各種の学力調査を継続的に実施して児童・生徒の学力実態を把握し、町内全校の教

職員を構成員とする教科別部会の設置などにより、有効な対応を検討します。

（２）時代に対応した教育の推進

　　○ 情報機器の整備、英語指導助手の小中学校への派遣など、情報化、国際化などに対

応した教育の充実を図ります。

　　○ 職業に関する知識を身につけ、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力

を育てるキャリア教育※１を推進します。

（３）地域学習の推進

　　○ 小学１年生からの書道科授業の実施、筆づくり体験など、地域の特色を生かした学

習を推進します。

　　○ 地域の歴史・文化の継承、農業・ボランティア体験など、創意工夫した地域学習を

推進します。

３　健やかに楽しく学べる環境を充実する

（１）健やかに学ぶ環境の整備

　　○ 障害のある児童・生徒に対する適切な就学指導を行うとともに、障害に応じた教育

や教育環境の充実に努めます。　　　　　　　

　　○ 児童・生徒の発達段階に応じた人権教育を進めます。　　

　　○ 命を大切にし、社会のルールを守る心豊かな児童・生徒を育成するよう、道徳教育

の充実に努めます。

　　○ いじめや不登校の解消を図るよう、相談員を配置するとともに、教育相談体制を充

実します。

※１　 キャリア教育：児童生徒一人ひとりに、望ましい職業

観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさ

せるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を

選択する能力・態度を育てる教育のこと。
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政策目標１　子どもが健やかに、たくましく育つまちとする

（２）楽しく学ぶ環境の整備　　

　　○ 学校図書館に図書司書を配置し、学習及び読書活動の充実を図ります。

　　○学校給食（デリバリー方式）に地産地消※１を取り入れ、食育の充実を図ります。

４　安全・安心の教育環境を充実する

（１）耐震化等施設の整備

　　○ 学校施設の老朽化に対応し、計画的な耐震化や改修を進めるとともに、維持管理の

充実に努めます。　　　　　　　

（２）安全対策の強化　　

　　○児童・生徒の学校内外における安全確保のため、学校安全教育を進めます。

　　○ 学校、地域が一体となった登下校時の見守り体制の充実を促進するとともに、公用

車を活用した定期的な巡回を行います。

　　○ 児童・生徒が安全に通学できるよう、交通安全に配慮した通学路や良好な通学環境

の確保に努めます。

 

５　地域のみんなで青少年を見守り、育成する

（１）健全育成の推進

　　○ 青少年の健全育成についての啓発活動を充実し、家庭や地域における教育力の向上

を促進します。　　　　　　　

　　○ 青少年育成くまの町民会議、放課後子ども教室運営委員会の活動を支援し、地域社

会全体で青少年を支える体制の強化を図ります。

　　○青少年の問題行動について、気軽に相談できる体制を整備します。

（２）青少年活動の推進　　

　　○ スポーツ・文化活動など、青少年活動の場と機会の充実に努めるとともに、関連情

報の提供の充実を図ります。

　　○ 地域における青少年のグループ・サークル活動を促進していくとともに、活動・発

表の場の確保を図ります。

　　○ 青少年の豊かな心を養い、地域社会へ愛着を高めていくよう、コミュニティ活動、

ボランティア活動、祭りなどへの積極的な参加を促進します。

　　○ 子ども会、スポーツ少年団などの育成や活動を支援するとともに、指導者やボラン

ティアの確保に努めます。

※１　 地産地消：地域で生産されたものを地域で消費するこ

と。
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◆ 地域による学校支援の促進

◆ 学力調査等基礎学力向上対策の実施

◆ 学校図書館における読書及び学習活動の充実　

◆ 学校施設の耐震化の推進

◆ 放課後子ども教室の推進

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

「授業がわかる」と回答した

児童生徒の割合（国語、算数（数

学）、英語）

（小）82.3%

（中）74.0%

（小）83.0%

（中）75.0%

（小）84.0%

（中）76.0%

学校施設の耐震化率 44% 80% 100%

主な取り組み

まちづくり指標
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政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

　健康は、稔り豊かな人生を送るうえで、また、活力ある地域社会を築くうえで大切な要

素ですから、健康づくりの取り組みは、社会全体で進めていく必要があります。

　近年の疾病構造をみると、社会環境やライフスタイル ※ １の変化にともない、食生活や

運動等の生活習慣とのかかわりの深い生活習慣病 ※ ２が増加していることから、一次予防

（疾病そのものを予防すること）がますます重視されています。

　本町においても、悪性新生物（がん）、心疾患（心臓病）及び脳血管疾患（脳卒中）な

どの生活習慣病が死亡原因の上位を占めています。

　このため、本町では、健康診査やがん検診、健康教育や保健指導など、乳幼児期から高

齢期に至るライフステージ※３ごとの健康づくり事業を展開するとともに、地域特性に応

じた健康づくり事業を推進する拠点施設として、町内３か所に地域健康センターを設置し

ています。

　また、各種予防接種などの感染症※４対策、ストレス社会ともいわれる現代社会におけ

るこころの健康づくり、当番医や病院群輪番制※５による休日・夜間の医療体制の確保、

介護予防事業や機能訓練事業などを通じて、総合的な健康づくりの推進に努めています。

　これらの取り組みを進めるなかで、健康に対する住民の関心も高まっていますが、依然

として糖尿病やその予備群をはじめとする生活習慣病の有病者は増加傾向にあり、医療費

増大の要因にもなっています。住民の健康意識の高揚を図り、住民が一次予防対策を主体

的に取り組めるような支援や環境整備を一層推進する必要があります。

　感染症対策では、結核などの再興感染症※６や新型インフルエンザへの対策のほか、新

たな予防接種の取り組み、肝炎対策、母子間の疾病感染対策などが求められています。

　また、育児に関する不安やストレス、あるいは、社会生活の複雑化や労働環境の悪化な

どを背景に、こころの問題を抱える人が増加しています。相談窓口の充実など支援体制を

強化するとともに、こころの健康問題に対する家族、職場及び地域などの理解が深まるよ

うな周辺環境の醸成にも積極的に取り組む必要があります。

　国民健康保険に関しても、医療費や疾病分析などによる医療費の適正化、安定運営に向

けた取り組みが必要です。

政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

施策目標１　生涯にわたる健康づくりを支援する

現況と課題

※１　 ライフスタイル：生活様式。衣食住をはじめ、行動様

式や価値観まで含めていう。

※２　 生活習慣病：食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒 等

の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群とさ

れ、糖尿病、心臓病、高脂血症、脳卒中 などが代表的。

※３　 ライフステージ：人間の一生における幼年期・児童期・

青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。

※４　 感染症：ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して

増殖し、発熱や下痢、咳等の症状がでること。人から人

にうつる伝染性の感染症のほかに、動物や昆虫から、あ

るいは傷口から感染する非伝染性の感染症も含まれる。

※５　 病院群輪番制：地域内の病院群が共同連帯して、輪番

制方式により休日・夜間等における重症救急患者の診

療を受け入れる制度のこと。

※６　 再興感染症：既知感染症で、発生数が減少し、公衆衛

生上ほとんど問題にならなくなっていたが、近年再び

出現、増加している感染症に対する総称のこと。結核・

ペスト・狂犬病・ジフテリアなど。
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施策の方針

１ 　乳幼児期から高齢期に至るライフステージごとに、一次予防を重視した健康づくり事

業を推進します。

２ 　感染症や予防接種の必要性に関する啓発を推進するとともに、新たな予防接種への対

応など、感染症予防対策の充実を図ります。また、こころの健康問題に関する相談窓口

の充実や啓発活動を推進します。

３ 　医療機関等との連携強化により地域医療体制や救急医療体制の確保充実を図ります。

４ 　国民健康保険財政の健全化への取り組み強化など、国民健康保険制度の適正な運営に

努めます。

１　住民自らの健康づくりを支援する

（１）意識啓発の充実

　　○ 住民の健康管理についての意識を高めていくよう、健康まつり、スポーツ・レクリ

エーション活動など、あらゆる機会を通じて健康づくりに関する普及啓発を推進し

ます。   

（２）住民の主体的な健康づくりの推進　　

　　○生活習慣病の発生予防に重点を置いた住民の主体的な健康づくりを推進します。

　　○住民の生涯の各時期に応じた健康教育の充実を図ります。

　　○ 住民が日常生活において、手軽にスポーツ・レクリエーションや生涯学習に親しめ

る環境づくりを推進します。

　　○住民の自主的な健康づくりグループの活動を支援します。

（３）健康づくり体制の充実　　

　　○ 地域健康センターを拠点として、住民の健康づくりを推進するとともに、疾病予防

対策の充実を図ります。

　　○健康づくりの拠点として、住民による地域健康センターの多様な活用を促進します。

２　疾病を予防し、健康を保持・増進する

（１）疾病予防体制の充実　

　　○住民を対象とした栄養・運動教室を開催し、健康の保持・増進を図ります。

　　○ 生活習慣病の予防、早期発見・早期治療を図るため、心身の健康に関する個別の相

談を充実します。

　　○ 疾病の早期発見・早期治療を図るため、健康診査、各がん検診、骨そしょう症検診

などの充実を図るとともに、受診率の向上を促進します。

具体的施策
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政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

　　○ 未成年者の喫煙の防止、喫煙者の禁煙、分煙対策を推進していくよう、意識啓発の

充実に努めます。

（２）心の健康づくりの推進

　　○ 心の健康づくりについての正しい知識と理解の啓発に努めるとともに、関係機関と

連携し、相談体制の充実を図ります。

　　○ 自殺予防に向けての取り組みを強化します。

（３）感染症対策の充実

　　○ 結核やインフルエンザなどについて、症状や感染予防などの正しい知識の普及に努

めるとともに、予防のためのワクチン接種を促進します。

　　○ 若年層に対し、薬物乱用や性感染症予防について、関係機関、学校等と連携し、正

しい知識を提供するなど意識啓発を推進します。

（４）歯科保健対策の充実

　　○ 健康相談や健康教室を通じて、妊産婦、乳幼児の歯科保健についての意識啓発を図

ります。

　　○ 歯周病疾患等歯科検診の充実を図るとともに、世代に対応した歯科健康教育や相談

を実施します。

（５）食品衛生の向上

　　○ 住民の食品衛生についての啓発に努めるとともに、事業所における衛生管理体制の

充実を促進します。

３　安心して医療を受けることのできる環境をつくる

（１）初期医療の充実

　　○ かかりつけ医の普及を促進し、初期医療の定着を図るとともに、関係医療機関の機

能連携を推進します。

　　○ 休日診療等の充実に努めます。

（２）救急医療の充実　　

　　○ 初期、二次、三次の救急医療体制※１による広島県救急医療ネットワークの効果的

な活用を推進します。

　　○ 安芸地区医師会による休日診療体制の充実を促進するとともに、休日・夜間救急に

おける広島市立広島市民病院、広島市立舟入病院の適正な利用を促進します。

　　○ 救急医療ニーズに迅速に対応していくため、広島市安芸消防署における搬送体制の

充実を促進します。

※１　 初期～三次救急医療体制：初期救急医療は、外来診療

によって救急医療を行う最も地域に密着した制度、｢

在宅当番医制 ｣ 等によって行われる。二次救急医療は、

入院治療を必要とする重症救急患者に対する医療、三

次救急医療は、二次救急医療では対応できない複数の

診療科領域にわたる重篤な救急患者に対し、24 時間体

制で高度な医療を総合的に提供する医療。
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（３）広報・啓発活動の推進

　　○ 住民の献血についての意識を高めます。また、健康づくりや予防接種、臓器移植に

ついて、知識の普及と理解を促進するよう、広報・啓発活動を推進します。

４　国民健康保険制度を安定的に運営する

　国民健康保険の健全運営

　　○ 国民健康保険制度についての広報・啓発を充実し、適正な医療受診を促進するとと

もに、住民の主体的な健康づくりを基本とした各種保健事業の強化を図ります。 

　　○収納相談の実施など、収納体制を強化し、収納率の向上に努めます。

◆ 生活習慣病予防対策の推進

◆ 救急医療体制の充実

◆ 国民健康保険制度の健全な運営

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

各種がん検診受診率 22.7% 30% 50%

特定健康診査受診率 35.8% 65% 70%

健康づくりへの支援の満足度 48% 50% 55%

主な取り組み

まちづくり指標
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政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

※１　 インフォーマルなサービス：行政が直接・間接的に提

供するサービスでは充足されない「隠れた」ニーズに

対応するサービスのこと。

　誰もが住みなれた地域で安心して生活していくためのまちづくりを進めていくことは重

要な課題です。

　一方、地域においては、住民同士の社会的な繋がりの希薄化が進むなど、地域社会の崩

壊が見守り機能を低下させ、高齢者の虐待や孤独死等の社会問題の一因となるなど、公的

なサービスだけでは対応が困難な状況が起きています。

　こうした従来からの福祉制度によるサービスでは対応が困難な課題に対しては、社会福

祉協議会をはじめとした関係団体と連携し、民生委員、老人クラブ、ボランティア、地域

の住民等がそれぞれの能力を生かしながら、お互いが支えあう「地域福祉」の形成が求め

られています。

　支援が必要な人を支援の対象者として一面的に捉える福祉の考え方から、支援される人

も地域に対してできることを行い、ともに支えあうことができる「お互いさまのまちづく

り」が必要となってきます。

　高齢者や障害のある人など支援が必要な人については、介護保険制度や障害者自立支援

法に基づくサービスのほか、医療や町独自のサービス、地域住民やボランティア等による

インフォーマルなサービス※１を行っています。今後はこれらを有機的に機能させる包括

的なケア体制の整備が必要です。

　ひとり親家庭は、近年の社会環境を背景として、増加傾向にあり、それぞれの実態に応

じたきめ細かい支援を行い、生活の安定と自立を促進していくことが必要です。

　また、経済不況や高齢化の進行に伴い、生活の支援を必要とする世帯が全国的に増加し

ています。本町においても、こうした状況を踏まえつつ、関係機関との連携を図りながら、

適切な保護を図り、諸施策を活用し、自立を支援していくことが必要です。

施策目標２　高齢者や障害者など、誰もが地域で自立して生活できるよう支援する

現況と課題
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施策の方針

１ 　熊野町社会福祉協議会を中核として、関係団体と連携し、地域福祉を推進するための

環境整備に取り組みます。

２ 　在宅福祉サービスの充実や地域密着型サービス ※ １の計画的な整備支援など、支援を

必要とする高齢者が住みなれた地域で暮らすための環境整備を進めます。

３ 　相談・保健・療育※２体制を整備し、福祉サービスの提供や社会生活の支援の充実を

図り、障害者の地域での自立した生活を支援します。

４ 　相談・指導の充実や各種制度の有効活用を進め、ひとり親家庭や生活困窮者など社会

的に生活の支援が必要な人の生活の安定と自立を促進します。

※１　 地域密着型サービス：認知症や一人暮らしの高齢者など

の増加を考え、介護が必要な方が住み慣れた地域で安心

した暮らしを続けることができるように、地域の状況や

特徴を生かしたサービスを提供する介護サービス。

※２　 療育：障害をもつ子供が社会的に自立することを目的

として行われる医療と保育。

※　３ ＮＰＯ：Non Profit Organization（民間非営利組織）の略。

非営利すなわち営利を目的とせず公益的な市民活動を

行う民間団体の総称。

１　地域の中で互いに支えあう仕組みをつくる

（１）地域福祉計画の策定

　　○ 住民の自主的な活動と公的サービスが連携した地域福祉を総合的に展開していくた

め、その指針となる「地域福祉計画」を策定します。

（２）地域福祉活動の推進

　　○福祉意識の啓発

　　　・ 福祉についての広報・啓発を充実し、参加と連帯を基調とする住民の福祉意識の

高揚を図ります。

　　　・学校教育や生涯学習における福祉活動への取り組みを強化します。

　　○地域福祉活動の推進

　　　・ 地域福祉活動の中核を担う熊野町社会福祉協議会の機能や活動を支援するととも

に、当該協議会との連携による施策の推進を図ります。

　　　・ 熊野町社会福祉協議会と連携し、福祉についての情報提供や各種ボランティア講

座等の充実を図り、住民の福祉活動への参加を促進します。

　　　・ ボランティアセンターを拠点とした住民のボランティア活動を促進するとともに

ボランティアの育成や活動支援を推進します。 

　　　・ 地域の各種団体・グループ、ＮＰＯ※３の設立・育成を促進するとともに、その

活動を支援します。

具体的施策
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政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

※１　 見守りネットワーク：小地域を単位として近隣の人や

関係機関が、見守り・声かけ活動等を行い、誰もが安

心して住みなれた地域で、暮せるような地域づくり、

まちづくりを進める活動のこと。

※２　 成年後見制度：認知症の高齢者や知的障害者、精神障

害者など、判断能力が不十分な成人の財産管理や契約、

福祉サービスの利用契約、遺産分割協議などについて、

選任された成年後見人が代理して行う制度。

※３　 地域ケア体制：高齢者が在宅で安心して生活できるよ

う、行政、地域包括支援センター、民生委員やボランティ

ア等（地域の社会資源）及びサービス提供事業者が連

携して、高齢者を支援するしくみ。

　　　・ 住民の地域福祉活動の拠点として、地域健康センター、公民館などの有効利用を

促進します。

　　　・ 住民参加による災害時要援護者避難支援対策の充実を図るとともに、見守りネッ

トワーク※１の構築を促進します。

２　高齢者の地域での生活を支援する

（１）要援護高齢者支援の充実

　　○介護保険の適切な運営とサービスの充実

　　　・「介護保険事業計画」に基づき、介護保険を円滑かつ適切に運営します。

　　　・介護認定訪問調査を町職員が行うなど、公平・公正な介護認定に努めます。

　　　・ 介護サービス等が必要な高齢者が適切なサービスを受けられるよう、介護サービ

スについての情報提供の充実や介護サービス事業者への指導・助言に努めます。

　　　・ 地域密着型サービスなど、介護保険サービス提供基盤の計画的な整備を推進しま

す。

　　○介護予防・認知症対策の充実

　　・高齢者の介護予防事業の充実を図ります。

　　・ 認知症に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、認知症高齢者の地域での生

活を支援できるよう、地域における見守りネットワークを構築します。

　　・ 認知症高齢者等の権利擁護のため、成年後見制度 ※ ２の周知徹底と有効活用を図る

とともに、高齢者の虐待防止に努めます。

　　○地域ケア体制※３の整備

　　　・地域包括支援センターを拠点として、地域ケア体制の充実を図ります。

　　　・ 疾病の予防・早期発見、寝たきりや認知症予防のための教室の開催、訪問指導な

ど、保健対策の充実を図ります。

　　　・保健・医療・福祉の連携を強化し、情報の共有と適切な対応に努めます。

（２）社会参加の促進

　　○多様な活動の推進

　　　・老人クラブ等の多様な活動を支援します。

　　　・ 高齢者大学など、高齢者のニーズに応じた教室・講座の開催、学習成果の発表の

場を提供します。

53

前
期
基
本
計
画

53



　　　・ 高齢者が参加しやすいスポーツ・レクリエーションや文化活動などの開催に努め

ます。

　　　・ 高齢者の経験を生かした地域活動やボランティア活動、世代間交流事業への積極

的な参加を促進します。

　　○雇用機会の確保

　　　・ 高齢者の知識・経験などを生かしたコミュニティビジネス ※ １の展開など、新た

な就労の場の創出や推進組織の育成を検討します。

　　　・就労機会の拡充など、熊野町高齢者能力活用協会の活動を支援します。

（３）安全・安心な生活の確保

　　○住宅の整備

　　　・ 高齢者が居住する住宅のバリアフリー化 ※ ２を推進していくため、住宅改修など

介護保険サービスの有効な活用を促進します。

　　　・高齢者に配慮した町営住宅のバリアフリー化を推進します。

　　○安全対策の推進

　　　・ 高齢者が安全、快適に生活できるよう、建築物、道路、交通機関などのバリアフ

リー化を推進します。

　　　・ 災害や緊急時において迅速に対応するため、ひとり暮らし高齢者世帯等への緊急

通報機器の設置等情報提供体制や地域における避難体制の充実を図ります。

　　○国民年金の加入奨励

　　　・ 高齢者の生活の安定と自立を図るため、無年金者の発生を防止することを目的に、

国民年金制度についての広報、啓発を推進し、対象者の加入を奨励します。

３　障害者の地域での生活を支援する 　 

（１）障害者福祉の推進 

　　○「障害者保健福祉計画及び障害福祉計画」に基づき、障害者福祉の推進を図ります。

（２）障害者が暮らしやすい社会の確立

　　○バリアフリー化の推進

　　　・ 住民の障害者への理解を深め、ノーマライゼーション ※ ３の理念に基づいた社会

を形成していくため、様々な機会を通じて啓発活動を推進します。

※１　 コミュニティビジネス：地域資源を生かしながら地域

課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むもの。地

域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することによ

り、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、

生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄

与することが期待される。

※２　 バリアフリー：道路や建築物の入り口の段差などの物

理的な障壁（バリア）や、高齢者、障害者などの社会

参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な障壁（バ

リア）を取り除き、生活しやすくすること。

※３　 ノーマライゼーション：障害のある人もない人も、共

に地域の中で生活し、活動できる社会こそが普通（ノー

マル）の社会であるという考え方。

5454



政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

　　　・ 公共施設や道路、住宅など、すべての人の利用に配慮したバリアフリーのまちづ

くりを推進します。

　　○障害者の権利擁護

　　　・ 障害者の権利擁護のため、成年後見制度について、周知徹底を図り、有効な活用

を促進します。

　　○安全の確保

　　　・ 災害の発生など緊急時における障害者の安全を確保するため、緊急時の通信情報

体制や避難体制の充実を図ります。

　　○情報支援

　　　・ 障害者に対する情報のバリアフリーを一層促進するために、情報支援の充実を図

ります。

（３）相談・保健・療育体制の整備　　

　　○相談体制の充実

　　　・ 身体・知的・精神の三障害をはじめ、多様な障害に対応できる専門職員を配置し

た相談窓口を設置します。

　　　・ サービス提供事業者をはじめ、地域の支援者が協働して個別ケア会議を開催する

など、一人ひとりのニーズに対応できるよう情報提供やサービス調整を行います。

　　○保健・療育体制の整備

　　　・ 疾病の予防啓発に努めるとともに、保健事業を通じて、障害の早期発見・早期治

療を推進します。

　　　・障害のある児童の療育を支える体制の充実を推進します。

（４）福祉サービスの提供　　

　　○ライフステージに応じた総合的な支援

　　　・ ライフステージに応じた保健・医療・福祉、教育、就労、地域などさまざまな分

野に関して総合的・継続的に一貫した支援に努めます。

　　○サービスの充実

　　　・ 障害福祉サービスの必要な障害者が、適切なサービスを受けられるよう、サービ

ス提供事業者との連携を図ります。

　　○サービス基盤の整備

　　　・ 県や近隣市町との連携によるサービスの基盤整備など、障害者が地域で安心して

生活できるよう体制づくりに努めます。
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（５）社会参加の促進　

　　○生活保障と就労の支援

　　　・ 特別児童扶養手当、特別障害者手当など、生活保障のための支給制度の円滑な実

施に努めます。

　　　・ 障害者の就労を促進していくため、関係機関と連携し、職業能力の向上や雇用へ

の移行をすすめる支援を促進します。

　　○社会参加の促進

　　　・ 障害者のコミュニケーション手段を確保するよう、手話通訳者派遣事業等の充実

に努めます。

　　　・ 障害者が参加しやすいスポーツ・レクリエーション活動や文化活動を開催すると

ともに、健常者との交流を促進します。

　　　・障害に配慮した行政・生活情報の提供に努めます。

４　社会的に生活の支援が必要な人の自立を促進する

（１）相談・指導体制の充実

　　○ 社会福祉協議会、民生委員児童委員、ケースワーカー ※ １等との連携を強化し、ひ

とり親家庭や生活困窮者の実態の把握に努めるとともに、相談・指導体制の充実を

図ります。

（２）生活の安定と自立の支援　　

　　○ 生活保護制度を適正に運用し、生活困窮者の生活を保障するとともに、各種施策・

制度を有効に活用し、自立を助長します。

　　○ ひとり親家庭に対する児童扶養手当の支給、医療費の助成など、経済的負担の軽減

を図ります。

　　○ ひとり親家庭の経済的自立を促進していくため、高等技能訓練の支援など、各種制

度の有効な活用を図ります。

　　○ 住宅を喪失した離職者等のうち、就労能力及び就労意欲がある人に対して、住宅手

当を支給し、就労確保を支援します。

※１　 ケースワーカー：社会的に支援を必要とする人とその

環境に働きかける専門家。
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政策目標２　共に支えあい、健やかに暮らせるまちとする

◆ 「地域福祉計画」の策定

◆ 地域見守りネットワークの構築

◆ 介護予防事業の実施

◆ 障害者の地域生活支援　

◆ ひとり親家庭等の自立支援

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

認知症サポーター数 422 人 1,000 人 1,500 人

高齢者ふれあいサロン（ミニ

デイホーム）の延べ利用者数
6,914 人 7,600 人 8,400 人

主な取り組み

まちづくり指標
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　我が国において、基本的人権は、「侵すことのできない永久の権利」として日本国憲法

で保障されています。

　しかしながら、社会におけるさまざまな人権侵害は、依然として解消したとはいえず、

近年においては、インターネットや携帯電話の普及に伴い、人権問題は、いじめや虐待な

ど子どもに対する人権侵害、ドメスティックバイオレンス ※ １など、複雑・多様化し、陰

湿化する様相がみられます。

　本町においては、人権相談員の設置、定期的な人権・法律相談の実施、人権教育講座の

開催など、人権侵害への対応や人権教育・啓発に取り組んでいます。

　人権問題の解決には、住民一人ひとりが、人権問題を正しく理解し、人権意識を高めて

いくことが重要であり、地域における人権学習の充実、啓発活動の強化を図っていくこと

が必要です。

　我が国においては、性別によって役割を固定化する意識や慣習が社会に根強く残り、先

進国の中でも、男女の共同参画の水準は低いといわれています。

　このため、男女共同参画社会づくりの実現に向けて、国全体の取り組みが求められてい

ます。

　本町においては、平成 20（2008）年２月、「熊野町男女共同参画プラン」を策定し、

同年 12 月には、県内では２例目に「男女共同参画都市宣言」を行いました。

　今後も、男女が性別に関係なく、その能力と個性を十分に発揮できる男女共同参画社会

の実現に向けて、総合的な環境整備を推進していくことが必要です。

政策目標３　住民の誰もが尊重され、活躍できるまちとする

施策目標１　すべての人が自分らしく生きることのできる社会を確立する

施策の方針

現況と課題

１ 　人権についての啓発や人権教育・学習を推進するとともに、諸問題に適切に対処でき

るよう、人権相談・擁護体制の充実を図り、差別のない人権が尊重された社会の実現に

努めます。

２ 　男女平等の意識づくりを推進し、家庭や地域における男女の共同参画、女性の自立の

ための支援や人権の擁護に努め、男女共同参画社会の形成を図ります。

※１　 ドメスティックバイオレンス：同居関係にある配偶者 

や内縁関係や両親・兄弟・親戚などの家族から受ける

家庭内暴力のこと。
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政策目標３　住民の誰もが尊重され、活躍できるまちとする

１　人権が守られ、尊重される社会を形成する

（１）啓発の充実

　　○ 人権についての正しい理解と認識を深めるよう、講演会の開催など人権啓発活動の

充実を図ります。

　　○広報など多様な媒体を活用し、総合的かつ効果的な人権啓発を推進します。

（２）人権教育・学習の充実

　　○学校教育、生涯学習などにおける人権教育のより一層の充実を図ります。

　　○人権教育・啓発を推進する指導者の育成や団体・グループの支援に努めます。

（３）人権相談・援護体制の充実

　　○ 人権に対する諸問題に適切に対応できるよう、人権擁護委員などとの連携を強化

し、人権相談の充実を図ります。 

　　○人権についての職員研修の充実を図り、人権擁護に努めます。

２　男女がともに協力し合える社会を形成する

（１）男女平等意識の確立

　　○男女平等意識の浸透を図るため、広報・啓発活動の充実を図ります。

　　○ 学校教育、生涯学習における男女平等の理念に基づいた教育や啓発活動を推進しま

す。

（２）家庭・地域における男女共同参画の推進　　

　　○家庭や地域活動における男女共同責任と参画についての意識啓発に努めます。

　　○ 女性リーダーや女性団体の育成を支援し、女性の自主的活動の活発化や参加機会の

拡充を図ります。

（３）女性の自立支援と人権の援護　　

　　○「男女雇用機会均等法」の浸透や女性の職場環境の充実などの啓発に努めます。

　　○行政の女性職員について、適正な人材配置や積極的な人材登用に努めます。

　　○ 審議会や協議会など、多様な分野における政策・方針決定の場への女性の参画を拡

充・促進します。

　　○ 地域における子育て支援体制の強化を図るとともに、介護保険の有効活用や介護の

固定的な分担意識の払しょくなどの啓発を充実します。

　　○ 女性に対する暴力やセクシャル・ハラスメント ※ １の発生防止と根絶に向けて、関

係機関と連携しながら対策を強化し、女性の人権擁護に努めます。

具体的施策

※１　 セクシャル・ハラスメント：職場などで行われる性的

嫌がらせ。
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◆ 人権に関する啓発・教育の充実

◆ 政策・方針決定の場への女性委員の拡充

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

人権尊重を目的とした講演会

等の年間参加者数
531 人 560 人 600 人

審議会などにおける女性委員

等の比率
25.3% 30% 35%

主な取り組み

まちづくり指標
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政策目標３　住民の誰もが尊重され、活躍できるまちとする

　地方分権の流れが加速する中で、基礎自治体としての市町村では、自らの力で物事を決

定し、創意工夫することで、個性豊かな活力のある地域をつくることが求められています。

　また、価値観や生活様式の多様化をはじめ、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、今

まで行政が行ってきた取り組みだけでは、きめ細やかな社会サービスの提供が困難になり

つつあります。

　このため、住民からの要望に公平なサービスを提供するというスタイルから、行政と住

民が目標と課題を共有し、相互協力を図ることが求められています。これまで以上に地域

住民・企業・各種団体・行政がお互いに手を取り合い、知恵と力を出し合いながらまちづ

くりを進めていく「協働のまちづくり」が必要です。

　さらに、これからのまちづくりにおいては、高齢者の役割に期待が高まっています。

　高齢者の持つ知識・経験・技術を生かし、地域の活性化や社会貢献を通じて尊敬され、

生きがいを持って自己実現ができるよう、その受け皿となる仕組みを地域社会の中に構築

していくことが必要です。

　また、本町では、自治会や子ども会の加入の低下により、活動が停滞しているところも

あり、コミュニティの希薄化が見受けられます。

　このため、平成 20（2008）年より、熊野町まちづくり協働推進事業を実施し、コミュ

ニティ活動の支援を行い、活動の広がりを促進しています。

　今後、地域コミュニティは、地縁型コミュニティから課題解決型へ次第に変わっていく

ことが予想され、こうした住民自らを担い手とする活動に対して適切な支援を行っていく

ことが求められています。

施策目標２　世代を超えて活動できる環境を整える

現況と課題

施策の方針

１ 　住民の自治意識の高揚を図り、住民自治組織の多様な活動を推進し、地域力の強化を

図ります。

２ 　世代交流のための各種事業・スポーツイベントの開催、交流グループの活動支援を行

うとともに、共に支えあう体制を確立し、多世代が交流し、ふれあう地域社会の形成を

図ります。

３ 　シニアが地域に参画するきっかけづくりやコミュニティビジネス等の多様な就業の場

の創出支援など、シニア世代が活躍できる地域社会の形成を図ります。

61

前
期
基
本
計
画

61



１　住民自治を推進し、地域力を強化する

（１）自治意識の高揚

　　○ 住民の自治意識の高揚やまちづくりに関する関心を高めるため、フォーラム ※ １や

講座の開催、各種情報の提供に努めます。

（２）…住民自治活動の支援　　

　　○ 新しい時代に対応した組織の活性化に向けて、若年世代や女性の登用など柔軟な組

織運営を促進し、活動の活性化を推進します。

　　○ 自治会と連携し、各種事業の円滑な推進を図ります。

　　○ 地域の自主的な取り組みを促進していくため、地域づくりリーダー養成研修等への

派遣や情報の提供、財政支援などを行います。

　　○ 地域活動を支援し、協働のきっかけづくりとなるよう、職員の地域活動への積極的

な参加を推進します。

　　○住民の地域活動の場として、公民館、集会所の有効な活用を促進します。

２　多世代が交流し、ふれあいのある地域社会をつくる 　 

（１）世代間交流事業の推進

　　○学校教育、生涯学習などにおける子どもと高齢者との世代間交流事業を推進します。

　　○ すべての世代が参加できるスポーツ・レクリエーションや文化事業、イベントなど

を開催します。      

　　○世代間交流グループの設立・育成や活動を支援します。

（２）共に支えあう体制の整備　　

　　○ 災害時や緊急時において、高齢者や障害者、子どもたちを支える地域社会の形成を

推進します。

　　○ 少子高齢社会についての意識と理解を高め、世代相互が協力し、共に支えあう地域

社会の形成を推進します。

３　シニア世代が地域で活躍できる場をつくる 　 

（１）地域活動への参画支援

　　○ 公民館、図書館などにおける各種講座、自主事業を開催し、多様な学習機会の提供

を図ります。  

　　○ 地域の行事、イベントへの参加や学校・福祉・環境など多様な分野におけるボラン

ティア活動への参加を促進します。

※１　 フォーラム：公開討論会のこと。
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政策目標３　住民の誰もが尊重され、活躍できるまちとする

（２）多様な就業の場の創出支援　　

　　○ シニアの経験や技術を生かしたコミュニティビジネスの推進に向けて、推進母体と

なる組織の設立やその活動などを支援します。

　　○ 熊野町高齢者能力活用協会の活動を支援するとともに、活動分野の拡充を推進しま

す。

◆ 地域づくりリーダーの養成

◆ 世代間交流事業の実施

◆ コミュニティビジネスの支援

主な取り組み

63

前
期
基
本
計
画

63



　生涯にわたって学びたいとする住民の意欲は、社会の複雑化・高度化、情報化など時代

の変化に伴い、一段と高まっています。

　本町では、公民館を中心として、多様な事業を開催し、また、多くのグループが活発な

活動を行っています。

　また、平成 17（2005）年度には、町立図書館の開館により、学習意欲が向上し、図書

館の利用は活発となっています。

　住民一人ひとりの生涯学習の効果や経験は、地域社会における交流や連携を促進し、ま

ちへの誇りや愛着を高める契機となり、協働のまちづくりを力づけていきます。

　このため、生涯学習体制を整備し、住民のニーズに対応した学習内容の多様化・高度化

を図っていくとともに、学習の場となる施設の充実を図り、住民の主体的な学習活動を活

性化していくことが必要です。

　また昨今、健康づくり、体力づくり、レクリエーションなど、様々な目的で、スポーツ

に親しむ人が増加しています。

　本町では、町民体育館、町民グランドなどを整備し、多くの住民の活動の場として親し

まれ、伝統ある駅伝大会や町民体育大会などのスポーツイベントも開催されています。

　また、体育協会、スポーツ少年団、地域体育推進協議会等を支援し、スポーツ活動の活

性化を推進しています。さらに、平成 17（2005）年度には、ＮＰＯ法人熊野健康スポー

ツ振興会を社会体育施設等の指定管理者※１として指定し、スポーツ環境の充実を図って

います。

　今後とも、住民が、生涯にわたってスポーツに親しんでいけるよう、手軽に楽しめる環

境整備や情報・活動機会の提供の充実を図り、熊野らしい特色ある生涯スポーツの振興を

図っていくことが必要です。

政策目標４　住民が創造力を発揮できるまちとする

施策目標１　生涯にわたって学べる環境を整える

現況と課題

※１　 指定管理者：地方公共団体が、公の施設の管理を行わ

せるために、期間を定めて指定する団体のこと。
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政策目標４　住民が創造力を発揮できるまちとする

※１　 総合型地域スポーツクラブ：その地域に住んでいる人

たちが、性別、年代、所属に 関係なくいつでも気軽に

スポーツや文化活動に参加できる機会を提供する地域

密着型のスポーツクラブのこと。

※２　 土曜くまのっ子教室：子どもの安全で健やかな居場所

を確保することを目的として、勉強やスポーツ・文化

活動等を通じて、地域住民との交流活動を行う「放課

後子ども教室」の取り組みのひとつ。

施策の方針

１ 　団体・グループの活動や人材の発掘・養成などを支援するとともに、多様な学習機会・

内容の充実、施設の整備と有効活用を推進し、生涯にわたって学べる環境づくりを進め

ます。

２ 　総合型地域スポーツクラブ※１（筆の里スポーツクラブ）を中核として、多様なスポー

ツ・レクリエーション機会の提供、施設の整備と有効活用を推進し、住民が手軽にスポー

ツ・レクリエーションに親しめる環境づくりを進めます。

１　生涯にわたって学べる環境づくり

（１）生涯学習推進体制の充実

　　○ 生涯学習を積極的に推進していくため、職員の専門性の向上など取り組み体制を強

化し、生涯学習の体系的な推進を図ります。

　　○ 住民の自主的な活動グループ・団体の育成や活動を支援するとともに、相互の連携・

交流を促進します。

　　○ 生涯学習に係る指導者やボランティアの発掘・養成に努めるとともに、これらの有

効な活用を図ります。

　　○ 広報、ホームページの充実を図り、公民館事業など生涯学習に係る情報をきめ細か

く提供します。

（２）生涯学習活動の活性化　

　　○ 家庭・青少年・高齢者教育、国際・環境問題など、多様で専門性の高い学習機会の

提供に努めます。

　　○ 放課後子ども教室運営委員会の組織の活性化を促進し、土曜くまのっ子教室 ※ ２の

開催など、子どもを対象とした教室・講座の充実を図ります。

（３）生涯学習施設の整備・有効活用　　

　　○図書館機能の充実を図るため、資料・情報の収集と整理に努めます。 

　　○ 公民館等の老朽化に対応した施設改修や設備の更新を計画的に進め、機能の維持に

努めるとともに、３公民館の連絡調整を図ります。

　　○ 住民の主体的な参加による柔軟な管理など、住民が利用しやすい施設の運営方法に

ついて検討し、既存施設の有効利用を図ります。

具体的施策
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２　スポーツ・レクリエーションに親しめる環境づくり

（１）スポーツ振興体制の充実

　　○「スポーツ振興計画」を策定し、短・中長期的なスポーツ振興を図ります。

　　○ 熊野健康スポーツ振興会との連携を強化し、幼児から高齢者までの生涯スポーツの

振興を図り、体力づくり、健康づくりを推進します。

　　○ 体育協会、スポーツ少年団、地域体育推進協議会など各種団体の活動を支援し、競

技力の向上を推進するとともに、指導者の確保・資質の向上を図ります。

　　○ スポーツ教室、イベントの開催など、ホームページなどを通じてスポーツ・レクリ

エーションに関するきめ細かい情報を提供します。

（２）スポーツ・レクリエーション活動の活性化　

　　○ 熊野健康スポーツ振興会と連携し、スポーツを通じた健康づくり、体力づくりに努

めます。

　　○ 住民が手軽にスポーツに親しめるよう、各種スポーツ教室・講座を開催します。

　　○ 駅伝大会をはじめ、住民が参加しやすく、魅力あるスポーツ大会やハイキング等各

種イベントを開催します。

（３）総合型地域スポーツクラブ（筆の里スポーツクラブ）の育成と定着

　　○ 子どもから高齢者までの誰もが、体力、年齢、目的等に応じて親しむことができる

各種スポーツ教室、高壮年健康スポーツ教室等を開催します。

　　○若年層の会員の加入を促進し、スポーツクラブ活動の定着化を図ります。

（４）スポーツ・レクリエーション施設の整備・有効活用　　

　　○ 既存施設における指定管理者制度を維持し、適正な管理運営を促進するとともに、

施設の計画的な改修・設備の更新に努め、良好な利用環境を維持します。

　　○ 住民の手軽なレクリエーションの場として、くまのファミリー公園・冒険広場の活

用を促進します。

◆ 図書館、公民館における各種事業活動の充実

◆ 筆の里スポーツクラブの活動支援

主な取り組み
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政策目標４　住民が創造力を発揮できるまちとする

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

図書館の人口一人当たり貸出

冊数
8.1 冊 10 冊 11 冊

総合型地域スポーツクラブ（筆

の里スポーツクラブ）会員数
1,064 人 1,500 人 2,000 人

体育館等スポーツ施設の利用

者数
135,891 人 143,000 人 150,000 人

まちづくり指標
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　地域文化は、人の日常の活動やまちの在りようなどが歴史的に積み重ねられることに

よって、総合的に醸し出されるものであり、その土地固有のものです。

　本町には、筆の産地としての歴史と伝統に、住宅地としての性格が抱き合わせられる中

で、様々な地域文化が根付いています。

　本町の文化活動は、筆の里工房、町民会館、各公民館、図書館、郷土館などを拠点とし

て、各自主グループ活動、コンサート、文化講演会などが行われています。

　特に、筆の里工房では、筆文化を象徴し、先導する高いレベルの企画展が随時開催され

ています。著名な画家や書家が訪れるなど、住民が優れた芸術文化にふれることのできる

場、全国各地から訪れる人々との交流の場として、貴重な役割を担っています。

　また、全国書画展覧会、ありがとうの絵てがみ大賞などの特色ある文化活動や町民文化

祭などの文化イベントが開催され、こうした活動を通じた豊かな交流の場となるととも

に、まちの情報発信力を高める機会ともなっています。

　特に、筆については、これらのイベントの他、学校における伝統工芸士による筆づくり

体験指導や小学１年生からの書道科授業の実施など、筆の文化を未来につなぐ、特色ある

試みを実施しています。

　また、文化財マップの作成、筆の都案内人の育成等を行い、文化財の保護と継承に努め

ています。

　今後については、このような活動をさらに進めて、熊野らしい地域文化を創造し、まち

の個性と魅力をより高め、住民の一体感を増進していくため、地域文化の振興に向けた支

援体制の充実に努めていくことが必要です。

施策目標２　地域文化を継承し、発展させる

現況と課題

施策の方針

１ 　住民の自主的な地域文化活動を支援するとともに、優れた芸術文化にふれあう機会の

提供や特色ある文化イベントの開催などを通じて、特色ある地域文化の振興を支援しま

す。

２ 　筆を生かした文化活動の推進や歴史的雰囲気、身近な自然を生かした潤いのある地域

空間※１の整備を進めるとともに、文化財・伝統芸能・伝統行事の保存と継承を図り、

文化によるまちの魅力づくりを推進します。

※１　 地域空間：様々な要素から構成されるひとまとまりの

場所・拡がりのこと。
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政策目標４　住民が創造力を発揮できるまちとする

１　　特色ある地域文化の振興を支援する

（１）地域文化活動の支援

　　○ 住民の自主的な文化活動を支援するとともに、各種文化講座の開催等文化活動の場

と機会の提供に努めます。

　　○ 地域の文化団体・サークルの活動を支援するとともに、指導者の確保に努めます。

　　○コンサート、文化講演会など魅力ある文化イベントの開催を図ります。

（２）芸術文化の振興　

　　○ 住民が優れた芸術・文化に親しむことができるよう、音楽・演劇などの鑑賞機会の

堤供に努めるとともに、それらの提供方法及び住民への周知の充実を図ります。

　　○ 筆の里工房を拠点として、優れた企画展を開催し、住民がトップクラスの芸術や文

化人にふれる機会の提供に努めます。

（３）文化関連施設の整備・有効活用　　

　　○ 筆の里工房、町民会館、図書館、郷土館など、施設の性格を生かしたネットワーク

化を推進し、有効な活用を図ります。

２　文化によるまちの魅力づくりを進める

（１）筆を生かした文化活動の推進

　　○ 全国書画展覧会、ありがとうの絵てがみ大賞など、筆の里工房や文化施設を拠点と

して、筆を生かした全国レベルの文化イベントの充実を図り、筆のまちの魅力づく

りを推進します。

　　○ 学校における筆づくり体験活動や小学１年生からの書道科授業など、筆の文化を未

来につなぐ活動の充実を図ります。

（２）文化財等の保護と継承

　　○ 地域の歴史と文化を保護・継承し、情報を発信していく場として、郷土館の有効活

用を図ります。 

　　○ 有形無形の文化財については、環境の整備などにより、歴史と文化にふれる機会と

して有効活用を図ります。

　　○ 筆関連事業所が所有する書・絵画などについては、まちの貴重な財産・魅力として、

公開の場を設けるなど、多様な活用を促進します。

　　○まちの歴史と個性が輝く民謡・民話の伝承に努めます。

具体的施策
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◆ 魅力ある文化イベントの開催

◆ 筆を生かした文化活動の拡充

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

町民文化祭の参加グループ数 60 グループ 65 グループ 70 グループ

主な取り組み

まちづくり指標
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暮らしやすく、元気な「まち」を育む熊野基本目標２

　本町は、広島県による熊野団地開発を契機として、昭和 40 年代以降、民間による丘陵

地の住宅団地造成が行われましたが、全体では山林などの自然的土地利用が約９割を占め

ています。

　都市計画は、町全域が広島圏都市計画区域※１で、用途地域 ※ ２７種と特別工業地区 ※ ３

が指定されています。

　しかし、都市化の進展に伴い、市街化区域※４の土地の有効利用、市街化調整区域 ※ ５

の乱開発の懸念などの課題を抱えており、秩序ある土地利用の実現に向けて、その計画的

誘導を図ることが必要となっています。

　市街地は、町道出来中溝線、中溝萩原線沿いを中心とした古くからの市街地と、県道矢

野安浦線沿いから丘陵地にかけて、スプロール的な住宅地が形成されています。

　旧市街地においては、道路基盤が脆弱であり、改善を進めていくことが求められている

など、それぞれの特性に応じた市街地環境を整備していくことが必要です。

　地域構造をみると、１つの都市拠点と２つの生活拠点から構成されています。

　都市拠点は、公共施設が集積した役場周辺です。この都市拠点においては、町民会館や

図書館などの施設整備による機能集積が進み、まちの中心として、人々が集まる動機づく

りや空間としての魅力に磨きをかけ、機能を有効に発揮し、賑わいの場となるような拠点

づくりに取り組んでいくことが必要です。

　生活拠点は、公民館・地域健康センター等の配置から東西に２つの拠点が想定され、そ

の他の拠点として、観光・交流拠点があります。　

　これらの各拠点においては、機能集積や効果の発揮について検討し、その性格に応じた

整備を進め、拠点相互の連携を強化し、住みやすく利便性の高い地域構造としていくこと

が必要です。

政策目標１　暮らしの基盤が整ったまちとする

施策目標１　秩序あるまちを創る

現況と課題

※１　 広島圏都市計画区域：広島市、呉市、廿日市市、及び

大竹市の一部、府中町、海田町、熊野町及び坂町の全

域の都市計画区域で構成する広域的な都市計画の圏域。

※２　 用途地域：市街地における適正な土地利用を図るた

め、その目標に応じて 12 種類に分け、建築基準法と

連動して、建築物の用途、容積率、構造等に関し一定

の制限を加える制度のこと。

※３　 特別工業地区：特定の工業の利便増進を図り、又はそ

の利便の増進を図りつつこれと調和した住居等の環境

の保護を図るため、特定業種の工場等に係る用途制限

の強化及び緩和、並びに建築物の構造等の制限を行う

地区。

※４　 市街化区域：既に市街地を形成している区域及び概ね

10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

として都市計画法に基づき定める区域のこと。

※５　 市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域として、都

市計画法に基づき定める区域。この区域では、農林漁

業施設や一定規模以上の計画的開発を除き、開発行為

が制限される。
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施策の方針

１ 　土地利用を計画的に誘導し、都市的土地利用と自然的土地利用が調和した秩序ある土

地利用の実現を図ります。

２ 　市街地及び集落の実情に応じた整備を進め、安全で住みやすい環境の確保を図ります。

３ 　それぞれの拠点の性格と役割に応じた整備を進め、活発な都市活動や利便性の高い住

民生活の確保を図ります。

１　秩序ある土地利用を誘導する

（１）土地利用の計画的誘導

　　○ 「都市計画マスタープラン」及び「緑の基本計画」の見直しを行い、適正な土地利

用に向けた規制・誘導に努めます。

　　○「都市計画マスタープラン」等に基づいて、用途地域の見直しを検討します。

　　○ 土地の有効利用を促進するため、地籍調査の早期終了を図るとともに、土地情報総

合システムの有効活用に努めます。

（２）秩序ある土地利用の推進

　　○ 市街化区域内は、土地の高度利用、低・未利用地の有効活用を促進し、健全な市街

地の形成を図ります。

　　○ 市街化調整区域内については、自然的土地利用の保全を図るとともに、土地利用転

換を計画的に誘導するよう、規制等の適切な運用に努めます。

２　市街地・集落の特性に応じた整備を行う

（１）市街地の整備

　　○ 歴史的資源が点在する古くからの市街地については、地域資源を生かしたまちづく

りを進めます。

　　○計画的に開発された住宅団地の良好な環境の維持に努めます。

　　○ 道路整備に伴い、市街化の進行が予想される地区については、農地の段階的な土地

利用転換を誘導するとともに、宅地基盤を整備し、良好な市街地の形成を図ります。

（２）集落の整備

　　○ 田園集落については、優良農地の保全や耕作放棄地の解消に努めるとともに、営農

環境と調和した生活環境の整備を図ります。

具体的施策
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政策目標１　暮らしの基盤が整ったまちとする

３　魅力ある拠点を創り、機能をつなぐ

（１）中心拠点の賑わいづくり

　　○ 役場周辺地区（中溝～萩原の県道周辺）については、行政・保健・文化・経済など

各種機能の連携を図り、都市機能の強化に努めます。

　　○ 防災性の向上など、市街地環境の改善を進めるとともに、筆事業所や神社・仏閣等

の地域資源を生かした個性あるまち並みの形成を推進します。

（２）利便性の高い地域拠点づくり

　　○ 行政サービスの地域拠点機能の発揮に努めるとともに、拠点住民の多様な日常活動

の場となるよう、既存公共施設の有効活用を促進します。

　　○ 日常生活の拠点としての機能を発揮するよう、既存商業・業務機能の維持を促進し

ます。

（３）その他の拠点の整備

　　○ 「筆の里工房」から出来庭、中溝地区周辺一帯については、地域資源のネットワー

ク化など、観光交流基盤の整備を進め、回遊型観光地 ※ １への転換による魅力ある

観光・交流の場として形成します。

　　○ 軽工業が集積した深原地区への企業誘致の推進、深原地区町有地の整備による深原

地区流通団地の整備を通じて、これら周辺一帯を新産業拠点として形成します。

◆ 「都市計画マスタープラン」の見直し

◆ 深原地区流通団地の整備

※１　 回遊型観光地：点在する地域資源にテーマ性を持たせ

るなどして、魅力づけや結びつけを行い、各資源を回

遊することのできる観光地。

主な取り組み
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　本町の幹線道路は、県道矢野安浦線と瀬野呉線を中心に、県道呉平谷線と津江八本松線

及び主要町道、基幹農林道が交錯し、限られた路線に交通が集中する形態となっています。

　平成 17（2005）年度に調査された道路交通センサスによると、平日 12 時間交通量は、

県道矢野安浦線で 13,034 台、瀬野呉線では 11,898 台で、その交通量はかなり多いとい

えます。

　このような状況の中、平成２（1990）年の広島熊野道路の開通から、平成 20（2008）

年度末現在で県道矢野安浦線は、広島方面より川角交差点まで４車線化が実現しました。

　しかし、未だ町内の未改良区間においては慢性的な渋滞が発生しており、早期の改良、

バイパス整備が望まれています。

　現在事業が進められている熊野黒瀬トンネル（仮称）の開通に向けて、深原地区道路整

備事業や、呉地地区で県道瀬野呉線改良工事が進んでいますが、国や県の財政状況等によ

り、当初計画と比べ進捗が遅れています。

　また、東部地区の県道瀬野呉線バイパスの早期事業化はもとより、他の県道事業につい

ても、円滑な進捗や継続して事業が推進できるよう要望し、協力していくことが求められ

ています。

　あわせて体系的な道路ネットワーク形成が強化できるよう、県道を補完する主要町道等

については、地域の特性を考慮しながら、計画的な整備及び適正な維持管理を進めていく

ことも重要課題となっています。

施策目標２　道路の利便性を高める

現況と課題

施策の方針

１ 　県道矢野安浦線を中心とした県道の整備を促進し、慢性的な交通渋滞の解消、周辺地

域との円滑な交通の確保を図ります。

２ 　県道を補完する主要町道等の計画的な整備を進め、地区間の円滑な交通の確保を図り

ます。

１　主要幹線道路の整備を促進し、渋滞を緩和する

　県道の整備

　　○ 渋滞を解消し、交通の円滑化を図るため、県道矢野安浦線の熊野黒瀬トンネル（仮

称）の建設を促進します。

　　○県道瀬野呉線バイパス、呉平谷線の整備を促進します。

　　○都市計画道路の整備を促進します。

具体的施策
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政策目標１　暮らしの基盤が整ったまちとする

２　幹線道路を計画的に整備し、ネットワークの充実を図る

　主要な町道の改良・整備

　　○ 町道深原公園線・出来庭川角中央線・呉出来線・稲垣線・城之堀線・新萩線・藪太

央線・鞘ノ河内線の改良など、主要な町道の計画的な改良・整備を進めます。

◆ 県道矢野安浦線の熊野黒瀬トンネル（仮称）の建設促進

◆ 主要町道の計画的な整備

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

整備対象とする主要町道の整

備率（％）
8.7% 19.1% 22.6%

主な取り組み

まちづくり指標
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　本町には、平成 22（2010）年３月末現在、77 戸の町営住宅と、697 戸の県営住宅、

このほかに町営のコーポラス住宅※１が 40 戸あります。町営住宅については、老朽化に

対応した修繕を進めていますが、今後は老朽住宅の廃止について検討していくことが必要

となっています。

　公園は 38 か所、面積約 8.0ha が整備されています。このうち都市公園 ※ ２は８か所、

面積約 6.2ha で、公園種別としては、街区公園 ※ ３が６か所、地区公園 ※ ４が１か所、都

市緑地※５が１か所となっています。人口１人当たり公園面積は 3.1 ㎡で、広島県内町平

均に比べると整備水準は低いといえます。特に、既成市街地などでの公園が少なく、住民

ニーズに合わせた整備を進めていくとともに、既設公園の適正な維持管理に努めていくこ

とが必要です。

　上水道事業は、平成 22（2010）年３月末現在で、給水区域内人口に対する普及率が

88.3％となっており、普及率向上のため、配水管整備を進めています。また、本町は水源

に乏しいことから、上水道のすべてを広島県広島用水供給事業から受水して供給していま

す。

　今後も効率的経営を基本に、未給水地区の解消に努めるとともに、安定した水道の供給

を継続していくことが必要です。

　熊野町の汚水処理は、太田川流域下水道瀬野川処理区の公共下水道及び浄化槽で、平成

22（2010）年３月末現在、浄化槽を含む普及率は 93.0％で、広島県内町平均を上回って

います。今後は、限られた財源を有効に活用した効果的・効率的な工法で整備を進めると

ともに、未水洗化世帯に対する下水道の接続促進、下水道普及率の上昇に伴う下水道施設

の維持管理、老朽化への対応が必要です。

　し尿は、安芸地区衛生施設管理組合（一部事務組合）で共同処理し、平成 21（2009）

年３月末現在、処理人口は 1,958 人で、総人口に占めるし尿処理実施率は 7.6％です。

　通信環境については、町内全域が地上デジタル放送 ※ ６受信可能な地域であり、また携

帯電話通信エリアです。インターネット接続サービスは、ＩＳＤＮ ※ ７、ＡＤＳＬ ※ ８、光ファ

施策目標３　生活基盤を整える

現況と課題

※１　 コーポラス住宅：鉄筋コンクリートづくりの共同住宅。

※２　 都市公園：地方自治体が都市計画区域内に設置した都

市公園法に定められる公園または緑地。

※３　 街区公園：都市公園のうち、主として街区内に居住す

る者の利用に供することを目的とする公園で 1 箇所当

たり面積 0.25ha を標準として配置する。

※４　 地区公園：都市公園のうち、 主として徒歩圏内に居住

する者の利用に供する事を目的とする公園で１箇所当

たり面積 4ha を標準として配置する。

※５　 都市緑地：主として都市の自然的環境の保全並びに改

善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地

※６　 地上デジタル放送：映像や音声をデジタル（状態を示

す量を数値化して処理（取得、蓄積、加工、伝送など）

を行う方式）情報に変換し、地上にある放送局から送

信する放送方式。

※７　 ＩＳＤＮ：Integrated Services Digital Network （総合サー

ビスデジタル通信）の略。1 本の電話回線で、通常の

音声通信、ファクシミリ、データ通信を統合して扱う

技術のこと。

※８　 ＡＤＳＬ：Asymmetric Digital Subscriber Line（非対称デ

ジタル加入者回線）の略。既存の電話回線を使ってイ

ンターネットへ接続する技術のこと。
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政策目標１　暮らしの基盤が整ったまちとする

イバー※１が接続可能で、利用環境は整っています。

　また、公共施設のバリアフリー化については、維持修繕工事に併せ、順次実施中で、新

規施設には、ユニバーサルデザイン※２を採用しています。

　今後は、バリアフリー化とともに、限られた財源の中での耐震化や長寿命化など施設の

適正な維持管理を検討し、有効に活用していくことが必要です。

※１　 光ファイバー：電気信号を光に変えて情報を伝達する

ケーブル。電磁波の影響を受けず、大容量のデータを

長距離伝送できるのが特徴。

※２　 ユニバーサルデザイン：文化・言語 ・国籍の違い、老

若男女といった差異、障害・能力の如何を問わず、す

べての人が利用することができるよう施設・製品を設

計すること。

※３　リニューアル：新しくすること。

施策の方針

１ 　町営住宅の再編、リニューアル※３の計画的な推進、民間による住宅・宅地の供給を

促し、定住基盤の強化を図ります。

２ 　都市公園の計画的整備、特色ある公園づくりや緑化を推進し、快適で潤いのある環境

の確保を図ります。

３ 　上水道の未給水区域の解消、計画的な公共下水道事業を進めていくとともに、事業経

営の健全化を図り、快適な生活環境の確保に努めます。

４ 　情報通信基盤の有効活用や地域情報化の支援、行政サービスの情報化を進め、情報化

に対応した地域情報社会の確立を図ります。

５ 　ユニバーサルデザインの考え方に基づいた人にやさしい施設づくりを進めるととも

に、既存施設の有効利用と機能の維持を図り、長寿命化を推進します。

１　暮らしやすい住宅を提供する

（１）…町営住宅の整備

　　○ 町営住宅については、適正な維持管理に努めるとともに、安全な環境の確保に向け

た改修を計画的に行います。

（２）民間による良質な住宅・宅地の供給促進

　　○良質な宅地の供給を図るため、民間による住宅地の開発を適切に誘導します。

　　○市街地における住環境の整備を推進し、良質な民間住宅の建設を促進します。

（３）安全で人にやさしい住宅づくりの推進

　　○ 民間木造住宅の耐震性の改善など、安全な住宅づくりについて意識啓発に努めると

ともに、補助制度の活用を促進します。

具体的施策
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　　○ 高齢者、障害者が住みやすい住宅づくりを進めていくため、バリアフリー化に向け

た各種制度の普及・活用、相談の充実に努めます。

　　○太陽光発電システム※１の設置など、省資源対応型住宅の建設を支援します。

２　公園緑地を整備し、身近な環境を快適にする

（１）都市公園の整備

　　○「緑の基本計画」を見直し、都市公園を計画的に整備します。

　　○ 水路・枡、植栽など公園の適正な維持管理に努めるとともに、身近な公園の住民参

加による管理を促進します。

　　○ 遊具による事故の未然防止を図るため、公園遊具の安全点検を行い、危険度の高い

ものから計画的に修繕します。

（２）特色ある公園づくり

　　○広域的な休養・交流の場として活用できるような公園の整備を検討します。

　　○ 地域の特性に応じて、ポケットパーク※２など、生活に身近な場における公園の整

備を推進します。

　　○水辺や歴史的資源などを有効に活用した公園の整備を推進します。

（３）緑化の推進

　　○住民の緑化意識の普及・啓発を図るとともに、関係団体の育成、活動支援に努めます。

　　○ 公共施設周辺や住宅・事業所における緑化を推進し、緑豊かな市街地や集落の形成

を図ります。

３　上下水道の整備を進め、健全に経営する

（１）水道の整備

　　○水資源の安定確保

　　　・ 広島県広島水道用水供給事業による安定給水を維持するとともに、給水経費の低

廉化を働きかけます。

　　　・水資源を有効に活用していくため、住民の節水意識の普及に努めます。

　　○水道の普及

　　　・ 未給水地区の解消を推進するとともに、水道事業への住宅団地の施設統合を計画

的に進めます。

　　○維持管理の充実

　　　・ 水を安定的に供給していくため、老朽管の更新など維持補修を計画的に進めると

ともに、施設の耐震性の向上を図ります。

※１　 太陽光発電システム：屋根などに太陽電池のパネルを

設置して太陽の光を直接電力に変換して利用するシス

テム。

※２　 ポケットパーク：住宅地、市街地内の小空間を利用し

て作られた小さな公園などの公共スペースのこと。
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政策目標１　暮らしの基盤が整ったまちとする

　　　・適切な維持管理のため、健全な経営に努めます。

（２）下水道の整備

　　○下水道整備の推進

　　　・「下水道整備計画」に基づいて、事業の計画的な進捗を図ります。

　　　・未水洗化世帯における下水道接続を促進します。

　　　・ 下水道の整備区域外の地区については、小型浄化槽 ※ １の設置を支援します。

　　○維持管理の充実

　　　・ 下水道施設の適正な維持管理に努めるとともに、地震等災害時における対策の充

実を図ります。

　　　・適切な維持管理のため、健全な経営に努めます。

　　○し尿処理の適正処理

　　　・し尿については、安芸地区衛生施設管理組合に委託し、適正な処理を行います。

４　地域の情報化を推進する

（１）情報インフラの利用促進

　　○ 町内ブロードバンド環境※２の整備を踏まえ、住民の利用を促進し、情報が豊かな

地域社会を形成します。

（２）地域情報化の支援

　　○ パソコンの活用の普及など、学校教育や生涯教育における情報教育の充実を図りま

す。

　　○ ＩＴ社会に対応した産業の活性化を図るよう、インターネットを活用した情報の受

発信など、産業の情報化を促進します。

（３）行政の情報化の推進

　　○ 地域イントラネットの適正な維持管理に努めるとともに、図書館ネットワーク、生

涯学習・スポーツなど生活情報提供システムの充実を図ります。

　　○ ＯＡ化、行政文書の電子化などを進め、業務の効率化を図るとともに、情報システ

ムのセキュリティ※３の確保に努めます。

５　公共施設を使いやすく、長持ちさせる

（１）公共施設を有効に活用する

　　○公共施設の統合整備を検討するとともに、維持管理の充実に努めます。

※１　 小型浄化槽：し尿と生活雑排水を併せて処理できる一

般家庭浄化槽のこと。

※２　 ブロードバンド環境：高速な通信回線のことで、一般

的に光ファイバーや ADSL 等による接続環境をいう。

※３　 セキュリティ：安全、保安。
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（２）施設のバリアフリー化の推進

　　○ 公共施設、公園などのバリアフリー化を計画的に進めるとともに、住宅や民間建築

物のバリアフリー化を促進します。

　　○ 幹線道路、主要生活道路及び通学路などにおける歩道の設置、段差・勾配等の改良

を進め、安全で快適な歩行者空間の整備を図ります。

（３）施設の耐震化・長寿命化の推進

　　○公共施設については、必要に応じて耐震調査を実施し、逐次、耐震化を進めます。

　　○ 公共施設の長寿命化を図るため、施設の利用方針を検討しながら、効率的かつ計画

的な維持補修・改修を行います。

◆ 「緑の基本計画」の見直し

◆ 水道事業への住宅団地の施設統合

◆ 計画的な下水道事業の推進

◆ 公共施設の耐震化の推進

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

町内公園数 37 箇所 39 箇所 41 箇所

上水道普及率 88.3% 90.3% 93.3%

下水道整備率 75.9% 98% 100%

主な取り組み

まちづくり指標
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政策目標１　暮らしの基盤が整ったまちとする

　本町は、昭和 40 年代からの住宅団地を受け皿として、人口が増加してきましたが、経

済状況、少子化などから、住宅団地開発は、当面見込めない状況となっています。

　こうした中、中心市街地や成熟化した団地では、人口の空洞化や高齢化が進行しており、

その活性化が大きな課題となっています。

　また、本町の持続的発展のためには、現在、住んでいる住民の町外への流出を抑制し、

その一方で、子育て世代などの流入を促進し、人口の維持・増加を図っていくことが求め

られています。

　そのため、広島市、呉市及び東広島市の３つの都市の中央部に位置する本町の立地条件

や身近に存する豊かな自然、充実した公共施設などのポテンシャル ※ １を生かしながら、

子育て支援や教育の充実、雇用開発、市街地環境の改善、賑わいの創出、住宅資産の有効

活用、道路等基盤整備などを総合的に進め、その効果によって定住を推進していくことが

必要となります。

　空洞化や高齢化が進行している市街地中心部については、市街地環境の改善や賑わいの

創出などによるまちなか居住※２の魅力の向上、住宅団地については、その資産を活用し

た活性化に向けた取り組みの強化など、地域ごとの定住支援の仕組みを構築していくこと

が大切です。

　また、本町の暮らしの魅力の情報発信など、定住支援に向けた個別の施策についても、

取り組んでいくことが求められます。

施策目標４  定住を支援する

現況と課題

※１　 ポテンシャル：潜在的な能力。 ※２　 まちなか居住：地域社会の活力の低下、商店街の衰退

などに歯止めをかけるよう、まち（市街地）の中心部

へ居住すること。

施策の方針

１ 　地域における暮らしの魅力の発信や受け皿の確保など、定住を支援する仕組みを創設

し、定住を促進します。

２ 　市街地の住みやすさの向上によるまちなか居住や若年世帯の団地への流入などによる

活性化を促進し、地域の特性を生かした多様な居住を推進します。
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※１　 ホームページ：インターネットを通してそれぞれの情

報発信者が提示する画面。

※２　 ＵＪＩターン：U ターンは出身地に戻る形態、J ターン

は出身地の近くの地方都市に移住する形態、I ターンは

出身地以外の地方へ移住する形態を指す。

１　若年層や町外からの定住を支援する

（１）…定住に関する情報提供・相談の充実

　　○ ホームページ※１等を利用し、熊野町の暮らしについての情報を提供し、子育て世

代のＵＪＩターン※２を促進します。

　　○ 住宅・就業など定住に係る事柄についての相談体制や就業情報の提供、相談・支援

の充実を図ります。

（２）定住支援制度の検討

　　○ 子育て・住宅・就業・生活環境などの各場面において、定住を支援する制度の創設

に向けて検討します。

２　まちの特性を生かした多様な居住を支援する

（１）地域資源の活用 

　　○定住・交流人口の拡大に向けて、地域資源の総合的活用を検討します。

（２）まちなか居住の推進 

　　○ 市街地環境の改善や地域資源を生かした個性あるまちづくりを推進し、住みよさや

魅力の向上を図ります。

（３）団地の活性化 

　　○住宅団地の居住実態を調査し、諸問題の把握とその適切な対応について検討します。

具体的施策

◆ ホームページを活用した定住情報の提供

◆ 定住支援制度の検討

主な取り組み
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政策目標２　日常生活を快適に暮らせるまちとする

　生活道路は、住民が日常的に利用する道路として、また、災害時等の避難路としてなど

多様な機能を担っています。

　本町の生活道路は、住宅団地等を除いて旧市街地を中心に狭あいな道路が数多く存在し

ており、地形的に家屋が密集した地域も多いことから、道路の拡幅などの整備が非常に困

難な状況にあります。

　しかしながら、交通事故や火災など災害時における安全対策や緊急車両の進入可能区域

の拡大に向けて、地域の実情に応じた生活道路の整備を今後も進めていくことが必要で

す。また、現在の道路機能を低下させないような適切な維持管理を継続していくことも必

要です。

　歩道についても、幹線道路や住宅団地の一部を除いて未整備の区間が多く、また、歩道

設置箇所においても幅員の狭い箇所や段差の生じている箇所、舗装等老朽化の進行してい

る箇所などがあります。さらには、道路構造物※１の経年劣化による危険性も増加してい

く状況にあります。歩行者の安全性を確保していくためには、道路と同様に適切な維持管

理を継続していく必要があります。

　とりわけ、旧市街地では、歩道がほとんど未整備で、交通量の増加に応じて、歩行の危

険性が増大しています。

　特にこれからは、高齢社会がより進行していく中で、安全な道路環境づくりは、重要な

課題であり、誰もが安心して利用できる道路環境の整備を計画的に進めていくことが必要

です。

政策目標２　日常生活を快適に暮らせるまちとする

施策目標１　快適に移動できる環境を整える

現況と課題

※１　 道路構造物：切土や盛土等の土構造物、路盤、暗渠、橋、

隧道（トンネル）、洞門、防護壁や防石ネット、保安装

置など、道路に関する一切の構造物。

施策の方針

１ 　生活道路の新設・改良等の計画的な整備や道路の適切な維持管理を進め、身近な生活

の安全性や利便性の向上を図ります。

２ 　歩道の新設・拡幅や段差の解消、適切な維持管理を計画的に進め、安全で快適な道路

環境の確保を図ります。
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◆ 生活道路の計画的な整備

◆ 歩道の計画的な整備

主な取り組み

１　生活道路を計画的に整備し、利便性を高める

（１）生活道路の新設・改良等の整備

　　○ 町道藪太央線、城之堀線の改良など、生活道路の新設・改良・狭あい箇所の拡幅、

交差点改良、舗装など生活道路の計画的な整備を進めます。

（２）潤いのある道路空間の整備

　　○ コミュニティ道路※１や散策道など、地域の実情や資源を生かした潤いのある道路

の整備を推進します。

　　○植樹・花壇の設置など、住民参加による快適な道路空間の形成を推進します。

（３）交通事故防止のための安全対策の充実

　　○ 交通安全施設の適正な設置や交通規制の導入の検討など交通事故防止のための安全

対策の充実を図ります。

（４）道路管理の充実

　　○ 道路パトロールなどを強化するとともに、道路・橋りょうなどの計画的な維持補修

や道路管理の充実を図ります。 

　　○道路清掃や美化活動など、地域住民の参加による道路管理を推進します。

２　安全で快適な歩行者空間を計画的に整備する

（１）歩道の新設・拡幅等の整備…

　　○ 歩道の新設・拡幅、段差の解消、点字ブロックの設置など、安全で人にやさしい歩

行者空間の整備を推進し、主要公共施設や商店街などを連絡する歩行者ネットワー

クの形成を図ります。

　　○児童・生徒の安全な通学を確保するため、通学路の安全対策を充実します。

（２）歩行者の安全対策の強化 

　　○カーブミラー、ガードレールなど交通安全施設の整備を進めます。

　　○歩道の計画的な維持補修の実施に努めます。

具体的施策

※１　 コミュニティ道路：住宅地や商店街の生活道路におい

て、歩行者の安全性や快適性を重視した構造の道路づ

くりに対する通称名。
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政策目標２　日常生活を快適に暮らせるまちとする

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

町道における車道の

改良箇所数
１箇所 ６箇所 12 箇所

町道における歩道整備延長 8,959m 9,510m 9,910m

まちづくり指標
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　本町の公共交通は、バス交通に依存しています。

　バス交通については、平成 18（2006）年、既存の広電熊野営業所乗客待合室の改築や、

バス利用者のための駐輪場の整備などを行い、また同営業所に呉市営バスの乗り入れが始

まり、利便性が向上しました。

　現在、バス便は、広島電鉄㈱の広島市中心部への直行便や向洋駅経由の便、矢野駅への

便、阿戸学校への便、また、呉市営の呉駅前への便などの路線バスが広電熊野営業所を中

心として運行されています。

　しかし、バス利用者の減少などを要因として、一部路線の廃止や減便が行われ、高齢化

と相まって、バス利用の利便性の低下が住民に意識されている状況があります。

　本町では、生活路線維持のため、補助金を交付するなど、バス路線の維持・確保に向け

た取り組みを行っています。

　今後、利用者の減少が加速すれば、更なる不採算路線の廃止や減便も予想されることか

ら、住民の利用を促進するなど、路線の維持・確保に向けての取り組みを強化していくこ

とが必要です。

　近年、全国各地でバス路線が廃止・減便されることに伴い、高齢者など交通弱者の交通

の便を確保するため、生活交通※１への取り組みが実施されています。

　高齢化が進行する中、本町においても、生活交通への取り組みに対する要望が高まって

おり、路線バスと共存し、本町の特性に応じた利便性と効率性を併せ持つ生活交通の検討

を行っていくことが必要となっています。

施策目標２　公共交通を便利にする

現況と課題

※１　 生活交通：通勤や通学、通院、買い物など、日常生活

を営む上で必要不可欠な交通手段のこと。

施策の方針

１ 　バス路線の維持・運行頻度の向上に向けたバス事業者への働きかけ、生活交通との連

携を検討します。

１　路線バスを維持し、利便性を高める

（１）路線の維持、運行頻度の向上促進

　　○ 住民の生活の利便性を確保していくため、運行補助金の交付などにより、路線の維

持に努めるとともに、運行頻度の向上をバス事業者に働きかけます。

具体的施策
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政策目標２　日常生活を快適に暮らせるまちとする

　　○ バス事業者と連携し、生活交通と連携した効率的で利便性の高いバス路線網の構築

について検討します。

（２）利用の促進

　　○通勤・通学、買物など日常生活における住民のバスの積極的な利用を促進します。

　　○バス利用の促進のため、パークアンドバスライド ※ １の整備等を検討します。

２　地域の実情に応じた生活交通体系を検討する

　生活交通計画の検討

　　○ 利便性の高い生活交通ネットワークを形成していくため、社会実験を含めた「生活

交通計画」の策定を検討します。

◆ 「生活交通計画」の策定

※１　 パークアンドバスライド：自家用車とバスを組み合わ

せたもので、自家用車で出発し、途中でバスに乗り換

えて目的地まで移動する方式のこと。

主な取り組み
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　本町は、町の北東から南西にかけては原山、洞所山、城山、金ヶ燈篭山などの 500 ～

700 ｍの山々、南部は石岳山などの 400 ～ 500 ｍの山々が連なっています。

　また、盆地の中央を熊野川、二河川、平谷川の３本の二級河川が流れるなど、現在も身

近な自然資源に恵まれています。

　しかし、スプロール的な宅地化、幹線道路沿いの景観の変化、河川の親しみやすさの低

下、休耕田の増加など、地域の景観に影響を及ぼしている事象も生じ、落ち着きのある本

町の景観が次第に失われつつあるのが実情です。

　本町は、広島県の「ふるさと広島の保全と景観の創造に関する条例」で、大規模行為届

出対象地に指定されていますが、町独自の景観形成の保全と創造への取り組みは、自然保

護の啓発などにとどまり、景観づくりの方針を定める「景観計画」の策定はこれからの課

題となっています。

　美しい景観は、住んでいる人に安らぎや潤いをもたらすとともに、訪れる人を魅了し、

感銘を与え、地域の存在感を高め、定住と交流を促進する原動力となることが期待されま

す。

　現在、地域美化推進のため、河川を中心とする町内一斉清掃や、護岸などへの花の植栽

が住民により行われています。こうした実績を踏まえつつ、本町の特性を生かしながら、

住民とともに「筆の都」にふさわしい美しい景観づくりを進め、自然と調和した魅力的な

まちとしていくことが必要です。

施策目標３　美しい景観を創出し、維持する

現況と課題

施策の方針

１ 　景観についての意識の普及啓発を図るとともに、「景観計画」を策定し、景観形成に

向けた総合的な取り組みを強化します。

２ 　地域の特性を生かした景観の保全と創造を進め、個性と潤いのある美しいまちの実現

を図ります。

１　景観づくりの方針をつくる

（１）景観についての啓発

　　○ 地域が一体となって美しい景観づくりを進めていくため、景観についての啓発活動

を推進します。

具体的施策
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政策目標２　日常生活を快適に暮らせるまちとする

（２）景観計画の策定

　　○ 良好な景観の形成を進めていくため、その指針となる「景観計画」の策定を検討し

ます。

２　心和む景観を保全し、創造する

（１）住民参加の景観づくり

　　○住民参加の清掃美化活動や花いっぱい運動など住民の主体的な活動を促進します。

　　○ 景観まちづくりコンテストの開催や景観サポート団体 ※ １の組織化など、住民参加

による景観づくりを推進します。

（２）歴史的資源の保全と活用

　　○ 町内に点在する歴史的資源を保全するとともに、これらと調和したまちづくりを推

進します。

（３）自然環境の保全と創造

　　○ 森林の適正な管理を推進するとともに、農地の保全、神社・仏閣の緑の保全を推進

し、緑豊かな自然景観や田園集落景観の保全・創造を図ります。

　　○河川については、水と緑に親しめる河川環境の整備を推進します。

（４）美しいまちづくりの推進

　　○ 中心拠点や生活拠点については、シンボル性や快適性に富んだ魅力ある地域空間の

形成に努めます。

　　○ 学校、公園など公有地の緑化や住宅・事業所など民有地の緑化を促進し、緑豊かな

まち並みの形成を図ります。

　　○ 幹線道路沿いについては、屋外広告物の秩序ある設置を誘導するとともに、街路樹

の確保など潤いのある道路空間の形成を促進します。　　　　　　　　

　　○統一した色やデザインによる案内板・標識を整備し、効果的に配置します。

※１　 景観サポート団体：景観まちづくり活動を行っている

住民団体やグループのこと。

◆ 「景観計画」の策定

主な取り組み
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　平成 21（2009）年、本町の刑法犯罪の認知件数は 184 件、犯罪種別では、窃盗犯が

76.1％、その他 14.1％、粗暴犯 6.0％などです。件数は、近年、減少傾向を示し 140 件

から 190 件程度で推移しています。

　本町は、町内のパトロールを強化するとともに、町内７つの自主防犯ボランティア組織

との連携により小学生の下校時の見守り活動などの防犯対策を実施しています。

　防犯に対する住民の意識は高まっており、住民意識調査においても、防犯対策は交通安

全対策とともに、重要度が上位にランクされています。

　振り込め詐欺など、時代の変化に応じた新しい犯罪が登場しており、住民の防犯意識を

より一層高めていくなど、警察・行政・地域が一体となって、犯罪を防ぐための取り組み

を強化していくことが必要です。

　また、最近 10 年間の交通事故発生件数は、年間 110 件から 160 件、負傷者について

も 140 人から 200 人の間で推移しています。平成 21（2009）年は、事故件数 140 件、

負傷者は 179 人となっており、65 歳以上の高齢者が関係した事故が全体の２割を占めて

います。類型別では、車両相互が８割以上と事故のほとんどを占めています。

　本町では、「第８次熊野町交通安全計画」を策定し、小中学校の児童生徒を対象とした

交通安全教室や高齢者を対象としたシルバー交通教室などを実施し、住民の交通安全思想

の普及啓発や交通安全教育を行っています。

　今後とも、その取り組みをより強化していくとともに、本町の特性に応じた交通環境の

整備を進めていくことが必要です。

　また、近年、消費生活が多様化している中で、悪質商法、訪問販売などの取引で問題が

発生するケースがみられ、特に高齢者が巻き込まれやすい状況があります。

　本町では、平成 21（2009）年 10 月、消費相談窓口を開設し、こうした事態に対応す

る体制を整えましたが、今後とも、消費者の意識啓発や適切な情報の提供に取り組むとと

もに、相談機能を充実し、消費者保護の強化を進めていくことが必要です。

政策目標３　安全に安心して暮らせるまちとする

施策目標１　犯罪や交通事故から住民を守る

現況と課題
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政策目標３　安全に安心して暮らせるまちとする

施策の方針

１ 　防犯についての啓発の充実や地域が一体となった防犯活動を推進し、地域における防

犯力の強化を図ります。

２ 　交通安全についての啓発の充実、交通安全施設の整備など、交通安全対策を強化しま

す。

３ 　消費生活についての意識啓発や消費生活相談の充実などにより、消費者保護の強化を

図ります。

１　地域や住民が主体となり、防犯力を強化する

（１）啓発の充実

　　○ 広報など、あらゆる機会を通じた啓発活動を行い、住民の防犯意識の高揚を図りま

す。

（２）地域防犯活動の支援　

　　○ 地域・行政・警察との連携を強化するとともに、住民の自主防犯組織に対する支援

を行います。

　　○ 学校登下校時におけるボランティアによる見守り活動や子ども 110 番の家の登録

など、児童生徒の安全を守る地域活動を支援します。

　　○青少年健全育成活動を推進し、青少年の犯罪防止に努めます。

（３）防犯環境の整備　　

　　○夜間の犯罪や事故の発生を防止するため、防犯灯の設置を支援します。 

　　○各家庭（会社）の玄関灯や門灯を点灯する１戸１灯運動を推進します。

２　交通の安全確保を総合的に進める

（１）交通安全意識の高揚

　　○交通ルールの遵守、マナーの向上に向けた、啓発活動の充実に努めます。

　　○ 子どもから高齢者までの各世代に対応した交通安全教室の開催など、交通安全教育

の充実を図ります。

　　○ 住民参加の交通安全運動を推進するとともに、交通安全に関する団体活動を支援し

ます。

（２）交通安全環境の整備

　　○ 歩行者の安全確保や交差点における安全対策のため、歩道の整備・改良を促進する

とともに交通安全施設の効果的な設置を推進します。

具体的施策
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３　消費者保護を強化する

（１）啓発の充実

　　○ 消費者被害を未然に防止するため、関係機関・団体と連携し、啓発活動の充実を図

ります。

（２）消費者保護の充実　

　　○ 消費生活の安全を確保し、被害を未然に防止するよう、必要な情報の迅速な提供に

努めます。

　　○ 安全で豊かな消費生活を確保し、消費者の権利を擁護していくため、消費者教育の

充実を図るとともに、消費者団体の活動を支援します。

　　○ 消費者の苦情・相談に的確に対応し、消費者トラブルの発生を防止するとともに、

円滑に解決するよう、消費生活相談員を配置し、消費生活相談体制の充実を図りま

す。

◆ 防犯灯の設置

◆ 交通安全施設の整備

◆ 消費者相談体制の充実

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

防犯灯設置基数 1,844 箇所 1,900 箇所 2,000 箇所

主な取り組み

まちづくり指標
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政策目標３　安全に安心して暮らせるまちとする

　世界各地で地震や風水害が発生し、我が国においても、南海地震など大規模地震の発生

が予想されるなど、災害に対する不安が高まっており、万一の発生に向けた備えが重要と

なっています。

　町内には、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇

所などの危険個所があります。

　治山事業や堰堤、河川護岸の補修、ため池の改修、急傾斜地崩壊対策事業に取り組んで

いますが、整備地域が限定されており、今後とも、未整備箇所・危険個所の計画的な整備

など、自然災害対策を計画的に進めていくことが必要です。

　平成 20（2008）年３月、「地域防災計画」を見直し、地域防災体制の強化を進めてい

ますが、災害対応に係る初動体制の明確化、総合防災訓練の実施、住民相互の協力体制の

確立など、災害応急時の適切な対応の充実に取り組んでいくことが必要です。

　自主防災組織については、平成 22（2010）年時点で、５つの団体が組織されています

が、昨今では、実質的な活動が伴っていない状況です。大規模災害に対応するためには、

自助・共助・公助の連携が極めて重要であり、町としては、自主防災組織育成研修会を開

催するなど組織整備に取り組んでいます。

　今後は、すでに組織されている団体の活動を活性化するとともに、住民の理解と協力の

もと、早急に町内全ての地区に自主防災組織の立ち上げを図ることが必要です。

　また、火災発生件数は、最近 10 年間は年間 10 件から 20 件前後、救急出場件数は、

年間 800 件前後で推移しています。

　消防は、広島市安芸消防署管内で、熊野出張所が立地しています。

　平成 19（2007）年４月から、海田地区消防組合での運営から広島市消防局へ事務委託

したことによる消防力や迅速な救急・救助体制の強化により住民の安心感を高めています

が、今後とも、防火意識の高揚を図っていくことが必要です。

　また、消防団は 10 分団で構成され、団員は定員を確保しています。今後は、消防装備

の維持管理や地域における消防団活動の充実に取り組んでいくことが必要です。

施策目標２　災害から住民や地域を守る

現況と課題
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施策の方針

１ 　河川・山地災害を阻止するための対策事業の計画的な実施や災害に強い市街地の形成

など、災害に強いまちづくりを進めます。

２ 　防災についての意識啓発、自主防災組織の組織化・育成等による防災体制の整備、「地

域防災計画」に基づいた災害応急体制の充実など災害時に素早く対応できる体制の整備

を図ります。

３ 　防火意識の高揚、消防団活動や消防装備の充実等を進めていくとともに、大規模消防

体制を維持し、消防力、救急・救助体制の充実を推進します。

１　災害に強いまちづくりを進め、災害を未然に防止する

（１）自然災害対策の充実

　　○ 普通河川の改修を促進するとともに、老朽ため池の改修を進めます。

　　○ 土砂災害の防止を図るため、山林の適正な管理や治山事業の実施、砂防河川の整備

を促進します。

　　○ 急傾斜地崩壊対策事業の計画的な実施を推進し、がけ崩れの発生を防止します。

（２）防災まちづくりの推進

　　○ 建物が密集し、防災上の不安が高い古くからの市街地では、公共空地の確保など、

防災性の向上を推進します。

　　○民間木造住宅の耐震化を促進していくため、耐震診断に係る費用を支援します。

２　災害時に素早く対応できる体制を整備する

（１）防災意識の高揚

　　○ 広報、講演会などあらゆる機会を通じて災害に対する意識啓発に努め、防災意識の

高揚を図ります。

　　○ 防災についての適切な情報を提供し、危険性の周知を図るため、ハザードマップ ※ １ 

を作成し、配布します。

（２）防災体制の整備

　　○ 地域における防災体制を強化していくため、住民による自主防災組織の設立・運営

を支援します。

　　○ 緊急時において、的確な対応がとれるよう、地域、行政、消防署、消防団、警察な

ど関係機関・団体が連携した住民参加の防災訓練を実施します。

具体的施策

※１　 ハザードマップ：地震や洪水などの自然災害による被

害を予測し、災害の発生地点、被害の拡大範囲及び被

害程度、さらには避難経路、避難場所などの情報を地

図上に示したもの。
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政策目標３　安全に安心して暮らせるまちとする

（３）災害応急体制の整備

　　○ 緊急時における情報収集・連絡体制の充実を図るため、老朽化した防災行政無線の

改修を進めます。

　　○ 高齢者・障害者などのひとり暮らしやふたり暮らしなどに配慮した緊急通報機器の

設置等、緊急時の連絡・避難体制の確立を図ります。

　　○ 安全な避難場所、避難路の計画的な整備を推進するとともに、住民への周知徹底に

努めます。

　　○ 「地域防災計画」に基づいて食料品、飲料水、毛布等の備蓄、緊急時における車両

や通信の確保に努めます。

３　火災予防体制・消防力を強化する

（１）防火意識の高揚

　　○ 防火意識の高揚を図るよう、火災についての正しい知識の普及など、啓発活動の充

実を推進します。

（２）予防体制の強化

　　○ 住宅用火災報知機※１の設置を促進するなど、家庭における火災予防を推進します。

　　○地域や事業所における自衛消防組織の育成などの活動を支援します。

（３）消防力の強化

　　○広域消防体制を維持し、地域における消防力の強化を促進します。

　　○ 防火水槽、消火栓など消防水利施設や資機材の維持管理に努めるとともに、計画的

な整備を図ります。

　　○ 地域における消防力を維持・強化するため、消防団員の定数維持に努めるとともに、

訓練による技能の向上や装備の充実を図ります。

※１　 住宅用火災報知機：住宅における火災の発生を未然に

又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備で、平

成 23 年６月１日までに設置が義務づけられている。

主な取り組み

◆ 急傾斜地崩壊対策事業の計画的な実施

◆ 自主防災組織の設立・運営の支援
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まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

急傾斜地整備率 13% 18% 22%

自主防災組織における活動組

織数
０件 ５件 10 件
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政策目標４　地球環境に調和したまちとする

　森林は、木材の供給源であるばかりではなく、国土保全や景観形成、そして、二酸化炭

素を吸収する地球環境保全など、重要な役割を担っています。

　本町の林野面積は、平成 20（2008）年、2,115ha、町域面積の 62.9％を占めており、

民有林は 90.7％、国有林は 9.3％で、民有林の林種別面積は、人工林が 4.2％、天然林が

93. ７％を占め、ほとんどが天然林となっています。

　林家数は、平成 17（2005）年、219 戸、１～５ha 規模の林家が 95.9％を占め、広島

県平均に比べると、小規模林家の割合が高く、本町の森林は、林業資源というよりは、環

境保全など公益的機能としての役割が高いのが実情です。

　本町では、要望に応じた林道の整備を行っていますが、この維持管理が課題となってい

ます。

　また、平成 20（2008）年度から、森林税を活用したひろしま森づくり事業 ※ １を実施し、

里山林等の整備に着手していますが、町内には、手入れが不十分な里山林が多数残ってお

り、これらの適正な管理を促していくことが必要です。

　さらに、森林とともに、二河川水系及び熊野川水系においてはホタルの住める現在の環

境を維持しながら水辺環境整備についても検討し、自然環境を生かした潤いのある環境を

身近に整備していくことも必要です。

　自然環境との共生を進めていくことは、地球環境の保全はもとより、私達の日常の生活

をより心豊かにします。

　自然保護意識の普及啓発や自然の有効活用をより一層推進し、住民と一緒になって地域

の自然環境を守り、育成していくことが必要です。

　また、町民一人ひとりが生物の多様性の重要性を認識し、日常的にその恵みを享受でき

るよう、多種多様な野生生物が生息・生育し、自然と気軽にふれあえる場が身近に確保さ

れることが大切です。

政策目標４　地球環境に調和したまちとする

施策目標１　自然環境を守り、育成する

現況と課題

※１　 ひろしま森づくり事業：森林の持つ公益的機能の維

持・増進を目的として，「ひろしまの森づくり県民税」

を導入し、放置され荒廃した人工林の再生、里山林の

整備，間伐材利用対策，環境緑化対策，県民に対する

森づくりの普及啓発を行う事業。
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１　自然保護についての理解を高める

（１）自然保護の啓発

　　○ 自然保護に対する意識と関心を高めていくため、学校教育や生涯学習において自然

保護の意識啓発に努めるとともに、自然に親しむ機会の提供を図ります。

（２）自然保護の推進

　　○ 住民参加による里山林の整備や生態系の保全など、住民の多様な自然保護活動を進

進します。

２　身近に自然を感じる環境を確保し、生活を豊かにする

（１）森林・農地等の保全

　　○豊かな森づくりを推進します。

　　○森林管理のための林道の維持補修に努めます。

　　○ 優良農地の保全を図るとともに、生きがい農業 ※ １、環境保全型農業 ※ ２など、農

地の多様な活用を促進し、耕作放棄地の解消に努めます。

（２）自然とふれあう場の整備

　　○ 山林の適正な管理を促進し、里山として子どもたちが身近な自然とふれあう場とし

て活用します。

　　○自然とふれあうことができる公園を整備するなど、多様に活用します。

具体的施策

※１　 生きがい型農業：市民農園や家庭菜園など、生きがい

（趣味、自給自足など）を目的として農作業を楽しむ

農業のこと。

※２　 環境保全型農業：環境に与える負荷をできる限り低減

していく農業のこと。

施策の方針

１ 　自然保護についての意識啓発、住民の多様な自然保護活用の支援を行い、住民参加に

よる自然保護活動の推進を図ります。

２ 　森林・農地、河川の保全を図るとともに、身近な環境における水と緑にふれあう場の

整備を進めます。

主な取り組み

◆ 自然に親しむ機会の提供

◆ 里山・河川・公園など自然に親しむ場の整備
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政策目標４　地球環境に調和したまちとする

※１　 温室効果ガス：大気中の二酸化炭素やメタンなど、温

暖化を促進しているとされているガスのこと。

　地球温暖化など環境問題の深刻化に伴い、地球規模での環境の保全と創造に向けた取り

組みが求められています。

　我が国は、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築と意欲的

な目標の合意を前提に、温室効果ガス※１の排出量を 2020 年までに 25％削減することを

目指すことを表明しています。

　本町においても、持続可能な社会の構築に向けて、環境保全への取り組みを強化してい

くことが必要です。

　このため、環境保全に関する住民の主体的な行動や取り組み意識の高揚、住民への啓発

活動の充実を図りながら、環境にやさしいまちづくりに向けて、早急に「環境基本計画」

の策定を検討していくことが必要です。

　可燃性ごみは、平成 14（2002）年 12 月から、安芸郡４町（府中町・海田町・坂町・熊野町）

の広域処理体制により建設したごみ焼却施設（安芸クリーンセンター）で処理し、ごみ収

集率、処理率は 100％です。

　また、本町の環境センターには、平成 17（2005）年度にストックヤードが完成し、可

燃ごみと資源物の一時保管が可能となり、住民が直接搬入することもできるようになって

います。平成 20（2008）年度からは、指定管理者制度を導入し、より効果的・効率的な

運営を行っています。

　ごみは、21 分別収集で、住民のリサイクル意識の高揚などにより、資源化率は県内で

上位となっています。

　平成 22（2010）年度から、プラスチック製容器包装も指定法人による再商品化が実施

され、平成 22（2010）年３月に策定した「ごみ処理基本計画」を踏まえ、さらなるごみ

の排出抑制・リサイクル化・資源化に向けて、ごみの有料化も視野に入れながら、４町に

よる広域連携事業の実現などに取り組んでいくことが必要です。

　地球環境の保全は私達の生活を見つめ直すことから始まります。低炭素社会の構築、循

環型社会の実現、及び自然環境との共生に向けた総合的な取り組みを強化していくことが

必要です。

施策目標２　環境にやさしい暮らしを確立する

現況と課題
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施策の方針

１ 　環境保全についての啓発、「環境基本計画」の策定を推進し、住民と協働し、地域特

性に応じた実現可能な環境保全活動の取り組みの強化を図ります。

２ 　ごみの減量化・資源化を推進するとともに、ごみの適正処理に努め、循環型社会の　 

形成を図ります。

３ 　監視・指導対策の充実や苦情処理体制の充実を図り、生活環境の保全を図ります。

１　住民と協働し、環境政策を展開する

（１）環境保全の推進

　　○ 環境保全に向けた取り組みを総合的に推進していくため、その指針となる「環境基

本計画」を策定します。

　　○ 地球環境問題についての意識を高めていくため、学校教育や生涯学習における環境

学習の充実を図るとともに、イベントを開催し、意識啓発に努めます。

（２）環境保全活動の推進

　　○ 太陽光発電システムの普及促進など、住民の日常生活における省資源・省エネルギー

への取り組みを促進します。

　　○事業所における環境保全に向けた取り組みを促進します。

　　○ 環境保全に率先して取り組むため、庁舎内における環境負荷の軽減に向けた取り組

みを強化します。

（３）環境衛生の充実

　　○ 町内一斉清掃など、身近な環境の保全に向けた熊野町公衆衛生推進協議会の活動を

支援します。

２　広域的な取り組みを強化し、循環型社会を形成する

（１）ごみの減量化・資源化の推進

　　○ 住民の理解と参加による循環型社会を形成していくため、ごみ問題やリサイクルに

ついての情報提供や意識啓発に努めます。

　　○ 「ごみ処理基本計画」の点検・評価を定期的に実施し、ごみの減量化・資源化の実

現に努めます。

　　○ ごみの３Ｒ※１を推進するため、マイバッグ運動 ※ ２や資源回収団体等の活動を支

援します。

具体的施策

※１　 ごみ３Ｒ：ごみを減らすための取り組み。３Ｒとは 

Reduce（リデュース：減らす）、Reuse（リユース：再

使用）、Recycle（リサイクル：再資源化）の頭文字をとっ

たもの。

※２　 マイバッグ運動：買い物に自分の袋をもっていき、レ

ジ袋を使わないようにして環境負荷を減らそうという

運動のこと。
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政策目標４　地球環境に調和したまちとする

　　○ 家庭ごみの有効利用と減量化を促進するため、生ごみたい肥化などへの取り組みを

支援します。

（２）ごみ処理体制・施設の整備

　　○ ごみの分別収集の徹底を図るとともに、広域的な連携を踏まえ、ごみ袋の有料化等

について検討します。

　　○ごみの効率的な収集運搬を行うとともに、適正処理・処分に努めます。

　　○ ごみの資源化を促進するため、既存施設を利用して、資源ごみの回収拠点を整備し

ます。

　　○ 産業廃棄物についての事業者責任を徹底するとともに、関係機関と連携し、ごみの

不法投棄について、監視・指導体制の充実を図ります。

３　公害のない生活環境を確保する

（１）公害の発生防止

　　○公共下水道及び浄化槽の整備を計画的に進め、水質汚濁の防止に努めます。

　　○ 事業所における公害防止対策の充実を促進するとともに、近隣騒音・野焼きの抑制

など、住民の生活マナーの啓発を推進します。

　　○ 公害の未然防止のため、関係機関と協力し、水質汚濁等の監視・指導体制の充実を

図ります。

（２）苦情処理体制の充実

　　○ 公害苦情を迅速に処理し、適切に対応できるよう、公害苦情処理体制の充実を図り

ます。

主な取り組み

◆ 「環境基本計画」の策定

◆ 太陽光発電システムの普及

◆ 「ごみ処理基本計画」の点検・評価の定期的な実施

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

太陽光発電設置家屋の数 145 件 295 件 420 件

ごみの一人当たりの排出量 790 ｇ 774 ｇ 766 ｇ
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　本町の農家数は、減少傾向にあり、平成 22（2010）年、農家の構成割合は自給的農

家が 66.6％、販売農家は 33.4％を占めています。販売農家の専兼別割合は、専業農家

26.7％、第１種兼業農家 5.9％、第２種兼業農家 67.4％で、兼業農家が７割強を占めてい

ます。

　販売農家の農業就業人口は 210 人、65 歳以上が 76.2％を示し、担い手のほとんどは高

齢者となっています。

　近年、経営耕地面積、農業産出額ともに減少傾向が継続し、主要農作物の米は産出額の

約６割を占めています。

　このように、本町の農業は、産業としての基盤が弱く、田畑の維持を主としているのが

実情です。

　町内農産物による特産品開発の推進については、平成 15（2003）年、「熊野町地産地

消推進構想」を策定し、初神、新宮地区に直売所を整備しました。この直売所では安定し

た売り上げを確保していますが、農地集積による中核的農家の育成、農作業受委託の促進、

商品生産型農業への転換など、新たな農業形態への展開は進んでいません。

　今後については、農業の持つ多様な機能や役割を見直し、地産地消・少量多品目生産の

促進など、本町の特性を生かした環境保全型農業や生きがい型農業など、多様な農業の振

興を図っていくことが必要です。

施策目標３　地域の暮らしと密着した農の里をつくる

現況と課題

施策の方針

１ 　生産基盤の整備や担い手の確保など、農業生産体制の強化を進め、地域特性に応じた

特色ある農業の振興を図ります。

２ 　生きがい型農業、体験ふれあい型農業、環境保全型農業など多様な農業の展開を促進

し、農地の有効活用を図ります。

３ 　地元産品の地域への出荷・流通や学校給食（デリバリー方式）への利用の拡充、産直

市の支援など、地産地消を推進します。

１　農業生産の基盤を強化する

（１）農業振興整備計画の策定

　　○ 「農業振興整備計画」の見直しを行い、本町の特性を生かした農業の振興を図ります。

　　 

具体的施策
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政策目標４　地球環境に調和したまちとする

（２）生産基盤の整備

　　○ 農作業の効率化を図るため、農道、水路、ため池の改良・改修など、必要に応じて

農業生産基盤の整備を図ります。

（３）生産の振興

　　○意欲と技術のある農業者については、農業経営基盤強化のための支援に努めます。

　　○ 関係機関と連携し、都市近郊の立地条件を生かした特色ある農産品の開発を検討し

ます。

　　○ 農業後継者の確保と育成に努めるとともに、今後、増加が予想される退職者の新規

就農を支援します。

　　○イノシシなど有害鳥獣による防止対策を推進します。

２　農地を有効に活用し、耕作放棄地をなくす

（１）優良農地の活用

　　○ 優良農地については、意欲的に農業に取り組む生産の場として、効率的な活用を促

進します。

　　○農業法人※１の設立を促進し、農地の集積や担い手の育成を図ります。

（２）多様な農業の展開

　　○ 高齢者などを対象とした生きがい型農業、都市住民や児童生徒を対象とした体験ふ

れあい農業、環境保全・景観維持等のための農業、企業型農業 ※ ２など、多様な農

業の展開を促進し、耕作放棄地の解消を図ります。

　　○これらの調整にあたっては、農家の主体的な参加を促進します。

（３）休耕田の活用

　　○ 休耕田を花・野菜の栽培など自然レクリエーションの場等に活用することを検討し

ます。

３　地産地消の仕組みをつくる

（１）地産地消の推進

　　○ 地産地消を推進していくため、生産者と消費者とをつなぐシステムの構築について

検討し、地域内の新たな流通ネットワークの形成を図ります。

　　○ 学校給食（デリバリー方式）において、地域の農産品を利用したふるさと給食を実

施します。

※１　 農業法人：農事組合法人、合名会社、合資会社、合同

会社または株式会社の５種類の法人のうち、農地法上

の要件を満たして、農地法上の特例（法人による農地

等の権利取得等）が認められる農業生産法人と一般農

業法人。

※２　 企業型農業：従来の家族型農業経営から株式会社もそ

の形態に含めた農業生産法人として、企業的な経営を

行う農業のこと。
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（２）直売所の支援

　　○ 地域の農産物の販売の場として、初神、新宮地区に整備した直売所の運営等を支援

し、定着を図ります。

主な取り組み

◆ 「農業振興整備計画」の見直し

◆ 農業法人の設立支援

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

農業法人数 ０ １ ３

遊休農地・休耕田面積 93ha 85ha 80ha
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政策目標５　元気のある産業が育つまちとする

　本町の筆産業は、約 180 年の伝統を持ち、現在でも中小合わせて 100 を超える筆関連

事業所があり、国内生産量の約８割を占めています。

　しかしながら、他の伝統的工芸品産地と同様に、近年、グローバル化に伴う中国製品の

市場参入や、少子化など社会環境の変化に伴う需要縮小などに伴い、化粧筆を除いて、書

筆や画筆では、厳しい経営環境にあり、活性化に向けての取り組みが求められています。

　こうしたことから、本町では、筆の里工房内に熊野筆情報センターや熊野筆ドットコム

ショップを開設するとともに、商標登録やブランドマークの普及を支援するなど、熊野筆

の情報提供、商品開発、販路開拓に努めています。

　また、広島市内での情報発信拠点としてアンテナショップ ※ １を出店するなど、熊野筆

のＰＲ活動を推進しています。

　さらに、平成 18（2006）年度から３ヵ年間、厚生労働省の受託事業の地域提案型雇用

創造促進事業を通して、筆職人の後継者育成を図るとともに、平成 21（2009）年度から

は熊野筆事業協同組合の 5 ヶ年間の産地振興計画に基づいて、後継者育成事業を支援し

ています。

　今後、筆関連事業所の経営環境はより一層厳しくなることが予想されます。筆産地とし

て蓄積された技術、品質により磨きをかけ、ブランド化を促進するとともに、後継者や雇

用の確保、地域経済への貢献など、地場産業の活性化に向けた取り組みを強化していくこ

とが求められています。

政策目標５　元気のある産業が育つまちとする

施策目標１　伝統産業を守り、活性化する

現況と課題

施策の方針

１ 　熊野筆事業協同組合と連携し、筆関連事業者の活動を支援します。

２ 　新たな製造システムの研究や後継者の育成支援など、筆産業の経営基盤の強化を推進

します。

３ 　医療、福祉、環境などの成長分野と連動した新たな需要開拓や商品開発を支援します。

※１　 アンテナショップ：企業や自治体などが自社（当該地

方）の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的と

して開設する店舗のこと。 
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１　筆産業の支援体制を強化する

（１）振興計画の支援

　　○ 筆産業の振興に向けて、熊野筆事業協同組合、商工会などと連携し、「第２次産地

振興計画」の実行支援並びに進捗状況の検証を進めます。

（２）熊野筆事業協同組合の支援及び連携

　　○熊野筆事業組合の事業振興に向けた取り組み、幅広い活動を支援します。

　　○ 学校教育や観光分野など、まちづくりの多様な分野における組合との連携・協力・

参加を促進します。

 

２　筆事業所の経営基盤の強化を支援する

（１）経営の近代化・高度化の支援

　　○ 自主的な経営努力を支援するため、各種融資制度の効果的かつ有効な活用を促進し

ます。

　　○ 熊野筆のブランド化による競争力の強化を図るとともに、筆産地としての基盤の強

化を支援します。

（２）後継者の育成支援

　　○熊野筆マイスタースクール※１の開催を支援し、後継者の育成・確保を図ります。

３　新たな需要開拓や商品開発を支援する

　　○ 医療、福祉、環境などの成長分野と連動して新たな需要開拓や商品開発を支援しま

す。

具体的施策

※１　 熊野筆マイスタースクール：後継者を確保するため

に、素人や初心者の育成指導、従事者の指導研修、伝

統工芸士級の技術者を養成するための技術、技法の継

承及び向上のための研修のこと。

主な取り組み

◆ 「第２次産地振興計画」の支援

◆ 熊野筆マイスタースクールの開催支援
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政策目標５　元気のある産業が育つまちとする

　本町の小売業は、平成 19（2007）年、商店数は 175 店、従業者数は 1,184 人、年間

商品販売額は約 161 億円、売場面積は 27,107 ㎡、平成 16（2004）年に比べ、商店数は

減少しましたが、従業者数、年間商品販売額、売場面積は増加しています。

　商店街は、西部地区の熊野団地のほか、中心市街地の中央部を横断する町道出来中溝線

沿いに形成されていますが、近年の厳しい商業環境や後継者不足を反映し、店舗数減少に

伴い空き店舗が増加しています。

　また、店舗面積 1,000 ㎡以上の大規模小売店舗は、萩原地区に多く立地し、ある程度

の集積が見られます。近年は、県道沿いにコンビニエンスストアが増加しています。

　本町は広島市を中心とする超広域型の広島商圏に属しており、食料品や日用雑貨などの

最寄品を除くと、周辺都市の大型店に購買力の多くが流出し、年間商品販売額は県内で低

い水準となっているなど、購買力の流出防止対策が求められています。

　製造業は、平成 21（2009）年、事業所数は 100 か所、従業者数は 1,813 人、製造品

出荷額等は約 219 億円で、その推移をみると、事業所数はほぼ横ばいですが、従業者数、

製造品出荷額等は一時の増加傾向から減少に転じています。

　本町では、町内の事業所に対して、金融機関を通じた融資制度の運用、貸付金に対する

利子補給制度の創設による安定した企業運営の支援を行っていますが、近年の金融不況の

影響を受け、経営環境は厳しいのが実情です。

　また、雇用対策としては、平成 21（2009）年度、商工会内に設置した就業促進センター

を通じて、町内企業への就業相談や就職ガイダンスの実施に努めるとともに、指定管理者

制度を活用したＮＰＯ法人による高齢者の再雇用などを行っています。

　しかし現状では、企業立地用地の整備が十分でないことから企業誘致は難しく、地元雇

用対策の要望が高まっています。

　こうした中、熊野黒瀬トンネル（仮称）工事に伴う深原地区町有地を産業用地等として

造成し、企業誘致の取り組みを推進しています。

　今後、既存産業の育成支援はもとより、企業の誘致、起業の支援など新たな産業の育成

について、その取り組みを強化し、地域経済の活性化を図っていくことが必要です。

施策目標２　産業を元気にする

現況と課題
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施策の方針

１ 　産業振興の支援体制を確立するとともに、中小企業対策の強化を図り、地域産業の振

興を図ります。

２ 　買い物を楽しめる環境の整備、共同事業の推進、空き店舗の有効活用や観光等他産業

との連携の強化などを促進し、商店街の活性化を推進します。

３ 　地域産業の育成や起業の支援、企業誘致の推進など新たな産業の育成・創出に取り組

みます。

１　地域産業の振興を支援する

（１）商工会活動の支援

　　○ 中小企業の経営の安定を図り、企業活動や商店街の活性化を促進していくため、商

工会の活動を支援するとともに、連携を強化します。

（２）経営の近代化・高度化の促進

　　○ 情報ネットワークの有効活用など、経営の近代化・高度化を推進するとともに、各

種融資制度の効果的かつ有効な活用を促進します。

　　○商工会と連携し、後継者の確保、人材の育成を支援します。

２　商店街を活性化し、賑わいを取り戻す

（１）商業空間の整備

　　○ 共同駐車場、広場、歩道、ストリートファニチャー ※ １の設置など、快適で魅力あ

る商業基盤の整備について検討します。

（２）商店街の賑わいづくり

　　○ 商店街の振興を図るため、商工会と連携し、商店街振興に向けた方針とその具体化

方策について検討を行います。

　　○ 商店街の組織化や共同イベントの開催、スタンプ事業の実施など、多様な共同事業

の展開を促進します。

　　○ 特色ある店舗づくり、配達サービスなど時代の変化や消費者の多様なニーズに対応

した商店街の取り組みを促進します。

　　○ 筆の里工房を拠点とした観光・交流の回遊型への転換を推進し、商店街も観光・交

流の場として機能するよう、観光と連携した役割の発揮を推進します。

具体的施策

※１　 ストリートファニチャー：道路や広場などに置かれ

る、ベンチ・案内板・水飲み場などの屋外装置物の総称。
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政策目標５　元気のある産業が育つまちとする

３　新たな産業の育成・創出に取り組む 

（１）地域産業の育成

　　○観光資源や地域の農産物を生かして産業化するなど、地域産業の育成を図ります。

（２）起業の支援

　　○ 産業の高度化・情報化に対応した新たな事業展開に向けて、商工会等と連携し、各

種講座の開催等人材の育成やコミュニティビジネスの推進などを通じて起業を支援

します。

（３）企業立地基盤の整備

　　○ 深原地区町有地については、熊野黒瀬トンネル（仮称）工事に伴い、産業用地とし

て造成し、深原地区流通団地として形成します。

　　○ 軽工業が集積した深原地区及び深原地区町有地一帯を産業拠点として設定し、関連

道路の整備など、立地基盤の整備を進めます。

　　○これらの事業用地を対象として、企業誘致活動の積極的な展開を図ります。

主な取り組み

◆ 商店街活性化の取り組み支援

◆ 起業の支援

◆ 深原地区及び深原地区町有地一帯の立地基盤の整備

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

人口千人当たり年間商品販売額 76.3 億円 80.1 億円 84.1 億円

製造品出荷額等

（従業者４人以上の事業所）
257 億円 282 億円 310 億円
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　本町の観光資源は、筆の里工房や筆事業所などのほか、筆づくりに関連した文化財・史

跡などが中心となっています。

　主な観光交流資源である筆の里工房は、日本の筆文化の発展を筆づくりの技から捕らえ

た特徴的な施設で、隣接した坂面大池の水辺環境整備やミュージアムショップ、レストラ

ンなどの充実などもあり、県内及び地方スケールの集客力を有しています。

　しかしながら、本町の観光行動は、筆の里工房に集中しており、その他の観光資源は単

独では十分に魅力が発揮できず、集客力が低いのが現状です。

　総観光客数は、平成 21（2009）年 19.6 万人、町外からの入込観光客数は、12.6 万人

にとどまっています。発地別では県内客が 87.2％、日帰りが 95.4％で、目的別では、都

市観光、その他スポーツ、祭り、行事を主としています。近隣の手軽な観光の場として位

置づけられ、１人当たりの観光消費額は広島県平均を下回り、観光の地域経済効果は限定

的となっています。

　こうした中、平成 21（2009）年、地域住民とのまちづくり協働により、観光交流事業

に地域資源を有効活用する試みとして「筆の街散策」を実施しました。

　さらには、平成 22（2010）年には、まちづくり交流拠点を社会実験的に整備していま

すが、筆産地の歴史と文化を生かした交流を推進するためには、筆の都の案内人など地域

住民の参画による観光ボランティアや、その育成等を含めた横断的な仕組みづくりと継続

的な取り組みが求められています。

　このため、広島市、呉市、東広島市など周辺地域との連携により、観光交流圏の広域化

を図るとともに、観光資源の魅力向上とネットワーク化、観光行動の回遊型への転換など、

地域資源を多様に活用した新たな視点からの観光・交流基盤の強化を推進し、筆産地とし

ての総合的な魅力を高めていくことが必要です。

政策目標６　筆産地の歴史と文化を生かした出会いと交流のあるまちとする

施策目標１　筆産地の魅力を高める

現況と課題

施策の方針

１ 　筆の里工房を中心とした観光施設の整備を進めるとともに 、町内に分布する地域資源

の見直し・活用による観光地としての魅力を高めます。

２ 　魅力ある観光メニューの提供、周辺地域との多様な交流や周辺地域とのネットワーク

化を進め、特色ある観光を推進します。

３ 　観光推進体制の確立、特産品の開発、おもてなしの心の醸成など、地域が連携した受

け入れ態勢の整備を図ります。
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政策目標６　筆産地の歴史と文化を生かした出会いと交流のあるまちとする

１　観光資源を魅力あるものとする

（１）筆の里工房の魅力アップ

　　○ 筆の里工房については、筆の博物館として、収蔵品の充実など専門性を強化すると

ともに、魅力ある企画展・イベントの開催を促進します。

　　○筆の里工房の周辺施設の整備を検討します。

（２）観光資源の発掘・整備

　　○ 休耕田や町有地の活用などによるふれあい空間の整備を検討し、本町の新たな観光

拠点の形成を図ります。

　　○ 筆事業所が点在し、昔ながらの面影を残す市街地については、まちなかミュージア

ムの舞台として環境を整備し、本町の新たな観光・交流の場として形成します。

　　○歴史的資源や自然資源のネットワーク化を進め、観光資源として活用します。

　　○ 「美」に関する研究・研修教育・体験施設の誘致など、化粧筆を多様に活用した新

たな観光資源の整備を検討します。

　　○宿泊施設の誘致など、滞在可能な場の確保を検討します。

２　多様な観光・交流の仕組みを整える

（１）魅力ある観光・交流の推進

　　○ 町内観光モデルコースの設定、バスツアーの造成、観光資源の組み合わせなど、魅

力ある観光メニューづくりを推進します。

　　○ 全国書画展覧会やありがとうの絵てがみ大賞の表彰式に応じて、町内を訪れる人々

との多様な交流を推進します。

　　○ 「筆」を媒体として、紙の産地など関連地域との交流を検討し、国内外における「筆」

のネットワークを形成します。

（２）周辺地域との連携

　　○ 呉地域観光連絡協議会、広島宮島岩国地域観光圏協議会等と連携し、広域観光ルー

トの形成を図るとともに、共同観光キャンペーンや協同イベントの開催など、広域

的な取り組みを強化します。

３　地域をあげた受け入れ体制を強化する

（１）観光推進体制の強化

　　○ 地域が一体となった観光推進体制を確立していくため、関係諸団体との連携・協力

を強化し、観光推進協議会の設立を検討します。

具体的施策
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（２）観光を支える基盤の整備

　　○観光行動の利便性を確保するよう、情報提供・案内機能の充実を図ります。

　　○観光施設周辺における環境美化、環境整備についての検討を行います。

　　○ 接客サービスの向上や気配りなど、本町ならではの「おもてなしの心」を醸成する

とともに、人材の育成を図ります。

　　○地域の特産物の宣伝を強化するとともに、新たな観光特産品の開発を推進します。

主な取り組み

◆ 筆の里工房の専門性の向上等機能強化

◆ まちなか地域資源の活用

◆ 観光特産品の開発

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

年間入込観光客数 126,000 人 150,000 人 200,000 人

筆の里工房年間来館者数 76,964 人 100,000 人 130,000 人
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政策目標６　筆産地の歴史と文化を生かした出会いと交流のあるまちとする

　本町では、平成 21（2009）年から、春分の日を「筆の日」と定め、筆産業の振興と筆

づくり技術の継承・発展に尽力した先人に感謝するとともに、筆の歴史と文化の価値を改

めて認識し、町、事業者及び町民が連携して、その魅力を全国に発信することとしています。

　平成６（1994）年に整備した筆の里工房では、話題性のある企画展の開催や筆づくり

のシンポジウムなどを通じて、筆の歴史、文化、産業に関する情報や収蔵品等の情報を広

く公開していることが契機となり、周辺地域はもとより、全国各地から著名人、文化人、

美術関係者などが多く訪れています。

　また、毎年秋分の日に開催される「筆まつり」や、全国の小中学校から応募がある「全

国書画展覧会」には毎年多くの来場者や応募があり、昭和初期から続く、筆の都熊野町を

代表する伝統行事となっています。ユニークな公募事業として注目を集めている「筆の里

ありがとうの絵てがみ大賞」の作品応募数は、平成 20（2008）年、一般と子どもを合わ

せると約１万点で、応募は増加基調にあり、この他、筆の里工房では、随時、話題性のあ

る企画展を開催し、全国から多くの人が訪れるきっかけとなっています。

　しかしながら、行事相互の連携や地域住民の参加意識、企画内容や将来的な戦略性等の

運営面に課題が見られるのも実情です。

　こうしたことから、これまでの実績を踏まえつつも、より多くの人が訪れ、親しめ、地

域住民と参加者の多彩な交流が促進されるとともに、筆の都に相応しい情報を発信し国内

外の人々を筆の都にひきつけていくためには、さらなる創意が求められます。

　このため、書道パフォーマンス、メイキャップ、アニメ等の話題性が高まっている中、

斬新な視点も取り入れ、魅力と個性ある「美」としての情報発信の素材として、これらの

事業の活用法を総合的に再検討・調整していくことが必要です。

施策目標２　筆の都から美を発信する

現況と課題

施策の方針

１ 　既存イベントの魅力アップや化粧筆を活用した新たなイベントの開催など、集客力の

ある筆の都の美に結びついたイベントの充実・創出を図ります。

２ 　インターネットやマスコミなど多様な媒体を活用した情報の提供、観光・マスコミ・

交通機関等との連携を強化し、適切かつ魅力ある情報の提供を図ります。

３ 　日本一の筆の生産地であるという地域資源を活用し、筆の都の個性形成を推進します。
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１　筆の都の美に結びついたイベントを開催する

（１）既存イベントの魅力アップ

　　○ 「筆まつり」について、商工会等と連携し、まつりの在り方や性格、内容の個性化

等について検討し、より魅力あるものとします。

　　○ 全国書画展覧会やありがとうの絵てがみ大賞などのイベントについては、運営等に

工夫をこらし、さらなる魅力アップを図り、応募数の拡充など全国イベントとして

の定着を図ります。

　　○ 筆の里工房における企画展については、専門性が高いものや、知名度が高くアピー

ル度が高いものなど、工夫を凝らし、集客の向上を図ります。

（２）新たなイベントの開催検討

　　○ 事業所やまち並みを生かした「筆の街散策」を定期的に開催し、観光資源として定

着させます。

　　○ 本町の自然・歴史・産業などの地域資源を活用した住民参加型のイベントの開催を

検討します。

　　○ 新たなイベントの実施にあたっては、筆の里工房事業の多様な活用を図るととも

に、連携を強化します。

２　情報・発信力を強化する

（１）多様な媒体による観光情報の提供

　　○ インターネットや観光マップ、観光ポスター、ガイドブック、テレビＣＭなど、多

様な媒体を活用した観光情報の提供に努めます。

　　○ 筆の里工房における筆の歴史、文化、産業に関する情報や収蔵品等の情報のデジタ

ル化事業の更新を支援します。

　　○「筆の日」については、町民全体はもとより、全国的な周知度の向上に努めます。

（２）関係機関等との連携強化

　　○ 観光業者、マスコミ及び交通機関等との連携を強化し、広域的な情報の発信を図り

ます。

具体的施策

主な取り組み

◆ ありがとうの絵てがみ大賞の充実

◆ 全国書画展覧会の充実
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政策目標６　筆産地の歴史と文化を生かした出会いと交流のあるまちとする

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

ありがとうの絵てがみ大賞の

応募者数
10,573 件 11,000 件 12,000 件

全国書画展覧会の応募作品数 178,531 点 200,000 点 250,000 点
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第４編 行政運営計画

第
５
次 

熊
野
町
総
合
計
画

基本目標　住民の満足度の高い

 魅力的なまちづくりを行う



住民の満足度の高い魅力的なまちづくりを行う基本目標

　地方分権が進展する中、住民自治を基本として、住民と行政とが協働してまちづくりを

進めていくことが求められています。

　協働のまちづくりを進めていくためには、住民と行政との信頼関係を構築することが大

切です。

　本町では、情報公開及び個人情報保護制度に係る各規定を策定し、行政の法令遵守、個

人情報保護を基本として、多様な媒体を活用した情報公開を行い、情報の共有に努めてい

ます。

　また、住民ニーズを的確に把握するため、平成 15（2003）年度、熊野町における広報

広聴実施要領を策定し、年間 130 件程度寄せられる住民の意見・提案については、逐次、

ホームページや役場の掲示板を通じて回答しています。

　今後とも、こうした機会を通じて、住民意見を的確に把握し、きめ細かく対応していく

とともに、住民からの意見・苦情・対応などの全庁的な情報共有など、住民の声を行政サー

ビスの向上につなげていくための仕組みをより充実していくことが必要です。

運営目標１　住民との協働による信頼と連携の地域経営を確立する

施策目標１　住民との信頼関係を強化する

現況と課題

施策の方針

１ 　個人情報の保護を原則として、多様な媒体によるわかりやすい情報の公開・発信を進

め、説明責任の徹底を図ります。

２ 　 住民懇談会の開催など多様な手段、機会により住民意見の把握に努め、これらを職員

で共有し、 施策やサービス向上の反映につなげます。

１　行政情報をわかりやすく公開・発信する

（１）情報発信の充実

　　○ 情報公開制度の適切な運営や説明責任に基づいた積極的な行政情報の提供に努めま

す。

　　○広報、ホームページなど、多様な手段を活用した情報提供の充実を図ります。

　　○障害者に配慮した情報の提供など、住民にわかりやすい情報の提供に努めます。

　　○出前講座を開催し、対話を伴う情報の提供に努めます。

具体的施策
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（２）個人情報の保護

　　○個人情報保護制度の規定に基づいて、適切な個人情報の保護・管理に努めます。

２　住民ニーズを的確に把握し、きめ細かく対応する　 

（１）広聴の充実

　　○ インターネット・郵便・ＦＡＸなどによる意見・提案の募集、住民意識調査の実施、

住民懇談会など多様な手段を用いた住民意識の把握に努めます。

（２）住民意見の的確な対応　　

　　○ 住民の意見・要望について、庁舎内での情報の共有に努めるとともに、迅速な対応

を図ります。

主な取り組み

◆ ホームページの充実

◆ 住民意識の把握

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

町ホームページへのアクセス数 795,000 件 800,000 件 810,000 件

運営目標１　住民との協働による信頼と連携の地域経営を確立する
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　住民との協働のまちづくりを進めていくため、本町では、平成 20（2008）年度に地域

づくりリーダー育成研修への参加支援を行い、平成 21（2009）年度からは、「熊野町ま

ちづくり協働推進事業」を開始しました。

　本事業は、公益活動団体等が自主的に取り組む公益的で非営利な活動に対し、その事業

に要する経費の全部又は一部を助成するもので、「協働のまちづくり部門」と「提案事業

支援部門」があります。

　平成 21（2009）年度、定住交流推進懇談会が実施した「筆の街散策」イベントは、多

くの住民の参加と行政の支援によって成功裏に実施されるなど、本町での住民と行政との

協働のまちづくりが進められています。

　こうした活動を契機として、今後、協働のまちづくりを推進していくためには、恒常的

な仕組みづくりや活動拠点づくり、職員の参加など地域協働を推進するための環境整備を

進めていくことが必要です。

　また、審議会や委員会への住民の参加の拡充、パブリックコメント ※ １の実施など、ま

ちづくり計画へ住民がより参画できるよう、その仕組みや運営を見直していくことが必要

です。

　さらに、実践的な協働のまちづくりを進めていくために、今後、団体・大学等と連携し、

専門的知識・技術の導入を進めることによって、住民のまちづくり活動の充実を支援して

いくことを検討していくことも必要です。

施策目標２　住民との協働のまちづくりを進める

現況と課題

施策の方針

１ 　協働のまちづくりの推進体制の確立、地域協働事業や活動団体の支援などを通じて、

地域協働の仕組みを確立し、住民の主体的なまちづくり活動を促進します。

２ 　政策形成過程や事業実施にあたって、住民が参画する機会の拡充を図り、住民と行政

との適正な役割分担によるまちづくりを推進します。

※１　 パブリックコメント：行政機関が政策の立案等を行お

うとする際にその案を公表し、この案に対して広く住

民・事業者等が意見や情報を提出する機会を設け、行

政機関は、提出された意見等を考慮して最終的な意思

決定を行う一連の手続き。
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※１　 地域リーダーやコーディネーター：地域で行われる様々

な活動について、住民の先頭に立って主導したり、調

整する人。

※２　 ワークショップ：様々な立場の人々が集まって、自由

に意見を出し合い、互いの考えを尊重しながら、意見

や提案をまとめ上げていく場のこと。

１　地域協働の仕組みをつくる

（１）地域協働の推進

　　○  14 地域から構成される住民自治組織を基本単位として、地域協働を推進します。      

　　○  14 地域を単位とする住民自らが検討する地域のまちづくり計画の策定を検討する

とともに、必要に応じてその取り組みを支援します。

　　○ 熊野町まちづくり協働推進事業を継続し、住民の積極的な取り組みを促進するとと

もに、必要な支援を行います。

（２）地域協働の支援　　

　　○ 地域協働を促進していくため、地域リーダーやコーディネーター ※ １の育成に努め

ます。

　　○ワークショップ※２など地域協働の機会の拡充を図ります。

　　○ 行政・各種団体・企業などの連携を強化し、人材情報のネットワークの形成など地

域協働支援体制の確立を図ります。

　　○ＮＰＯ法人の設立や運営を支援します。

２　まちづくりへの参画機会を拡充する　 

（１）政策形成過程への住民参画の推進

　　○ 審議会、懇話会等における委員一般公募、女性委員の登用など、政策の企画段階か

ら住民が参画できる機会の拡充を図ります。

　　○パブリックコメント制度を導入し、計画への住民意見の反映に努めます。

（２）住民参画による事業の推進　　

　　○ 公園、歩道等の身近な施設の整備、生活交通計画などについては、ワークショッ 

プなど、住民が主体的に事業実現に係わることのできる手法の導入を検討します。

　　○ 文化・スポーツ・レクリエーション事業、イベントなどにおける住民の積極的な参

画を促進します。

具体的施策

主な取り組み

◆ 熊野町まちづくり協働推進事業の推進

◆ ワークショップの開催

運営目標１　住民との協働による信頼と連携の地域経営を確立する
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まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

まちづくり活動団体数 10 団体 14 団体 28 団体
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　本町の平成 21（2009）年度の決算において、歳入は約 78 億円、歳出は約 75 億円で

黒字でした。

　歳入に占める自主財源※１の比率は 44.3％で、広島県内町平均 35.0％に比べると高く

なっています。

　また、歳出に占める義務的経費※２比率は 36.8％で、広島県内町平均 42.8％に比べると

やや低く、柔軟性がみられます。

　目的別歳出は、民生費の 29.8％、総務費の 16.9％、土木費の 15.5％、教育費の 10.8％

が上位を占め、広島県内町平均と比べると、民生費の割合が高くなっています。

　財政力指数※３は 0.62 で、広島県内町平均 0.54 に比べると高く、また、経常収支比率 ※ ４ 

は 94.9％で、広島県内町平均 92.8％に比べやや高く、財政構造は硬直化している状況に

あるといえます。

　地方債現在高は、平成 21（2009）年度末約 65 億円、町民１人当たりでは約 26 万円で、

広島県内町平均約 62 万円の４割の水準と少なく、積立基金は約 24 億円、町民１人当た

りでは約 10 万円で、広島県内町平均約 12 万円とほぼ同程度となっています。

　このように、本町の財政は相対的には健全であるといえますが、国の財政の危機に伴い、

地方交付税の減少や、団塊世代の退職などに伴う町税収入の減少などが予想されます。

　今後は、徹底したムダの排除による歳出削減や選択と集中による効率的な財政運営、新

たな歳入の確保などを検討し、より一層財政の健全化に努めていくことが必要です。

運営目標２　持続的なまちづくりを支える行政運営を確立する

施策目標１　自主性・自立性の高い財政運営を行う

現況と課題

※１　 自主財源：地方公共団体が自主的に収入しうる財源を

いい、具体的には、地方税、分担金及び負担金、使用料、

手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金及び諸収

入が該当する。

※２　 義務的経費：国や地方公共団体の一般歳出のうち、支

出することが制度的に義務づけられている経費のこと

で、人件費・扶助費・公債費から成る。

※３　 財政力指数：地方公共団体の財政力を示す指数 で、基

準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過

去 3 年間の平均値をいう。 財政力指数が高いほど自主

財源の割合が高く、財政力が強い団体といえる。

※４　 経常収支比率：市町村税や普通交付税など自由に使え

る一般財源のうち、人件費や福祉にかかる扶助費、借

金返済に充てる公債費など義務的性格の経費が占める

割合。自治体が独自のインフラ整備などに自由に投資

する余裕がどれだけあるかを示し、目安として 70 ～

80%が「適正」、90%以上は「硬直化している」とされる。

施策の方針

１ 　収納対策の強化を図るとともに、人口の流入、企業誘致などの地域の活性化を促進し、

課税客体の拡充を図るなど、歳入の確保に努めます。

２ 　経常的経費の見直しによる歳出の削減、限られた財源の重点的・効率的な配分を行い、

必要なサービスを提供するよう、財政の健全運営に努めます。

運営目標２　持続的なまちづくりを支える行政運営を確立する
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１　歳入を安定的・持続的に確保する

（１）収納対策の強化

　　○ 自主財源の安定的確保を図るため、口座振替の推進、財産調査の徹底、滞納処分の

実施等収納対策を強化します。

（２）課税客体の拡充 

　　○ 土地の評価方法を市街地宅地評価法（路線価方式）※ １に変更することにより、適

正な評価の実施に努めます。

　　○ 企業の誘致、起業の促進など新たな課税客体の拡充に向けて地域経済振興対策の強

化を図ります。

（３）未利用地等の売却　

　　○ 町が保有する用地のうち、将来にわたって不要と考えられる土地・施設などを売却

します。

２　財政を健全に運営する 　 

（１）財政健全化に向けた取り組み

　　○ 財政構造の弾力化に努め政策的経費に振り向ける一般財源の確保に努めます。ま

た、全額地方交付税措置のある臨時財政対策債などを除く実質的な起債残高の抑制

を図ります。

（２）財政管理の効率化

　　○財務会計・起債管理システム等を活用し、効率的な財政管理を図ります。

（３）歳出の削減

　　○補助金等事務事業の見直し、民間委託等を推進し、経費の節減・合理化を推進します。

　　○適切な職員数により人件費の抑制に努めます。

　　○ 指定管理者制度の導入や民間委託により経費の節減を図るとともに、民間のノウハ

ウを生かした公共施設の効率的な運営管理を推進します。

（４）財源の重点的・効率的な配分　　

　　○ 実施計画に基づいて、限られた財源の重点的・効率的な配分に努めるとともに、バ

ランスシート※２の導入を進めます。

　　○ コスト意識に基づいた事業の実施や投資効果、費用対効果に配慮した事業の導入・

運営に努めます。

具体的施策

※１　 市街地宅地評価法（路線価方式）：各道路に価格を付設

し、その価格から各宅地の評価額を決定する方法。

※２　 バランスシート：貸借対照表のこと。財務状況を明ら

かにするために作成される表で、資産と負債、資本を

記入して両者を対照させるもの。
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（５）地方公営企業等の経営健全化　　

　　○上水道・下水道など地方公営企業の健全経営に努めます。

主な取り組み

◆ 収納体制の強化

◆ 健全財政の維持

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

町税徴収率 95.23% 95.50% 96.00%

経常収支比率 94.9% 92.5% 以下 90.0% 以下

実質的な町民一人あたりの

地方債残高
16 万円 15 万円 14 万円

運営目標２　持続的なまちづくりを支える行政運営を確立する
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　本町は、平成 13（2001）年、現庁舎を建設し、本町行政の拠点、防災センターとして

の機能を発揮しています。

　現在の行政体制は４部 12 課を基本として、別に会計課、教育委員会・議会・農業委員

会・選挙管理委員会・監査委員事務局及び企業会計の水道課が設置されており、平成 22

（2010）年４月１日現在の職員数（特別職含む）は 158 人です。

　平成の大合併が行われる中、本町は合併を選択せず、現在に至っています。時代が大き

く変化し、見通しも不確定な中で、単独町制を堅持する基礎自治体として、行政経営能力

を向上していくことが重要となっています。

　本町は、平成 13（2001）年度に「第３次行政改革大綱」を策定し、これまでに、戸籍

電算システム、文書保存システム（ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ）などの新たな行政管理システムの確立、

指定管理者制度の導入などを行い、行政運営と住民サービスに一定の成果をあげています。

　しかし、行政経営システムの確立、組織力の強化に向けた職員の人材育成など、持続的

な発展を見通した経営的な視点からの取り組みはこれからの課題で、今後とも継続的に行

政改革に取り組んでいくことが必要です。

　また、地方分権がより一層進展することが予想され、地方分権の理念に基づいた執行体

制の整備や職員の意識変化に取り組んでいくことが必要です。

　本町は、ごみ処理、消防等各業務分野において広域的な取り組みを実施しています。

　今後とも、住民の利便性の向上や行財政の効率化を図るよう、広域的な連携事業を推進

していくことが必要です。

施策目標２　社会の変化に対応できる行政運営を行う

現況と課題

施策の方針

１ 　効率的な組織体制のもと、成果重視の行政経営システムの導入や電子自治体、民間活

力の導入を推進し、柔軟で機動的な執行体制の整備による迅速で質の高いサービスを提

供します。

２ 　職員のモチベーションを高め、住民とともにまちづくりに取り組む意欲ある職員の育

成を進め、基礎自治体としての政策形成能力の向上を図ります。

３ 　周辺市町と連携した効率的な広域事業の推進、国・県との連携強化など、広域的な連

携を推進します。
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１　柔軟で機動的な執行体制を確立する

（１）計画行政の推進

　　○ 「第３次熊野町行政改革大綱」の見直しを行い、本計画をもって計画的な施策の推

進、適正な進行管理を図ります。

（２）効率的な組織体制の確立　　

　　○ 意思決定や事務執行の迅速化・効率化に向けて、簡素・合理的な組織体制の確立を

図るとともに、組織間の連携、総合調整能力などの強化に努めます。

　　○ 地方分権や多様な住民ニーズに対応し、事務事業や執行体制の柔軟な見直しを図り

ます。

（３）行政経営システムの推進　　

　　○ マネジメントサイクル※１に基づいた効率的・効果的な成果を重視した行政経営の

実現に努めます。

（４）情報化による行政サービスの充実　　

　　○ 庁内ＬＡＮの整備を生かし、事務の簡素・効率化、情報の効率的かつ適正な管理な

ど、セキュリティ対策の強化を図りつつ、行政の情報化を推進します。

　　○ 電子申請入札、施設の予約など、情報化に対応した新たなサービスの導入を検討し

ます。

２　モチベーション※２が高く、力量のある職員を養成する 　 

（１）職員の適正配置

　　○職員個々の能力・適性や事務事業の性格に応じた職員の適正配置を図ります。  

　　○職員の能力に応じた積極的な人材登用に努めます。

（２）人材の育成　　

　　○人材育成基本方針に基づいて、地方分権に柔軟に対応できる職員の育成を図ります。

　　○ 国・県等の各種職員研修への参加を充実し、職員の政策形成能力、調整能力、専門

性などの向上に努めます。

　　○ 組織の目的や価値観の共有を促進し、仕事に対するモチベーションを高めていくよ

う、職員間のコミュニケーションの活性化を促進します。

具体的施策

※１　 マネジメントサイクル：目標を達成するために、計画

→実施→評価→改善を繰り返す過程。

※２　 モチベーション：人が一定の方向や目標に向かって行

動し、それを維持する働きを意味し、「動機づけ」「や

る気」とも呼ばれる。

運営目標２　持続的なまちづくりを支える行政運営を確立する
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３　広域的な連携を推進する 　 

（１）広域事業の推進

　　○ 広島都市圏の一員として周辺市町との連携を強化し、広域連携による一体的な発展

を推進します。     

　　○ 住民の利便性の向上を図り、事業の効率化を進めていくため、環境など多様な分野

における広域事業の円滑な運営に努めるとともに、新たな広域事業の実施について

検討します。

（２）国・県との連携強化　　

　　○ 国・県との連携を強化し、町勢発展のために必要とされる国・県の事業実施や、町

が実施する事業の支援を国・県に要請します。

主な取り組み

◆ 「行政改革実施計画」の策定

◆ 第２次定員適正化計画の見直し

まちづくり指標

指　標

現況値 目　標　値

平成 22（2010）

 年度

平成 27（2015）

 年度

平成 32（2020）

 年度

町ホームページによる各種

申請書様式の取得可能件数
66 件 80 件 100 件
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【あ】

ＡＤＳＬ

AsymmetricDigitalSubscriberLine（非対称デジタル加入者回線）の略。既存の電話回線

を使ってインターネットへ接続する技術のこと。

ＩＳＤＮ

IntegratedServicesDigitalNetwork（総合サービスデジタル通信）の略。1 本の電話回線で、

通常の音声通信、ファクシミリ、データ通信を統合して扱う技術のこと。

ＩＴ社会

ＩＴはＩ nformation Ｔ echnology（情報通信技術）の略。社会の構造が、IT を軸とした産業・

経済・文化に移行した社会のこと。

ＮＰＯ

NonProfitOrganization（民間非営利組織）の略。非営利すなわち営利を目的とせず公益的

な市民活動を行う民間団体の総称。

ＵＪＩターン

U ターンは出身地に戻る形態、J ターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、I ター

ンは出身地以外の地方へ移住する形態を指す。

アクセス

接近、近づく方法。また、交通の便。

アンテナショップ

企業や自治体などが自社（当該地方）の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的として

開設する店舗のこと。

生きがい型農業

市民農園や家庭菜園など、生きがい（趣味、自給自足など）を目的として農作業を楽しむ農

業のこと。

一時保育

保護者等の就労や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合、保護者の育

児不安を解消し、負担を軽減するために児童を預かること。



131131

用
語
解
説

インターネット

世界中のコンピューターと文字、映像、音声等を使った多様な情報を自由に通信することを

可能とする世界規模の情報通信ネットワークのこと。

インフォーマルなサービス

行政が直接・間接的に提供するサービスでは充足されない「隠れた」ニーズに対応するサー

ビスのこと。

温室効果ガス

大気中の二酸化炭素やメタンなど、温暖化を促進しているとされているガスのこと。

【か】

街区公園

都市公園のうち、主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で 1

箇所当たり面積 0.25ha を標準として配置する。

回遊型観光地

点在する地域資源にテーマ性を持たせるなどして、魅力づけや結びつけを行い、各資源を回

遊することのできる観光地。

環境保全型農業

環境に与える負荷をできる限り低減していく農業のこと。

感染症

ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、咳等の症状がでること。

人から人にうつる伝染性の感染症のほかに、動物や昆虫から、あるいは傷口から感染する非

伝染性の感染症も含まれる。

企業型農業

従来の家族型農業経営から株式会社もその形態に含めた農業生産法人として、企業的な経営

を行う農業のこと。

義務的経費

国や地方公共団体の一般歳出のうち、支出することが制度的に義務づけられている経費のこ

とで、人件費・扶助費・公債費から成る。
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キャリア教育

児童生徒一人ひとりに、望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさ

せるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育のこと。

熊野筆マイスタースクール

後継者を確保するために、素人や初心者の育成指導、従事者の指導研修、伝統工芸士級の技

術者を養成するための技術、技法の継承及び向上のための研修のこと。

グローバリゼーション

経済、文化、政治、環境問題など人類の活動とその影響が、国家や地域の境界を超え、地球

規模に拡大している現象のこと。

景観サポート団体

景観まちづくり活動を行っている住民団体やグループのこと。

経常収支比率

市町村税や普通交付税など自由に使える一般財源のうち、人件費や福祉にかかる扶助費、借

金返済に充てる公債費など義務的性格の経費が占める割合。自治体が独自のインフラ整備な

どに自由に投資する余裕がどれだけあるかを示し、目安として 70 ～ 80% が「適正」、90%

以上は「硬直化している」とされる。

ケースワーカー

社会的に支援を必要とする人とその環境に働きかける専門家。

構造的な改革

経済・財政・行政・政治などの分野において、放置すれば必然的に発生する問題を解決し、

これらの社会システムが本来もっている機能を十分に発揮できるようにする改革のこと。

コーポラス住宅

鉄筋コンクリートづくりの共同住宅。

小型浄化槽

し尿と生活雑排水を併せて処理できる一般家庭浄化槽のこと。

こども園

就学前の子どもに教育を行う幼稚園と保育を行う保育所が一体となった施設。
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ごみ３Ｒ

ごみを減らすための取り組み。３Ｒとは Reduce（リデュース：減らす）、Reuse（リユース：

再使用）、Recycle（リサイクル：再資源化）の頭文字をとったもの。

コミュニティ道路

住宅地や商店街の生活道路において、歩行者の安全性や快適性を重視した構造の道路づくり

に対する通称名。

コミュニティビジネス

地域資源を生かしながら地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むもの。地域の人材

やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働

きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与することが期待される。

コンパクト

小型で中味が充実していること。

【さ】

再興感染症

既知感染症で、発生数が減少し、公衆衛生上ほとんど問題にならなくなっていたが、近年再

び出現、増加している感染症に対する総称のこと。結核・ペスト・狂犬病・ジフテリアなど。

財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の

過去 3 年間の平均値をいう。財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強い

団体といえる。

市街化区域

既に市街地を形成している区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき

区域として都市計画法に基づき定める区域のこと。

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域として、都市計画法に基づき定める区域。この区域では、農林漁業

施設や一定規模以上の計画的開発を除き、開発行為が制限される。

市街地宅地評価法（路線価方式）

各道路に価格を付設し、その価格から各宅地の評価額を決定する方法。
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自給的農家

経営耕地面積が 30 ａ未満、かつ農産物販売金額（過去１年間）が 50 万円未満の農家。

自主財源

地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいい、具体的には、地方税、分担金及び負担金、

使用料、手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金及び諸収入が該当する。

自然共生社会

社会経済活動が自然に調和し、様々な自然とのふれあいの場や機会が確保された自然と人間

が共生できる社会。

指定管理者

地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。

シニア

上級者、年長者をいう。本計画では概ね 60 歳以上のものを想定。

住宅用火災報知機

住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備で、平成

23 年６月１日までに設置が義務づけられている。

循環型社会

有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させなが

ら環境への負荷をできる限り低減させた社会。

初期～三次救急医療体制

初期救急医療は、外来診療によって救急医療を行う最も地域に密着した制度、｢ 在宅当番医

制 ｣ 等によって行われる。二次救急医療は、入院治療を必要とする重症救急患者に対する医

療、三次救急医療は、二次救急医療では対応できない複数の診療科領域にわたる重篤な救急

患者に対し、24 時間体制で高度な医療を総合的に提供する医療。

ストリートファニチャー

道路や広場などに置かれる、ベンチ・案内板・水飲み場などの屋外装置物の総称。

スプロール的

都市が無秩序に拡大していく現象のこと。スプロールとはむやみに広がるといった意味。
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生活交通

通勤や通学、通院、買い物など、日常生活を営む上で必要不可欠な交通手段のこと。

生活習慣病

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群と

され、糖尿病、心臓病、高脂血症、脳卒中などが代表的。

成熟社会

諸種の制度や施設が整備され、精神的豊かさや生活の質を重視する安定的な状態にある社会。

製造品出荷額等

製造事業所の１年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出

たくず・廃物の出荷額及びその他の収入額の合計。

成年後見制度

認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な成人の財産管理や契約、

福祉サービスの利用契約、遺産分割協議などについて、選任された成年後見人が代理して行

う制度。

セキュリティ

安全、保安。

セクシャル・ハラスメント

職場などで行われる性的嫌がらせ。

専業農家

世帯員に農業以外の仕事に従事する者がなく、農業収入だけで生計を立てている農家。

総合型地域スポーツクラブ

その地域に住んでいる人たちが、性別、年代、所属に関係なくいつでも気軽にスポーツや文

化活動に参加できる機会を提供する地域密着型のスポーツクラブのこと。

ゾーニング

対象地域をいくつかの地域や地区に分割、区分すること。

ソフト・サービス化

経済の中で知識、情報、技術、企画、デザイン等のソフトな業務が重要な役割を占め、国内

総生産において、第三次産業を中心に、サービスの占める割合が高まること。
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【た】

第１種兼業農家

世帯員に兼業従事者が１人以上おり、かつ農業所得の方が兼業所得よりも多い農家。

第２種兼業農家

世帯員に兼業従事者が１人以上おり、かつ兼業所得の方が農業所得よりも多い農家。

太陽光発電システム

屋根などに太陽電池のパネルを設置して太陽の光を直接電力に変換して利用するシステム。

地域間競争

少子高齢化・人口減少社会のなかで、地域が持続的に発展していくよう、それぞれが創意と

工夫をこらし、選ばれるまちとなるよう行う競争のこと。

地域空間

様々な要素から構成されるひとまとまりの場所・拡がりのこと。

地域ケア体制

高齢者が在宅で安心して生活できるよう、行政、地域包括支援センター、民生委員やボラン

ティア等（地域の社会資源）及びサービス提供事業者が連携して、高齢者を支援するしくみ。

地域密着型サービス

認知症や一人暮らしの高齢者などの増加を考え、介護が必要な方が住み慣れた地域で安心し

た暮らしを続けることができるように地域の状況や特徴を生かしたサービスを提供する介護

サービス。

地域リーダーやコーディネーター

地域で行われる様々な活動について、住民の先頭に立って主導したり、調整する人。

地区公園

都市公園のうち、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供する事を目的とする公園で１箇

所当たり面積 4ha を標準として配置する。

地産地消

地域で生産されたものを地域で消費すること。
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地上デジタル放送

映像や音声をデジタル（状態を示す量を数値化して処理（取得、蓄積、加工、伝送など）を

行う方式）情報に変換し、地上にある放送局から送信する放送方式。

低炭素社会

地球温暖化の主要因である二酸化炭素の排出を大幅に削減した社会。

デリバリー方式

業務委託した民間業者の調理場で給食を調理し、ランチボックスに盛り付け、配送ボックス

に入れて、各学校の配膳室に配送する方式のこと。

道路構造物

切土や盛土等の土構造物、路盤、暗渠、橋、隧道（トンネル）、洞門、防護壁や防石ネット、

保安装置など、道路に関する一切の構造物。

特別工業地区

特定の工業の利便増進を図り、又はその利便の増進を図りつつこれと調和した住居等の環境

の保護を図るため、特定業種の工場等に係る用途制限の強化及び緩和、並びに建築物の構造

等の制限を行う地区。

都市公園

地方自治体が都市計画区域内に設置した、都市公園法に定められる公園または緑地。

都市緑地

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地。

ドメスティックバイオレンス

同居関係にある配偶者や内縁関係や両親・兄弟・親戚などの家族から受ける家庭内暴力のこ

と。

土曜くまのっ子教室

子どもの安全で健やかな居場所を確保することを目的として、勉強やスポーツ・文化活動等

を通じて、地域住民との交流活動を行う「放課後子ども教室」の取り組みのひとつ。
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【な】

農業法人

農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社または株式会社の５種類の法人のうち、農地

法上の要件を満たして、農地法上の特例（法人による農地等の権利取得等）が認められる農

業生産法人と一般農業法人。

ノーマライゼーション

障害のある人もない人も、共に地域の中で生活し、活動できる社会こそが普通（ノーマル）

の社会であるという考え方。

【は】

パークアンドバスライド

自家用車とバスを組み合わせたもので、自家用車で出発し、途中でバスに乗り換えて目的地

まで移動する方式のこと。

ハザードマップ

地震や洪水などの自然災害による被害を予測し、災害の発生地点、被害の拡大範囲及び被害

程度、さらには避難経路、避難場所などの情報を地図上に示したもの。

パブリックコメント

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く住民・事

業者等が意見や情報を提出する機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮して最終

的な意思決定を行う一連の手続き。

バランスシート

貸借対照表のこと。財務状況を明らかにするために作成される表で、資産と負債、資本を記

入して両者を対照させるもの。

バリアフリー

道路や建築物の入り口の段差などの物理的な障壁（バリア）や、高齢者、障害者などの社会

参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な障壁（バリア）を取り除き、生活しやすく

すること。

販売農家

経営耕地面積が 30 ａ以上、または農産物販売金額（過去１年間）が 50 万円以上の農家。
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光ファイバー

電気信号を光に変えて情報を伝達するケーブル。電磁波の影響を受けず、大容量のデータを

長距離伝送できるのが特徴。

病院群輪番制

地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式により休日・夜間等における重症救急患者の診

療を受け入れる制度のこと。

病後児保育

保護者の仕事や家族の都合で子どもの看病ができないという場合、病気回復期の児童を預か

ること。

広島圏都市計画区域

広島市、呉市、廿日市市、及び大竹市の一部、府中町、海田町、熊野町及び坂町の全域の都

市計画区域で構成する広域的な都市計画の圏域。

広島都市圏

広島市を中心とした廿日市市、大竹市及び府中町、海田町、熊野町及び坂町の区域をいう。

このほか、広島市への通勤依存率が５％以上の連坦した範囲を広島都市圏という場合もある。

ひろしま森づくり事業

森林の持つ公益的機能の維持・増進を目的として，「ひろしまの森づくり県民税」を導入し、

放置され荒廃した人工林の再生、里山林の整備，間伐材利用対策，環境緑化対策，県民に対

する森づくりの普及啓発を行う事業。

ファミリー・サポート・センター

地域において育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児について助け合う会

員組織。

フォーラム

公開討論会のこと。

ブックスタート

赤ちゃんと保護者が、絵本を介してゆっくり心ふれあうひとときをもつきっかけをつくり、

一人ひとりの赤ちゃんに、絵本を開く楽しい体験といっしょに、絵本を手渡す活動。
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ブランド

品質やデザイン、イメージ等の独自性を強調し、他と差別化を図ることによって知名度を高

めたもの。

ブロードバンド環境

高速な通信回線のことで、一般的に光ファイバーや ADSL 等による接続環境をいう。

放課後子ども教室

次世代育成支援の観点から、安全・安心な子どもの活動拠点を設け、地域住民の参画を得て、

勉強やスポーツ・文化活動、交流活動などの取組みを推進する事業のこと。

ホームページ

インターネットを通してそれぞれの情報発信者が提示する画面。

ポケットパーク

住宅地、市街地内の小空間を利用して作られた小さな公園などの公共スペースのこと。

ポテンシャル

潜在的な能力。

【ま】

マイバッグ運動

買物に自分の袋をもっていき、レジ袋を使わないようにして環境負荷を減らそうという運動

のこと。

まちなか居住

地域社会の活力の低下、商店街の衰退などに歯止めをかけるよう、まち（市街地）の中心部

へ居住すること。

マネジメントサイクル

目標を達成するために、計画→実施→評価→改善を繰り返す過程。

見守りネットワーク

小地域を単位として近隣の人や関係機関が、見守り・声かけ活動等を行い、誰もが安心して

住みなれた地域で、暮せるような地域づくり、まちづくりを進める活動のこと。

ミュージアム

博物館、美術館。
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メディアルーム

音響や映像装置などの情報を伝達する機器を備えた部屋。

モチベーション

人が一定の方向や目標に向かって行動し、それを維持する働きを意味し、「動機づけ」「やる

気」とも呼ばれる。

【や】

ユニバーサルデザイン

文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わず、すべての人

が利用することができるよう施設・製品を設計すること。

用途地域

市街地における適正な土地利用を図るため、その目標に応じて 12 種類に分け、建築基準法

と連動して、建築物の用途、容積率、構造等に関し一定の制限を加える制度のこと。

【ら】

ライフスタイル

生活様式。衣食住をはじめ、行動様式や価値観まで含めていう。

ライフステージ

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。

リニューアル

新しくすること。

療育

障害をもつ子供が社会的に自立することを目的として行われる医療と保育。

【わ】

ワークショップ

様々な立場の人々が集まって、自由に意見を出し合い、互いの考えを尊重しながら、意見や

提案をまとめ上げていく場のこと。
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１　熊野町総合基本計画審議会への諮問

 平成２３年　１月２１日

熊野町総合基本計画審議会

会　長　　高　井　広　行　様

 熊野町長　三　村　裕　史　　　

熊野町総合計画基本構想について（諮問）

　このことについて、熊野町総合基本計画審議会条例第２条の規定により、貴

審議会の意見を求めます。
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２　熊野町総合基本計画審議会からの答申

 平成２３年　２月２１日

熊野町長　三　村　裕　史　様

 熊野町総合基本計画審議会　

 会　長　　高　井　広　行　

熊野町総合計画基本構想について（答申）

　平成２３年１月２１日付けで諮問のあったこのことについて、当審議会において

審議の結果、適当と認めます。

　なお、計画の推進にあたっては、特に次の点に配慮されるよう意見として申し

添えます。

・わかりやすい計画書とするよう、用語の使い方、文字の大きさに配慮すること。
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３　計画策定の経緯
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４　住民アンケート調査

　熊野町新総合計画の策定に際し、広く住民の意見を把握し、計画策定の参考とすることを

目的に、無作為に抽出した 20 歳以上の熊野町住民の方、2,500 人を対象に、配布・回収と

も郵送法で、平成 21 年７月 24 日～８月 17 日の間、アンケート調査を行いました。

　有効回収数は 1,148 票、有効回収率は、全町では 45.9％、地域別では中央部南西地域

46.9％、中央部北東地域 42.9％、東部地域 43.4％、西部地域 47.8％でした。

（１）性別

区　　分 配布数（票） 有効回収数（票） 有効回収率（％）

中央部南西地域 765 359 46.9

中央部北東地域 681 292 42.9

東 部 地 域 267 116 43.4

西 部 地 域 787 376 47.8

不　　　明 － 5 －

全　　　町 2,500 1,148 45.9

注：中央部南西地域（呉地・出来庭・中溝）、中央部北東地域（萩原・城之堀）

　東部地域（初神・新宮）、西部地域（川角・平谷・貴船・石神・神田・柿迫・東山）

注：ｎはそれぞれの標本数。（以下同様）

問１　基本的属性

図　性別
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（２）年代

（３）家族構成

（４）職業

図　性別

図　家族構成

図　職業
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（５）居住年数

（６）居住地

図　居住年数

図　居住地
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問２　あなたは、熊野町の住みやすさについてどのように思われますか。

問３　あなたは、将来も熊野町に住み続けたいと思いますか。

図　住みやすさ

図　居住意向
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問４　……問３で「４　どちらかといえば住みたくない」又は「５　住みたくない」を選んだ

方にお聞きします。その理由は何ですか。（複数回答）

問５　あなたは、熊野町に自分のまちとしての愛着をお持ちですか。

図　転居意向の理由

図　愛着意向

＊問 3 で４または５を選択した人の合計
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問６　次の項目について、あなたが感じる満足度と重要度についてお聞きします。

○満足度（「満足している」及び「どちらかといえば満足している」）の構成比の高い順

　　（「無回答」及び「わからない」は除きます。）

図　満足度（全町）
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○重要度（「重要である」及び「やや重要である」）の構成比の高い順

　　（「無回答」及び「わからない」は除きます。）

図　重要度（全町）
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問７　あなたは、将来に対して、どんなことが不安ですか。（複数回答）

問８　……あなたは、熊野町のこれからのまちづくりにおいて、活かしていきたいことや大切

にしていきたいことは何だと思われますか。（複数回答）

図　将来の不安

図　まちづくりに活かしていきたいことや大切にしていきたいこと

154154



問９　……あなたは、保健・医療・福祉の分野について、今後どのような点に力を入れていく

べきだと思いますか。（複数回答）

問10　……あなたは、教育・文化の分野について、今後どのような点に力を入れていくべき

だと思いますか。（複数回答）

図　保健・医療・福祉分野の重点

図　教育・文化分野の重点
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問11　……あなたは、都市基盤や生活環境などの分野について、今後どのような点に力を入

れていくべきだと思いますか。（複数回答）

問12　……あなたは、産業の振興に向けて、今後どのような点に力を入れていくべきだと思

いますか。（複数回答）

図　都市基盤や生活環境分野の重点

図　産業振興に向けて
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問13　……あなたは、熊野町の活性化には、どのようなことが必要だとお考えですか。（複数

回答）

問14　あなたは，地域の活動やボランティア活動に参加したいと思いますか。

図　熊野町の活性化

図　地域の活動やボランティア活動への参加状況・意向
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問15　……問 14で「1　現在、参加している」又は「２　参加したい」と答えた方にお聞き

します。どんな分野に参加していますか。また、参加したいですか。（複数回答）

問16　……あなたは、町政運営について、今後どのような点に力を入れていくべきだと思い

ますか。（複数回答）

図　活動分野

図　町政運営の重点

* 問 14 で１または２を選択した人の合計
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問17　あなたは、熊野町が将来どのようなまちであれば良いと思いますか。（複数回答）

図　将来像

159159

資
料
編



５　地域懇談会

　熊野町新総合計画策定に当たって、広く住民の意見を直接に把握するため、平成 21 年

10 月 31 日～平成 22 年 2 月 26 日の間、町内 14 地区を対象に実施しました。

　地域懇談会の趣旨説明、各部の町行政の現況、住民アンケート結果の概要等の説明の後、

住民の意見・要望を聴取しました。

地区 期　日（場所） 参加者

川角 平成 21 年 10 月 31 日（土）（川角老人集会所） 自治会長含め 37 名

神田 平成 21 年 11 月 ６ 日（金）（西公民館） 自治会長含め 12 名

中溝 平成 21 年 11 月 14 日（土）（中溝コミュニティセンター） 自治会長含め 38 名

貴船 平成 21 年 11 月 21 日（土）（西公民館） 自治会長含め 29 名

萩原 平成 21 年 11 月 27 日（金）（萩原老人集会所） 自治会長含め 33 名

柿迫 平成 21 年 11 月 28 日（土）（柿迫コミュニティセンター） 自治会長含め 35 名

城之堀 平成 21 年 12 月 ４ 日（金）（城之堀老人集会所） 自治会長含め 37 名

出来庭 平成 21 年 12 月 18 日（金）（出来庭老人集会所） 自治会長含め 18 名

新宮 平成 22 年 １ 月 15 日（金）（東部地域健康センター） 自治会長含め 48 名

平谷 平成 22 年 １ 月 16 日（土）（平谷説教所） 自治会長含め 28 名

東山 平成 22 年 １ 月 22 日（金）（東山コミュニティセンター） 自治会長含め 39 名

石神 平成 22 年 １ 月 27 日（水）（石神コミュニティセンター） 自治会長含め 33 名

初神 平成 22 年 ２ 月 20 日（土）（初神老人集会所） 自治会長含め 26 名

呉地 平成 22 年 ２ 月 26 日（金）（呉地公会堂） 自治会長含め 39 名

■実施状況
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■意見・要望についてのまとめ

○ 意見・要望のほとんどは、各地区の特性に応じた日常生活に係わるものや生活環境

について、日頃から問題だ、または不安だなどと思っている事柄です。

　主なものを列挙すると次のようです。

　　・高齢者支援（施設整備）、高齢者の社会参加の促進

　　・施設、道路、公園の維持管理の充実

　　・道路整備（拡幅等局部改良、交差点改良、歩道の整備、交通安全対策など）

　　・広島熊野道路の無料化の見通し

　　・生活交通（循環バス、デマンドバス等の導入など）の充実

　　・通学路の安全対策

　　・防災対策（河川整備、ため池の安全対策、避難地の周知徹底など）

　　・病院の誘致

　　・環境保全（ごみ、森林保全）

　　・住居表示に係わること

　　・周辺遊休地の有効利用

○これからの町全体の振興やまちづくりについての意見・要望は、次のようです。

　　・まちづくりビジョンの提示

　　・町の特色づくり、明確な目標・施策の重点化

　　・筆の里工房を中心とした観光振興

　　・農業振興について

　　・計画の進捗状況の明確化

　　・３市の中心に位置する立地条件の有効活用
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　（趣旨）

第…１条　この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４の規定に基づき、熊野町

総合基本計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

　（設置）

第…２条　町長の諮問に応じ、熊野町総合基本計画に関する審議を行うため、熊野町総合基本計画審議

会（以下「審議会」という。）を置く。

　（組織）

第３条　審議会は、委員 15 名以内で組織する。

２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

　⑴　町議会の議員

　⑵　関係行政機関の委員

　⑶　公共的団体等の役職員

　⑷　学識経験を有する者

３　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任される。

　（会長及び副会長）

第４条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　会長は、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

　（会議）

第５条　審議会の会議は、会長が招集する。

２　審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

３ 　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

　（庶務）

第６条　審議会の庶務は、総務部政策企画課において処理する。

　（委任規定）

第７条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則　（昭和 58 年３月 14 日条例第６号）

　　この条例は、昭和 58 年４月１日から施行する。

　　　附　則　（平成 14 年３月 18 日条例第 10 号抄）

　（施行期日）

　１　この条例は、平成 14 年４月１日から施行する。

　　　附　則　（平成 21 年４月１日条例第６号）

この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。

昭和 53 年３月 20 日

条例第７号

改正　　昭和 58 年３月 14 日　条例第６号　　　　平成 14 年３月 18 日　条例第 10 号

　　　　平成 21 年４月 １ 日　条例第６号

６　熊野町総合基本計画審議会

（１）熊野町総合基本計画審議会条例
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（２）熊野町総合基本計画審議会委員

氏　　名 役　職 備　考

高井　広行 近畿大学工学部教授 会　長

尺田　公造 熊野町議会議長 副会長

冨士　一彦
熊野町議会

総務厚生常任委員会委員長

佛圓　大源
熊野町議会

文教常任委員会委員長

藤本　哲智
熊野町議会

産業建設常任委員会委員長

大竹　美枝子 熊野町教育委員会委員

宗盛　勝則 熊野町商工会会長

丹羽　宏 熊野筆事業協同組合理事長

辻田　博郎 熊野町自治会連合会会長

南田　静子 熊野町女性会会長

策 定 本 部 町長、副町長、教育長、部長で構成（方針の決定機関）

策 定 委 員 会 課長で構成（主として方針の調整、チェック機関）

ワークグループ 主任級以上相当職員（作業グループとして計画策定作業を行う）

計画策定事務局 政策企画課（全体調整、素案の作成）

７　計画策定体制

163163

資
料
編



ひと まち　育
はぐく
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